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I 調査概要 
１．背景と目的 

地域支援事業は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域におけ

る包括的・継続的マネジメント機能を強化する観点から、平成 18年度より市町村（保険者）において

実施している。 

本調査は事業開始から６年が経過した段階で、事業の実施状況の把握や事業の評価のあり方に

ついて調査研究を行うものであり、今後の地域支援事業の適切な実施に資することを目的とし

て、以下の２点を把握するために実施したものである。 

○地域支援事業の実施状況等を把握すること 

○地域支援事業の取り組み上の工夫等の事例を収集・整理すること 

 

 

２．調査の構成 
本調査は、地域支援事業の実施状況をアンケート形式により把握する「（１）定量的調査」と、取り

組み事例や地域支援事業の評価に対する意見をヒアリング形式により把握する「（２）定性的調査」

の２つから構成される。 

 
（１） 定量的調査 

地域支援事業について、交付金に係る手続き等を通じて、保険者から事業実施状況の報告

を受けた内容を集計・分析した。 

 
（２） 定性的調査 

地域支援事業について、その取り組み内容や手順等は各保険者に一様ではなく、地域差も

少なくない。そのため、より効率的・効果的な事業実施に向けては、保険者間での取り組み事

例の情報共有が有用であると考えられる。 

定性的調査においては、ヒアリングを通じて、地域支援事業について先進的な取り組みや実

施上の工夫・ポイント等を整理した。 

なお、ヒアリング調査は、「（１）定量的調査」における回答内容で、「孤立死予防」、「介護ボラ

ンティア」等に関わる先進的な取り組みや、介護予防・日常生活支援総合事業について先進

的な取り組みを実施している保険者等を対象として実施した。 
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図表 1 ヒアリング調査対象 

 調査対象 取り組みの特徴 

1 品川区 はつらつ健康教室の取り組み（予防サービスの民営スポーツクラブへの委託 

2 焼津市 在宅ケア連携ノート配布事業 

3 鳥取市 ファミリーサポートセンター事業 

4 備前市 あんしん電話システム事業 

5 岩国市 長寿いきいき見守り事業 

6 行橋市 自立支援に関するケアマネジメント（総合事業版のアセスメントシートや退院後・タ

ーミナルの方等への生活指導などを含めて） 

7 伊万里市 愛の一声運動推進事業 

8 佐々町 高齢者ボランティアの育成・養成と日常生活支援サービスへの活用 

9 山鹿市 温泉施設を活用した総合事業の展開 
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３．結果概要 
(１) 定量的調査 

１) 平成 23 年度地域支援事業交付金精算書の状況 
① 介護予防事業 

平成23年度における介護予防事業の総事業費は全国計で460億円となっており、全国の高

齢者 1人当たりにすると 1,550 円であった。 

都道府県別の状況を見ると、介護予防事業の総事業費は高齢者数との相関が高いもの

の、要介護要支援者発生率や要介護要支援者増減率との相関は見られなかった。 

 

＜介護予防二次予防事業＞ 

平成 23 年度における介護予防二次予防事業の総事業費は全国計で 289 億円となってお

り、全国の高齢者 1人当たりにすると 973 円であった。 

＜介護予防一次予防事業＞ 

平成 23 年度における介護予防一次予防事業の総事業費は全国計で 171 億円となってお

り、全国の高齢者 1人当たりにすると 557 円であった。 

 

② 包括的支援事業及び任意事業 

平成23年度における包括的支援事業及び任意事業の総事業費は全国計で1,231億円とな

っており、全国の高齢者 1人当たりにすると 4,149 円であった。 

都道府県別の状況を見ると、包括的支援事業及び任意事業の総事業費は高齢者数との相

関が高く、要介護要支援者発生率や要介護要支援者増減率との相関は見られなかった。 

 

＜包括的支援事業＞ 

平成23年度における包括的支援事業の総事業費は全国計で967億円となっており、全国の

高齢者 1人当たりにすると 3,259 円であった。 

＜任意事業＞ 

平成23年度における任意事業の総事業費は全国計で264億円となっており、全国の高齢者

1人当たりにすると 890 円であった。 

 

③ 介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業合計 

平成 23 年度における介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業合計の総事業費は全

国計で1,691億円となっており、全国の高齢者1人当たりにすると 5,699円であった。都道府県

別の状況を見ると、介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業合計の総事業費は高齢者

数との相関が高く、要介護要支援者発生率や要介護要支援者増減率との相関は見られなかっ

た。 
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２) 包括的支援事業の実施状況 
① 地域包括支援センターの設置状況 

平成 23 年度における地域包括支援センターの設置数は、全国で 4,233 か所であり、そのう

ち直営で設置されているセンターが 3割、委託で設置されているセンターが 7割となっている。 

平成22年度における調査結果と比べると、設置数は増加している。設置されているセンター

が直営と委託共に若干減少している。 

 

② 介護予防ケアマネジメント業務 

介護予防ケアプランの作成数を見ると、全国合計は 193,885 件となっている。都道府県別の

状況を見ると、介護予防ケアプランの作成数は、高齢者数と相関が見られた。 

 

③ 総合相談支援・権利擁護業務 

総合相談支援、権利擁護業務の相談件数を見ると、介護保険その他の保険福祉サービスに

関することが 895 万件で最も多く、次いで、権利擁護（成年後見制度等）に関することが 21 万

件、高齢者虐待に関することが 18 万件であった。 

 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント予防業務 

ア) 関連機関との連携づくり 

関連機関との連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、「事例を通じた連携づく

り」「職種を通じた連携づくり」「研修会の開催を通じた連携づくり」「定期的な会議体の開催を通

じた連携づくり」が大きな柱となっている。 

 

イ) 医療機関との連携体制づくり 

医療機関との連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、「個別ケースのサービス

提供について協力連携」「会議体への医療機関関係者の参加」「医療機関のＭＳＷとの連携構

築」「研修会の開催」が大きな柱となっている。 

 

ウ) 地域のインフォーマルサービスとの連携づくり 

地域のインフォーマルサービスとの連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、「会

議体や研修会の開催を通じた連携」「保険者の担当者が出向いて連携」「民生委員等との連

携」「インフォーマルサービスの一覧表作りやマップ作りを通じた連携」が大きな柱となってい

る。 

 

エ) 介護支援専門員に対する個別支援 

介護支援専門員に対する個別支援の状況を見ると、相談窓口の設置や、支援困難事例を

抱える介護支援専門員への対応、介護支援専門員に対する情報支援はほぼ全ての保険者で

実施されている。 
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３) 任意事業の状況 
① 介護給付等費用適正化事業 

介護給付等費用適正化事業の実施状況を見ると、実施保険者の割合が最も高いのは「介護

給付費通知」であり、41％の保険者で実施されている。次いで、「ケアプラン点検」 13%、「介護

サービス事業所等への研修等（ケアプラン研修など）」 8%であった。 

1 0円 0円

1 1,951,578円 1,951,578円

2 4,255,155円 2,127,578円

15 17,786,338円 1,185,756円

10 16,756,173円 1,675,617円

26 35,240,154円 1,355,391円

20 35,205,570円 1,760,279円

16 57,559,525円 3,597,470円

26 16,957,388円 652,207円

25 33,575,675円 1,343,027円

21 20,541,087円 978,147円

72 44,157,971円 613,305円

57 103,143,217円 1,809,530円

517 359,949,525円 696,227円

86 161,511,792円 1,878,044円

事業費
合計

事業費
平均

4 10,868,511円 2,717,128円

2 4,611,318円 2,305,659円

1 1,098,898円 1,098,898円

8 10,758,763円 1,344,845円

7 2,013,000円 287,571円

200,930円

11 31,310,248円 2,846,386円

16 52,562,255円 3,285,141円

26 25,855,122円 994,428円

1,533,162円

85 34,320,469円 403,770円

9 2,617,986円 290,887円

27 48,251,965円 1,787,110円

事業費平均

H22 H23

保険者数

85 180,530,396円 2,123,887円

517 416,810,676円 806,210円

16 1.0%

12 0.8%

保険者数 事業費合計

61 93,522,880円

21 4,219,530円

52

2 0.1%

5 0.3%

3.3%

43 2.7%

3 0.2%

59 3.7%

53 3.4%

78 4.9%

71 4.5%

3 0.2%

12 0.8%

2 0.1%

11 0.7%

52 3.3%

32 2.0%

75 4.7%

38 2.4%

7 0.4%

自己評価等介護サービス事業者の情報公表

ヘルパーサービス提供時間管理

アンケート等による実態把握

介護保険制度の趣旨や事業展開のために必要な情報提供

介護サービス事業者への実地指導

その他

介護相談員の派遣

住宅改修・福祉用具購入の事前や事後の点検・調査

給付実績と医療情報との突合

認定調査状況チェック

介護サービス事業者協議会等の開催

115 7.3%

48 3.0%

40 2.5%

介護給付費通知

ケアプラン点検

介護サービス事業所等への研修等（ケアプラン研修など）

介護給付内容の検証、分析 96 6.1%

202 12.8%

120 7.6%

実施
保険者数

％

654 41.4%

H22 H23

119 7.5%

実施
保険者数

％

621 39.3%

194 12.3%

 

（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 
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② 家族介護支援事業 

家族介護支援事業の実施状況を見ると、実施保険者の割合が最も高いのは「介護用品支給

（購入費の助成等を含む）」であり、65%の保険者で実施されている。次いで、「家族介護者教

室」 44%、「家族介護者慰労金支給」 41%、「家族介護者交流会」 37%であった。 

0 0円 0円

0 0円 0円

2 4,202,594円 2,101,297円

1 474,600円 474,600円

3 1,118,560円 372,853円

3 1,614,213円 538,071円

9 2,889,880円 321,098円

0 0円 0円

16 36,723,577円 2,295,224円

14 4,172,087円 298,006円

11 11,128,726円 1,011,702円

1 620,410円 620,410円

16 2,740,829円 171,302円

22 92,821,107円 4,219,141円

24 16,576,007円 690,667円

65 16,319,349円 251,067円

49 18,337,592円 374,237円

71 77,861,959円 1,096,647円

244 49,312,539円 202,101円

277 58,639,394円 211,695円

627 1,239,472,392円 1,976,830円

408 151,331,646円 370,911円

2 438,500円 219,250円

0 0円 0円

3 4,499,370円 1,499,790円

4 297,458円 74,365円

12 23,658,085円 1,971,507円

1 29,560円 29,560円

13 22,504,474円 1,731,113円

5 4,891,887円 978,377円

33 19,490,957円 590,635円

98 18,032,167円 184,002円

186 40,065,953円 215,408円

234 38,000,678円 162,396円

4 4,781,145円 1,195,286円

4 4,972,232円 1,243,058円

12 9,409,791円 784,149円

4 3,229,908円 807,477円

14 3,212,097円 229,436円

24 102,273,342円 4,261,389円

55 19,066,178円 346,658円

69 69,751,774円 1,010,895円

975 6,239,895,036円

623 1,014,534,428円 1,628,466円

397 159,084,118円 400,716円

571 253,275,262円 443,564円 522 204,011,232円 390,826円

事業費平均 保険者数
事業費
合計

事業費
平均

7,292,952,462円 7,344,363円

H22 H23

実施
保険者数

％

6,399,892円 993

H22 H23

保険者数 事業費合計

643 40.7%

実施
保険者数

％

1019 64.5%1002 63.4%

710 44.9%

590 37.3%

介護用品支給（購入費の助成等を含む）

家族介護者教室

家族介護者慰労金支給

家族介護者交流会 543 34.4%

694 43.9%

通所サービス（介護者が会合等に参加できる要支援）

その他

介護家族等相談（電話、訪問、相談等）

認知症高齢者支援対策（徘徊高齢者支援ネットワーク事業等）

地域ボランティアの養成

短期宿泊（高齢者の生活支援や介護者支援）

229 14.5%

243 15.4%

認知症専門相談（医師等専門家による相談支援）

介護者へのヘルスチェック・健康相談

認知症サポーター等の養成

徘徊高齢者検索システム等による認知症支援

認知症に関する広報・啓発

認知症高齢者見守り支援（訪問による話し相手や家族の外出支援等）

82 5.2%

124 7.8%

117 7.4%

105 6.6%

5 0.3%

21 1.3%

14 0.9%

295 18.7%

290 18.4%

12 0.8%

26 1.6%

24 1.5%

92 5.8%

89 5.6%

133 8.4%

97 6.1%

18 1.1%

25 1.6%

23 1.5%

介護用品貸与（寝具等）

住民等による見守り支援

住宅改修費の助成

寝具類の丸洗い等

ヘルパー派遣（介護者が会合等に参加できる要支援）

虐待防止普及啓発

虐待対応支援（支援会議等）

外出介護支援（交通費助成）

4 0.3%

4 0.3%

16 1.0%

3 0.2%

3 0.2%

0 0.0%

3 0.2%

6 0.4%

646 40.9%

12 0.8%

16 1.0%

14 0.9%

20 1.3%

3 0.2%

3 0.2%

4 0.3%

4 0.3%

0 0.0%

1 0.1%

0 0.0%

 
（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 
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③ その他の事業 

家族介護支援事業の実施状況を見ると、実施保険者の割合が最も高いのは「成年後見制度

利用支援（申立に要する経費等の助成）」であり、51％の保険者で実施されている。次い

で、「配食サービス（見守り支援）」、「住宅改修理由書作成経費支援」は 45％、「介護相談員の

派遣」は 25%であった。 

4,228,975円

5 3,259,614円 651,923円 1 1,104,190円 1,104,190円

8,480,000円 4,240,000円 2

348,133円

10 35,360,474円 3,536,047円 3 31,810,292円 10,603,431円

6 1,984,924円 330,821円

6,292,752円

6 1,576,981円 262,830円 4 1,462,190円 365,548円

41,062,229円 6,843,705円 6

2,174,099円

5 1,450,533円 290,107円 5 710,651円 142,130円

7 17,921,526円

779,679円

10 29,133,572円 2,913,357円 10 29,204,297円 2,920,430円

6,990,426円 873,803円 9

8 29,299,419円 3,662,427円

10 11,004,440円 1,100,444円

5 1,740,665円

2 8,457,950円

2,560,218円 7 15,218,695円

6 37,756,514円

11 21,070,291円

8 7,017,113円

2,172,880円 167,145円

1,915,481円

5 21,217,662円 4,243,532円

12 4,304,693円

18 4,938,060円 274,337円 13

358,724円 14

49,261,674円 3,078,855円

27,488,005円 1,963,429円

33,351,671円 2,382,262円

16 81,924,623円 5,120,289円 14

29 2,759,542円 95,157円 16

56,321,945円 2,964,313円

37 288,722,502円

20 57,721,537円 2,886,077円 19

7,803,311円 27

58,393,953円 2,085,498円

21,193,219円 815,124円

283,270,666円 10,491,506円

23 16,522,923円 718,388円 26

40 87,935,089円 2,198,377円 28

62,619,910円 1,423,180円

58 143,973,890円

35 61,837,539円 1,766,787円 44

2,482,308円 38

20,785,243円 329,924円

11,260,407円 234,592円

149,972,568円 3,946,647円

52 49,377,445円 949,566円 48

64 12,589,428円 196,710円 63

508,352,397円 6,354,405円

84 113,588,441円

60 341,340,137円 5,689,002円 80

1,352,243円 86

111,156,447円 1,195,231円

70,422,771円 628,775円

169,006,793円 1,965,195円

108 75,306,954円 697,287円 112

94 120,969,830円 1,286,913円 93

43,141,009円 435,768円

177 1,525,486,641円

77 49,559,324円 643,628円 99

8,618,569円 177

510,362,655円 2,617,244円

459,961,330円 2,598,652円

1,512,441,994円 8,544,870円

174 611,789,199円 3,516,030円 177

186 512,945,111円 2,772,676円 195

742,399,635円 1,879,493円

666 82,309,994円

371 814,917,065円 2,196,542円 395

123,589円 674

241,846,472円 318,219円

5,817,910,654円 8,371,094円

68,494,882円 101,624円

684 6,016,090,253円 8,795,454円 695

749 150,539,404円 200,987円 760

H22 H23

保険者数 事業費合計 事業費平均 保険者数
事業費
合計

事業費
平均

2 0.1%

1 0.1%

3 0.2%

5 0.3%

5 0.3%

7 0.4%

7 0.4%

10 0.6%

8 0.5%

12 0.8%

11 0.7%

15 0.9%

14 0.9%

17 1.1%

16 1.0%

20 1.3%

18 1.1%

33 2.1%

29 1.8%

44 2.8%

35 2.2%

60 3.8%

48 3.0%

82 5.2%

69 4.4%

113 7.2%

91 5.8%

137 8.7%

118 7.5%

185 11.7%

180 11.4%

48 3.0%

31 2.0%

39 2.5%

22 1.4%

訪問診療

29 1.8%

22 1.4%

18 1.1%

19 1.2%

13

布団乾燥、丸洗い等のサービス

地域包括支援センター職員研修

鍼灸マッサージ施術料助成

認知症専門相談（医師等専門家による相談等）

ケアマネ等への住宅改修や福祉用具の研修会等

訪問入浴サービス

訪問歯科診療

住宅改修費の助成

認知症広報啓発（予防教室、研修会等）

地域ボランティア養成

乳酸菌飲料等の支給（見守り支援）

H22 H23

実施
保険者数

％

698 44.2%

実施
保険者数

％

791 50.1%

701 44.4%

804 50.9%成年後見制度利用支援（申立に要する経費等の助成）

配食サービス（見守り支援）

住宅改修理由書作成経費支援

介護相談員の派遣 375 23.7%

見守り支援体制の構築（ネットワーク等）、支援の実施（声かけ、訪問等）

高齢者の生きがい健康づくり
（健康チェック、健康教室、家事教室、スポーツ大会、趣味活動など）

シルバーハウジング等への生活援助員の派遣

成年後見制度の周知・啓発

住宅改修の指導支援（アドバイザーの派遣等）

短期宿泊（高齢者の生活改善や保護、介護者支援）

ヘルパー等の派遣（高齢者の生活改善や介護者支援）

電話等による24時間通報対応支援等

認知症サポーター養成

権利擁護事業（福祉サービス利用支援等）

高齢者相談窓口の設置（各生活圏域への設置等）

その他

202 12.8%

177 11.2%

180 11.4%

104 6.6%

115 7.3%

117 7.4%

92 5.8%

62 3.9%

68 4.3%

61 3.9%

67 4.2%

35 2.2%

0.8%

6 0.4%

10 0.6%

10 0.6%

10 0.6%

7 0.4%

6 0.4%

高齢者のふれあいの場づくり、高齢者等交流事業

高齢者虐待防止対策（研修会やパンフによる啓発）

介護用品支給

輸送サービス（交通費の助成を含む）

地域包括支援センター運営協議会

高齢者実態把握

虐待対応支援（専門家等による支援会議）

福祉用具貸与等（帰宅支援、歩行車購入助成）

13 0.8%

2 0.1%

8 0.5%

6 0.4%

6 0.4%

711 45.0%

703 44.5%

400 25.3%

204 12.9%

 
（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 
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(２) 定性的調査 

① 取り組みの特徴と地域支援事業実施上の課題 

ヒアリング対象となった保険者では、高齢者の多様な生活ニーズに対応するとともに、増加傾

向にある介護保険費用の適正化を目指して介護予防の取り組みに積極的に取り組んでいく姿

勢が共通していた。 

それぞれの保険者が、介護保険開始以前からの地域的な活動も展開しながら、それぞれの

地域特性に応じた地域独自の取り組みを展開していることは、全国の保険者の参考になると考

えられる。 

ただし、いずれの保険者も定量的かつ明確に効果を測定し、それを関係各方面に分かりや

すく説明するという点では課題を抱えており、国全体としても、地域支援事業（とりわけ任意事

業）の統一的な評価手法を構築していくことが望まれる。 

 

② 個別事例の取りまとめ結果 

地域支援事業の実施において、特徴的な取り組みを行っている 9 保険者を対象にヒアリング

調査を実施した。ヒアリング調査結果をもとに、各保険者の特徴的な取り組みを整理すると、以

下の通りである。 

 

図表 2 ヒアリングした保険者の取り組み 

１ 東京都品川区 

■取り組みの特徴 ： はつらつ健康教室の取り組み（予防サービスの民営スポーツクラブへの委託 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、二次予防事業の基本チェックリストの結果に基づいて、「はつらつ健康教室」を実施している。1

クール 3 ヶ月、週 1 回の合計 12 回で実施されており、区内の民営スポーツクラブに運営を委託している。修

了した後は、自主的なグループ活動を継続していけるように誘導している。 

②効果 

 参加者の体力測定によれば、運動器において向上・維持の効果が見られた。また、80 歳代を含めて半数

以上の参加者で身長の伸びが見られる。姿勢が良くなり、背筋力も向上しているものと考えられる。 

③課題 

 教室参加者の修了後のフォローアップが課題である。フォローアップを進める中で、要介護認定率に及ぼ

す影響・効果についても明らかにしていくことが求められる。 

２ 静岡県焼津市 

■取り組みの特徴 ：在宅ケア連携ノート配布事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 
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① 内容 
 本事業は、在宅で介護保険の居宅サービスを利用している人や、一人暮らしや高齢者のみ世帯等で何ら

かの支援が必要な方に対して、在宅ケア連携の一助となるよう、必要事項を記載できるノートを配布するも

のである。実際には、バインダーの形であり、満足感のある生活を送ることができるよう日々の状況を記録し

たり、関連する書類を挟みこんで保管できるようになっている。 

かかりつけ医師、歯科医師、薬剤師や医療・介護・福祉サービスを提供する事業者が、その方の状態をき

ちんと把握し共通認識を持った上で、十分な連携を図り継続したサービスを提供するためのツールとして活

用されている。 

② 効果 
 利用者本人（家族）と介護支援専門員との連携だけではなく、主治医（医療機関）や介護サービス事業

者、民生委員等との連携も図られることで、切れ目のない支援や見守り等が可能となっている。また、ノート

の内容は常に、関係者の間で議論しながら改訂が重ねられており、関係者間の意識統一・情報共有の促進

にもつながっている。 

③ 課題 
 利用者又はその家族等の承諾が必須であるが、個人情報（プライバシー）の提供については、関係者（団

体）には配慮いただくようお願いしている。これまでに問題が発生したケースはないが、ノート内には機微情

報が多数存在するため、取扱いには、今後も注意していく必要がある。 

３ 鳥取県鳥取市 

■取り組みの特徴 ： ファミリーサポートセンター事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、高齢者の方等が地域の中で安心して暮らしていけるように簡単な家事等の援助を行うものであ

る。手助けしたい人（協力会員）と手助けがほしい人（依頼会員）がファミリーサポートセンターに登録して、適

宜、サービスの利用と提供を行う仕組みになっている。援助は、「室内の掃除や洗濯」「高齢者・病院の世話

や話し相手」「簡単な作業のお手伝い」「病院や外出の付き添い」「買い物や食事の準備」等である。 

②効果 

 困りごとの相談を受けた際に、利用者（依頼会員）と提供者（協力会員）のマッチングを地域ごとに行ってい

るので、地域のつながりや交流を深めることにも貢献している。 

③課題 

 依頼会員、援助会員のうち活動している会員は、どちらも２割程度にとどまっているため、市町村合併以前

の旧町村地域を中心に、事業の周知および新規の会員獲得を図ることが最大の課題である。 

４ 岡山県備前市 

■取り組みの特徴 ：あんしん電話システム事業  

専門職に連絡・相談することで、孤独感の解消、安心感の醸成を実現 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 
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① 内容 
 本事業は、独居高齢者等を対象に、家庭内の事故等による通報に対し、24 時間応答可能な安心電話を設

置することにより、日常生活における不安の解消と緊急時の迅速な対応ができる体制整備を行い、在宅支

援を支援する事業である。65歳以上の独居者及び75歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、自己申請並び

に介護支援専門員・民生委員等による申請により、利用者を決定する手続がとられている。申請に際して

は、利用者の緊急連絡先はもとより、近所に 3名の協力員を登録することが原則とされている。 

② 効果 
 市民に対して、民生委員のみならず、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、広報誌等により事業

内容を周知することで、あんしん電話の設置世帯が徐々に増加している。緊急時だけでなく、日常のふとした

相談等の対応にも応じている点が、利用者から好評を受けている。 

③ 課題 
 緊急時の対応をスムーズかつ迅速に行うための協力員 3 名の確保が困難になってきていることが挙げら

れる。その背景としては、近年では利用者の近所付き合いが昔のように密ではなくなっていることに加え、協

力員自身も高齢化しており、協力自体が困難となって辞退するケース、死亡や施設入所によって協力員に

欠員が出るケースが多数発生している。 

５ 山口県岩国市 

■取り組みの特徴 ：長寿いきいき見守り事業 

地域ごとにきめ細やかに福祉員を配置し、見守りを実施 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

① 内容 
 本事業は、市内 23 地域に計 636 人(H24 年 12 月末現在)の福祉員が、各地域で、見守りが必要な独居高

齢者に対し、おおむね１ヶ月に１回程度、見守り活動（訪問や声かけ等）を実施するものである。見守り状況

について３ヶ月に１回は報告書にて社会福祉協議会及び地域包括支援センターへ報告があり、急を要する

安否確認や相談については、その都度、福祉員より連絡を受けて対応し、必要に応じて関係機関への支援

へ繋げている。 

② 効果 
 地域の高齢者の状況を把握しやすくなり、必要時の対応を迅速に行えるようになってきている。また、逆

に、地域の方から地域包括支援センターに相談や連絡が入った情報に関して、必要に応じて、福祉員へ日

頃の様子を確認したり、見守り支援を依頼したりして、安心して生活できる環境づくりの一端を担っている。 

③ 課題 
 近所との交流も少なく、福祉員の訪問や声かけも拒否する高齢者へ対して、どのように見守り体制を整え

ていくか、また、福祉員や民生委員だけが見守るのではなく、地域全体での見守り体制、環境づくりへの取組

み、及び、それにかかる個人情報の取り扱いの仕方が、今後の課題である。 

６ 福岡県行橋市 

■取り組みの特徴 ：自立支援に関するケアマネジメント 

（総合事業版のアセスメントシートや退院後・ターミナルの方等への生活指導などを含

めて）在宅介護女性ほっとひといき支援事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 
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①内容 

 行橋市では、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している。その中で、高齢者一人ひとりのニーズに

合わせたサービス提供を図るために、自立支援に関するケアマネジメントに力を入れて取り組んでいる。ま

た、退院後のケースやターミナルケアのケースなど、介護保険のサービス提供が間に合わない場合には、緊

急的なショートステイ・ホームヘルプ等のサービス提供を実施している。 

②効果 

 地域包括支援センターの職員が個別ケースへの対応力を高めることができる。地域の関係者との連携が

進み、対象者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細かい対応が可能となっている。 

③課題 

 地域ニーズを掘り起こしていくための、住民リーダーの育成を進める必要がある。また、地域包括支援セン

ターの担当者が地域の様々な関係機関と連携を進めて、さらに地域から頼られる存在になることが求められ

ている。 

７ 佐賀県伊万里市 

■取り組みの特徴 ：愛の一声運動推進事業 

“近所ぐるみ”での高齢者見守り活動が地域に根付く 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

① 内容 
 本事業は、見守りや日々の安否確認が必要と認められる高齢者に対して、訪問連絡員が訪問をし、話し相

手や相談相手となって高齢者の孤独感・不安感を取り除くとともに、健康や安否の確認を行い、高齢者福祉

の増進を図るものである。本事業は地区民生・児童委員へ委託されており、訪問対象者は、民生・児童委員

が選定しており、その数は平成 23 年度には 233 人となっている。 

② 効果 
 地区の状況をよく知る方々（老人福祉生活員、地区民生・児童委員）等が現状調査に基づき訪問対象者を

選定し、訪問連絡員へ依頼して、訪問を続けるという仕組みが構築され、それが根付いてきている。訪問連

絡員から連絡を受け、体調が悪化した独居高齢者を病院に連れていくことができた、騒音等を出すようにな

った高齢者の子供に連絡し同居につなげた等、孤立死の防止に貢献したケースもみられている。 

③ 課題 
 訪問対象とするか否か等の判断を委託先である地区民生・児童委員に一任しているため、細部までの基

準統一が図られていないことが課題となっている。民生・児童委員からも訪問対象者とすべきか否かの判断

に惑う相談が市に寄せられるケースも見られている。 

８ 長崎県佐々町 

■取り組みの特徴 ：高齢者ボランティアの育成・養成と日常生活支援サービスへの活用 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、地域支援事業の取り組みと並行して、介護予防ボランティアを養成するものであり、介護予防ボ

ランティア養成講座は平成 20 年度から開催されている。 

 養成講座の修了者には介護予防ボランティアとして登録して頂き、地域活動に参加してもらっている。地域

活動は、通所型介護予防推進活動・地域型介護予防推進活動・訪問型介護予防推進活動の 3つがある。 

通所型は、生きがい教室やはつらつ教室に参加して頂いて、スタッフとして活動してもらうものである。 

地域型は、各地区の集会場を活用して、（月 1 回の地域デイサービスが開催されていない週に）企画を行っ

て、集いをしてもらっている。 

訪問型は、集団の活動ではなく1対1の活動に参加したいという方に、閉じこもりがちな高齢者の自宅を訪問

して、ニーズを傾聴して頂いたりしているものである。 

②効果 

 地域の実情に合わせた地域活動を展開でき、介護予防ボランティアの人たちと、サービスを利用する人た
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ちの関係が深まる。また、地域が地域を支えあうことにつながっており、介護予防の意識が地域全体で広が

っている。 

③課題 

 一部の地域ではまだ地域活動の展開が検討段階であり、町内全域で地域活動を推進していくことが今後

の課題である。活動の内容を多様化していくことも課題である。 

９ 熊本県山鹿市 

■取り組みの特徴 ：温泉施設を活用した総合事業の展開 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、市内の温泉旅館に週 1回通所して、体操やストレッチを中心とした運動メニューや栄養改善・口

腔ケア等の介護予防を実施し、要介護状態への移行を予防するものである。専門スタッフが指導を行うほ

か、介護予防サポーターが活動の支援（温泉入浴の介助、体操の実施を手伝う、話し相手になる、等）を行

っている。利用者は 1 回 400 円の参加費用と 500 円の食事代を支払う。利用者が支払う参加費用 400 円

は、介護予防サポーターが受け取る仕組みとなっている。 

②効果 

 参加者の満足度は高く、3 ヶ月間の活動において脱落率は低い（平均して 1 割程度）。また、3 ヶ月の活動

期間を経て、大半の参加者の生活機能に改善がみられる。 

③課題 

 3 ヶ月の活動が終了した後には、各地域で展開されているサロンの活動に引き続き参加してもらうようにし

て、活動期間中に維持・改善された効果が少しでも長く継続していくことが課題である。活動に参加した人た

ちや介護予防サポーターが、周りの人たちの介護予防を指導できるようになり、市全体で、住民が住民の介

護予防を推進するような状況を構築していきたいと考えている。 
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II 調査結果 
１．定量的調査 
(１) 平成 22・23年度地域支援事業交付金精算書の状況 

１) 介護予防事業 
介護予防事業の総事業費は、平成22年度は全国計で533億円、全国高齢者1人当たり1,836

円、平成 23 年度は全国計で 460 億円、全国高齢者 1人当たり 1,550 円であった。 

 

図表 3 介護予防事業の総事業費と詳細【H22】  

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H

全国計

5,101

1,762

440

交付金交付決定額

147,982,579,907

51,106,995,134

12,776,748,248

15,721,863,544 542

対象経費実支出額

基準額

交付基本額

交付金所要額

51,107,385,510

高齢者1人当たり

1,836

1

1,836

1,762

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

53,274,864,944

23,110,110

53,251,754,834

 

 

図表 4 介護予防事業の総事業費と詳細【H23】 

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H

対象経費実支出額

基準額

交付基本額

交付金所要額

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

43,941,270,361

高齢者1人当たり

1,550

1

1,549

1,481

全国計

45,997,277,237

26,535,837

45,970,741,400

交付金交付決定額

154,989,114,974

43,939,736,020

10,984,933,459

13,658,476,985 460

5,223

1,481

370
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① 高齢者数と介護予防事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と介護予防事業総事業費の関係を見たものが下図である。介護予

防事業総事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 5 高齢者数と介護予防事業総事業費【H22】 

y = 1824.7x + 7E+06

R² = 0.8356

0
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5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

介
護
予
防
事
業
（
総
事
業
費

平
成
2
2
年
度
）【
円
】

高齢者数（平成23年3月末）【人】

(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 6 高齢者数と介護予防事業総事業費【H23】 

y = 1610.5x - 4E+07

R² = 0.787
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費
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度
）【
円
】

高齢者数（平成24年3月末）【人】

(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者発生率の関係を

見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費が高い都道府県は

要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至ってい

ない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測して

いくことが望まれる。 

 

図表 7 高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = 0.0002x + 16.797

R² = 0.0037
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率
【
％
】

高齢者1人当たり介護予防事業総事業費【円】

(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 

図表 8 高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 0.0008x + 16.695

R² = 0.0361
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高齢者1人当たり介護予防事業総事業費【円】

(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県ごとの高齢者1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者増減率の関係を

見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費が高い都道府県は

要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至ってい

ない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測して

いくことが望まれる。 

 

図表 9 高齢者 1人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0003x + 3.938

R² = 0.0252
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 10 高齢者 1 人当たり介護予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = 1E-05x + 4.035

R² = 3E-05
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 



19 

２) 介護予防二次予防事業 
介護予防二次予防事業の総事業費は、平成 22 年度は全国計で 364 億円、全国高齢者 1 人

当たり 1,255 円、平成 23 年度は全国計で 289 億円、全国高齢者 1人当たり 973 円であった。 

 

図表 11 介護予防二次予防事業の総事業費と詳細【H22】 

【円】

396,199,564 14

364,269,445 13

859,528,277 30

396,204,105 14

4,541 0

1,128,141,287 39

446,127 0

1,127,695,160 39

2,288,342 0

10,866,875,766 375

10,431,043,318 360

24,019,577,139 828

23,388,746,237 806

10,869,164,108 375

対象経費実支出額

うち
ウ.訪問型介護予防事
業

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

うち
エ.介護予防特定高齢
者施策評価事業

対象経費実支出額

24,020,059,831

うち
イ.通所型介護予防事業

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

うち
ア.特定高齢者把握事
業

3,221,702 0

36,410,347,629 1,255

35,043,587,277 1,208

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

全国計 高齢者1人当たり

36,413,569,331 1,255

828

482,692 0

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

 
 



20 

図表 12 介護予防二次予防事業の総事業費と詳細【H23】 

【円】

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

全国計 高齢者1人当たり

28,880,838,868 973

うち
ア.特定高齢者把握事
業

9,386,411 0

28,871,452,457 973

27,620,313,078 931

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

15,540,395,166 524

603,009

うち
イ.通所型介護予防事業

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

うち
エ.介護予防特定高齢
者施策評価事業

0

15,539,792,157 524

15,009,789,382 506

11,919,383,922 402

対象経費実支出額

うち
ウ.訪問型介護予防事
業

8,229,003 0

11,911,154,919 401

差引額

対象経費実支出額

総事業費

寄付金その他の収入額

549,492 0

1,124,943,030 38

11,467,101,458 386

1,125,492,522 38

4,907 0

295,562,351 10

894,200,888 30

295,567,258 10

249,221,350 8
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① 高齢者数と介護予防二次予防事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と介護予防二次予防事業総事業費の関係を見たものが下図である。

介護予防二次予防事業総事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 13 高齢者数と介護予防二次予防事業総事業費【H22】 

y = 1429.2x - 1E+08

R² = 0.7843
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 14 高齢者数と介護予防二次予防事業総事業費【H23】 

y = 1211.9x - 2E+08

R² = 0.7086
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者発生

率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防二次予防事業総事業費が高い都

道府県は要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には

至っていない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に

観測していくことが望まれる。 

 

図表 15 高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = -0.0009x + 18.304

R² = 0.0255
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 16 高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 7E-06x + 17.946

R² = 1E-06
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者増減

率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防二次予防事業総事業費が高い都

道府県は要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には

至っていない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に

観測していくことが望まれる。 

 

図表 17 高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = 0.0001x + 3.2342

R² = 0.0035
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 18 高齢者 1 人当たり介護予防二次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = 0.0003x + 3.7715

R² = 0.0065
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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３) 介護予防一次予防事業 

介護予防一次予防事業の総事業費は、平成 22 年度は全国計で 169 億円、全国高齢者 1 人

当たり 581 円、平成 23 年度は全国計で 171 億円、全国高齢者 1人当たり 577 円であった。 

 

図表 19 介護予防一次予防事業の総事業費と詳細【H22】 

【円】

対象経費実支出額 152,004,806 5

寄付金その他の収入額 4,541 0

差引額 159,852,498 6

対象経費実支出額 5,592,053,785 193

総事業費 159,857,039 6

197

寄付金その他の収入額 2,386,268 0

差引額 5,710,360,529 197

379

寄付金その他の収入額 17,497,599 1

378

対象経費実支出額 10,319,739,642 356

581

19,888,408 1

16,841,407,205 581

16,063,798,233 554

全国計 高齢者1人当たり

差引額 10,971,194,178

総事業費 5,712,746,797

総事業費

寄付金その他の収入額

差引額

対象経費実支出額

16,861,295,613

うち
ア.介護予防普及啓発
事業

うち
イ.地域介護予防活動支
援事業

うち
ウ.介護予防一般高齢
者施策評価事業

総事業費 10,988,691,777
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図表 20 介護予防一次予防事業の総事業費と詳細【H23】 

【円】

うち
ア.介護予防普及啓発
事業

うち
イ.地域介護予防活動支
援事業

うち
ウ.介護予防一般高齢
者施策評価事業

総事業費 11,185,422,832

差引額 11,176,048,135

総事業費 5,719,049,870

総事業費

寄付金その他の収入額

17,116,438,369 577

17,149,426 1

全国計 高齢者1人当たり

377

寄付金その他の収入額 9,374,697 0

17,099,288,943 576

16,320,957,283 550

差引額

対象経費実支出額

193

寄付金その他の収入額 7,769,822 0

377

対象経費実支出額 10,566,271,561 356

差引額 5,711,280,048 192

対象経費実支出額 5,573,533,569 188

総事業費 211,965,667 7

寄付金その他の収入額 4,907 0

差引額 211,960,760 7

対象経費実支出額 181,152,153 6
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① 高齢者数と介護予防一次予防事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と介護予防一次予防事業総事業費の関係を見たものが下図である。

介護予防一次予防事業総事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 21 高齢者数と介護予防一次予防事業総事業費【H22】 

y = 395.47x + 1E+08

R² = 0.7248
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 22 高齢者数と介護予防一次予防事業総事業費【H23】 

y = 398.62x + 1E+08

R² = 0.7468
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者発生

率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防一次予防事業総事業費が高い都

道府県は要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には

至っていない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に

観測していくことが望まれる。 

 

図表 23 高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = 0.0017x + 16.124

R² = 0.0744
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高齢者1人当たり介護予防一般高齢者施策総事業費【円】

(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 24 高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 0.0016x + 16.831

R² = 0.0759
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高齢者1人当たり介護予防一般高齢者施策総事業費【円】

(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者増減

率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり介護予防一次予防事業総事業費が高い都

道府県は要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には

至っていない。介護予防の取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に

観測していくことが望まれる。 

 

図表 25 高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0008x + 3.9644

R² = 0.0942
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 26 高齢者 1 人当たり介護予防一次予防事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = -0.0002x + 4.2246

R² = 0.0046
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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４) 包括的支援事業及び任意事業 

包括的支援事業及び任意事業の総事業費は、平成22年度は全国計で1,176億円、全国高齢

者 1人当たり 4,052 円、平成 23 年度は全国計で 1,231 億円、全国高齢者 1人当たり 4,149 円で

あった。 

 

 

図表 27 包括的支援事業及び任意事業の総事業費と詳細【H22】 

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H

高齢者1人当たり

総事業費 117,556,199,183 4,052

全国計

寄付金その他の収入額 52,052,682 2

差引額 117,504,146,501 4,051

1,486

対象経費実支出額 107,828,178,520 3,717

基準額 147,730,434,766 5,092

交付金交付決定額 45,533,778,539 1,570

交付基本額 107,767,845,754 3,715

交付金所要額 43,107,137,737

 

 

図表 28 包括的支援事業及び任意事業の総事業費と詳細【H23】 

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H

交付金所要額 45,199,430,561 1,523

交付金交付決定額 47,805,705,150 1,611

基準額 155,013,585,206 5,224

交付基本額 112,998,577,751 3,808

差引額 123,038,661,451 4,146

対象経費実支出額 113,074,900,687 3,810

高齢者1人当たり

総事業費 123,129,123,892 4,149

寄付金その他の収入額 67,647,698 2

全国計
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① 高齢者数と包括的支援事業及び任意事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と包括的支援事業及び任意事業総事業費の関係を見たものが下

図である。包括的支援事業及び任意事業総事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 29 高齢者数と包括的支援事業及び任意事業総事業費【H22】 
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 30 高齢者数と包括的支援事業及び任意事業総事業費【H23】 

y = 4087.7x - 5E+07

R² = 0.968
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援

者発生率の関係を見たものが下図である。両者の間には若干の正の相関が観察された。（要介

護要支援者発生率の高い都道府県は、高齢者 1 人当たりの包括的支援事業及び任意事業総

事業費が大きい。） 

理想的には、両者に負の相関（高齢者1人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費が

高い都道府県は要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状

況には至っていない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組み

は長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 31 高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = 0.0014x + 11.684

R² = 0.1352
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 

図表 32 高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 0.0012x + 12.995

R² = 0.1018
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県別の高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者

増減率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者1人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費が

高い都道府県は要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状

況には至っていない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組み

は長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 33 高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0003x + 4.4694

R² = 0.0258
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 

図表 34 高齢者 1 人当たり包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = 0.0002x + 3.3542

R² = 0.0056
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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５) 包括的支援事業 

包括的支援事業の総事業費は、平成 22 年度は全国計で 933 億円、全国高齢者 1 人当たり

3,215 円、平成 23 年度は全国計で 967 億円、全国高齢者 1人当たり 3,259 円であった。 

 

 

図表 35 包括的支援事業の総事業費と詳細【H22】  

【円】

A

B

C

D

全国計 高齢者1人当たり

2,965

総事業費 93,280,353,360 3,215

寄付金その他の収入額 32,079,839 1

差引額 93,248,273,521 3,214

対象経費実支出額 86,008,157,039
 

 
図表 36 包括的支援事業の総事業費と詳細【H23】  

【円】

A

B

C

D

差引額 96,649,114,473 3,257

対象経費実支出額 89,220,435,387 3,007

全国計 高齢者1人当たり

総事業費 96,709,794,802 3,259

寄付金その他の収入額 60,680,329 2
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① 高齢者数と包括的支援事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と包括的支援事業総事業費の関係を見たものが下図である。包括

的支援事業総事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 37 高齢者数と包括的支援事業総事業費【H22】 
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 38 高齢者数と包括的支援事業総事業費【H23】 

y = 3318.1x - 1E+08

R² = 0.9523
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者発生率の関

係を見たものが下図である。両者の間には若干の正の相関が観察された。（要介護要支援者発

生率の高い都道府県は、高齢者 1人当たりの包括的支援事業総事業費が大きい。） 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり包括的支援事業総事業費が高い都道府県

は要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至って

いない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組みは長期的に効

果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 39 高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = 0.0013x + 13.284
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 

図表 40 高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 0.001x + 14.949

R² = 0.0411
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者増減率の関

係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり包括的支援事業総事業費が高い都道府県

は要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至って

いない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組みは長期的に効

果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 41 高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0003x + 4.3161

R² = 0.02
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 

図表 42 高齢者 1 人当たり包括的支援事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = -6E-05x + 4.2594

R² = 0.0005
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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６) 任意事業 

任意事業の総事業費は、平成22年度は全国計で243億円、全国高齢者1人当たり837円、平

成 23 年度は全国計で 264 億円、全国高齢者 1人当たり 890 円であった。 

 

 

図表 43 任意事業の総事業費と詳細【H22】  

【円】

全国計 高齢者1人当たり

総事業費 24,275,845,823 837

寄付金その他の収入額 19,972,843 1

差引額 24,255,872,980 836

対象経費実支出額 21,820,021,481 752

うち
ア.介護給付等費用適
正化事業

総事業費 1,581,001,037 54

寄付金その他の収入額 2,336,034 0

317

差引額 1,578,665,003 54

対象経費実支出額 1,534,977,394 53

1

うち
イ.家族介護支援事業

総事業費 9,198,126,390 317

寄付金その他の収入額 640,700 0

差引額 9,197,485,690

407

対象経費実支出額 8,488,640,159 293

うち
ウ.その他事業

総事業費 13,496,718,396 465

寄付金その他の収入額 16,996,109

差引額 13,479,722,287 465

対象経費実支出額 11,796,403,928  
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図表 44 任意事業の総事業費と詳細【H23】  

【円】

対象経費実支出額 12,238,123,713 412

うち
ウ.その他事業

総事業費 14,162,150,343 477

寄付金その他の収入額 0 0

差引額 14,139,335,600 476

差引額 10,563,620,416 356

対象経費実支出額 9,962,491,297 336

対象経費実支出額 1,653,850,290 56

うち
イ.家族介護支援事業

総事業費 10,570,496,412 356

寄付金その他の収入額 6,875,996 0

うち
ア.介護給付等費用適
正化事業

総事業費 1,686,682,335 57

寄付金その他の収入額 91,373 0

差引額 1,686,590,962 57

差引額 26,389,546,978 889

対象経費実支出額 23,854,465,300 804

全国計 高齢者1人当たり

総事業費 26,419,329,090 890

寄付金その他の収入額 6,967,369 0
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① 高齢者数と任意事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と任意事業総事業費の関係を見たものが下図である。任意事業総

事業費は高齢者数との相関が高い。 

 

図表 45 高齢者数と任意事業総事業費【H22】 

y = 706.31x + 8E+07

R² = 0.782
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 
図表 46 高齢者数と任意事業総事業費【H23】 

y = 769.59x + 8E+07

R² = 0.7991
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者発生率 

都道府県ごとの高齢者1人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者発生率の関係を見た

ものが下図である。両者の間には若干の正の相関が観察された。（要介護要支援者発生率の

高い都道府県は、高齢者 1人当たりの任意事業総事業費が大きい。） 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり任意事業総事業費が高い都道府県は要介

護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至っていない。

介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組みは長期的に効果を発

揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 47 高齢者 1 人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者発生率【H22】 

y = 0.0024x + 15.135

R² = 0.0958
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 48 高齢者 1 人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者発生率【H23】 

y = 0.0022x + 15.916

R² = 0.0889
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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③ 高齢者 1人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者増減率 

都道府県ごとの高齢者1人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者増減率の関係を見た

ものが下図である。両者の間には明確な相関は認められなかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1人当たり任意事業総事業費が高い都道府県は要介

護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだそのような状況には至っていない。

介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービスの取り組みは長期的に効果を発

揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望まれる。 

 

図表 49 高齢者 1 人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0003x + 3.6936

R² = 0.0093
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より

 
図表 50 高齢者 1 人当たり任意事業総事業費と要介護要支援者増減率【H23】 

y = 0.0008x + 3.3178

R² = 0.0323
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より
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７) 介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業合計 
介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業合計の総事業費は、平成 22 年度は全国計で

1,708 億円、全国高齢者 1人当たり 5,889 円、平成 23 年度は全国計で 1,691 億円、全国高齢者

1人当たり 5,699 円であった。 

 

 

図表 51 介護予防事業・包括的支援及び任意事業の総事業費と詳細【H22】  

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H

全国計 高齢者1人当たり

総事業費 170,831,064,127 5,889

寄付金その他の収入額 75,162,792 3

差引額 170,755,901,335 5,886

対象経費実支出額 158,935,564,030 5,479

基準額 222,009,638,278 7,653

交付金交付決定額 61,255,642,083 2,112

交付基本額 158,874,840,888 5,477

交付金所要額 55,883,885,985 1,926

 

 
図表 52 介護予防事業・包括的支援及び任意事業の総事業費と詳細【H23】  

【円】

A

B

C

D

E

F

G

H交付金交付決定額 61,464,182,135 2,071

交付基本額 156,938,313,771 5,289

交付金所要額 56,184,364,020 1,893

対象経費実支出額 157,016,171,048 5,291

基準額 232,516,657,645 7,835

寄付金その他の収入額 94,183,535 3

差引額 169,009,402,851 5,695

全国計 高齢者1人当たり

総事業費 169,126,401,129 5,699
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① 高齢者数と介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費 

都道府県ごとの高齢者数と介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費の関係を見

たものが下図である。介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費は高齢者数との相関

が高い。 

 

図表 53 高齢者数と介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費【H22】 

y = 5779.8x - 2E+07

R² = 0.9519

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

介
護
予
防
事
業
・
包
括
的
支
援
及
び
任
意
事
業
任
意
事
業
総
事
業
費

（
総
事
業
費

平
成
2
2
年
度
）【
円
】

高齢者数（平成23年3月末）【人】

(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 54 高齢者数と介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費【H23】 

y = 5698.2x - 8E+07

R² = 0.9449
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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② 高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生

率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費と要介

護要支援者発生率の関係を見たものが下図である。両者の間には若干の正の相関が観察され

た。（要介護要支援者発生率の高い都道府県は、高齢者1人当たりの介護予防事業・包括的支

援及び任意事業総事業費が大きい。） 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業

総事業費が高い都道府県は要介護要支援者発生率が低い）が見られることが望ましいが、まだ

そのような状況には至っていない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービ

スの取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望ま

れる。 

 

図表 55 高齢者 1人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生

率【H22】 

y = 0.0007x + 13.365

R² = 0.0738
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より  
図表 56 高齢者 1人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業総事業費と要介護要支援者発生

率【H23】 

y = 0.0007x + 13.971

R² = 0.091
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より  
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③ 高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業総事業費と要介護要支援者

増減率 

都道府県ごとの高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業総事業費と

要介護要支援者増減率の関係を見たものが下図である。両者の間には明確な相関は認められ

なかった。 

理想的には、両者に負の相関（高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援及び任意事業

総事業費が高い都道府県は要介護要支援者増加率が低い）が見られることが望ましいが、まだ

そのような状況には至っていない。介護予防及び介護給付以外での高齢者を支援するサービ

スの取り組みは長期的に効果を発揮するものであるため、今後継続的に観測していくことが望ま

れる。 

 

図表 57 高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業総事業費と 

要介護要支援者増減率【H22】 

y = -0.0002x + 4.6507
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より  
図表 58 高齢者 1 人当たり介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業総事業費と 

要介護要支援者増減率【H23】 

y = 7E-05x + 3.6687

R² = 0.0024
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(出所)高齢者数は住民基本台帳、要介護要支援認定者数は介護保険事業年報より  
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(２) 包括的支援事業の実施状況 

１) 地域包括支援センターの設置状況 
平成23年度における地域包括支援センターの設置数は、全国で4,233か所であり、そのうち直

営で設置されているセンターが 3割、委託で設置されているセンターが 7割となっている。 

平成 22 年度における調査結果と比べると、設置数は増加している。設置されているセンターが

直営と委託共に若干減少している。 

 

図表 59 地域包括支援センターの設置数  

H23
4,233 1,260 2,970

(100.0%) (29.8%) (70.2%)

4,200

直営 委託
合計

(100.0%)
H22

(69.4%)

1,283 2,914

(30.5%)  
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① 委託先の状況 

委託で設置されているセンターについて、委託先の状況を見ると、社会福祉法人が半数以上

を占めている。 

 

図表 60 委託先の状況【H22】 

医療法人

2,918

その他NPO法人
合計 社会福祉法人

(社協以外)
社会福祉協議会

(100.0%) (53.2%) (18.2%)

500 159

(32.2%)

社団・財団法人

1,551 531

(29.9%) (4.0%) (99.4%)

20 158

 
 

図表 61 委託先の状況【H23】 

153502 162

(31.4%)

社団・財団法人

1,597 549

(100.0%) (53.7%) (18.5%) (29.5%) (2.8%) (94.4%)

14

その他NPO法人
合計 社会福祉法人

(社協以外)
社会福祉協議会 医療法人

2,973

 
 

② 地域包括支援センター（委託）の委託先内訳 

委託で設置されているセンターについて、都道府県別に委託先の状況を見たものが次ペー

ジの表である。 

平成 22 年度では、 

○社会福祉法人への委託は、「千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・鹿児島県」、 

○社会福祉協議会への委託は、「茨城県・三重県・島根県・香川県・高知県」、 

○医療法人への委託は、「北海道・石川県・福井県・奈良県・愛媛県・熊本県・沖縄県」、 

○社団・財団法人への委託は、「福井県・岡山県・山口県・福岡県・長崎県」、 

○NPO法人への委託は、「福島県・栃木県・広島県・福岡県・熊本県」、 

○その他への委託は、「岩手県・宮城県・島根県・香川県・佐賀県」 

の割合が高い。 

 

平成 23 年度では、 

○社会福祉法人への委託は、「千葉県・東京都・神奈川県・富山県・鹿児島県」、 

○社会福祉協議会への委託は、「茨城県・長野県・島根県・香川県・高知県」、 

○医療法人への委託は、「北海道・石川県・奈良県・熊本県・沖縄県」、 

○社団・財団法人への委託は、「福島県・福井県・岡山県・福岡県・長崎県」、 

○NPO法人への委託は、「福島県・栃木県・三重県・福岡県・熊本県」、 

○その他への委託は、「福井県・三重県・島根県・香川県・佐賀県」 

の割合が高い。 
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図表 62 地域包括支援センター（委託）の委託先内訳【H22】 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 0.0% 0.0%沖縄県 5 0.0% 40.0% 60.0% 0.0%

0.0% 0.0%

鹿児島県 23 82.6% 8.7% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0%

宮崎県 55 43.6% 36.4% 10.9% 9.1%

1.7% 5.1%

大分県 64 43.8% 14.1% 29.7% 3.1% 0.0% 9.4%

熊本県 59 27.1% 25.4% 35.6% 5.1%

0.0% 26.7%

長崎県 23 39.1% 4.3% 26.1% 30.4% 0.0% 0.0%

佐賀県 30 53.3% 6.7% 10.0% 3.3%

0.0% 0.0%

福岡県 54 48.1% 3.7% 7.4% 38.9% 1.9% 0.0%

高知県 3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

0.0% 50.0%

愛媛県 12 41.7% 16.7% 33.3% 8.3% 0.0% 0.0%

香川県 2 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

徳島県 21 61.9% 23.8% 9.5% 4.8% 0.0% 0.0%

山口県 16 50.0% 31.3% 6.3% 12.5%

0.0% 2.8%

広島県 78 55.1% 10.3% 20.5% 10.3% 1.3% 2.6%

岡山県 36 27.8% 16.7% 30.6% 22.2%

0.0% 0.0%

島根県 17 0.0% 58.8% 0.0% 0.0% 0.0% 41.2%

鳥取県 14 64.3% 14.3% 21.4% 0.0%

0.0% 0.0%

和歌山県 17 58.8% 29.4% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0%

奈良県 30 33.3% 26.7% 33.3% 6.7%

1.2% 1.8%

兵庫県 162 58.6% 13.6% 11.1% 5.6% 0.6% 10.5%

大阪府 166 51.2% 25.9% 12.7% 7.2%

0.0% 0.0%

京都府 83 62.7% 13.3% 15.7% 8.4% 0.0% 0.0%

滋賀県 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 7.7%

三重県 40 27.5% 47.5% 12.5% 5.0% 0.0% 10.0%

愛知県 168 31.5% 36.9% 18.5% 5.4%

0.0% 3.3%

静岡県 104 65.4% 16.3% 13.5% 1.0% 0.0% 3.8%

岐阜県 30 36.7% 36.7% 23.3% 0.0%

0.0% 0.0%

長野県 42 19.0% 38.1% 26.2% 2.4% 0.0% 14.3%

山梨県 10 50.0% 10.0% 30.0% 10.0%

0.0% 0.0%

福井県 15 26.7% 13.3% 33.3% 13.3% 0.0% 13.3%

石川県 20 30.0% 5.0% 55.0% 10.0%

0.0% 3.5%

富山県 47 63.8% 2.1% 19.1% 2.1% 0.0% 12.8%

新潟県 85 55.3% 25.9% 14.1% 1.2%

0.9% 5.0%

神奈川県 289 76.5% 11.4% 8.3% 1.7% 0.3% 1.7%

東京都 340 69.7% 4.7% 16.2% 3.5%

0.5% 8.9%

千葉県 66 69.7% 7.6% 21.2% 1.5% 0.0% 0.0%

埼玉県 190 51.6% 10.5% 25.8% 2.6%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

栃木県

群馬県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

3.1%

7 42.9% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%

65 63.1% 15.4% 13.8% 3.1% 1.5%

9.3%

27 40.7% 48.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

108 38.9% 24.1% 12.0% 8.3% 7.4%

0.0%

35 48.6% 34.3% 14.3% 2.9% 0.0% 0.0%

23 60.9% 30.4% 8.7% 0.0% 0.0%

17.4%

80 50.0% 18.8% 12.5% 2.5% 0.0% 16.3%

23 43.5% 30.4% 8.7% 0.0% 0.0%

0.0% 1.0%

29 58.6% 20.7% 6.9% 6.9% 0.0% 6.9%

31.4% 21.9% 35.2% 10.5%105

合計 社会福祉法人
(社協以外)

社会福祉協議会 医療法人 社団・財団法人 NPO法人 その他

都道府
県
コード

都道府県
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図表 63 地域包括支援センター（委託）の委託先内訳【H23】 

1
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15

16
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18

19
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

都道府
県
コード

都道府県 合計 社会福祉法人
(社協以外)

社会福祉協議会 医療法人 社団・財団法人 NPO法人 その他

105

6.9% 0.0% 6.9%

32.4% 21.0% 35.2% 10.5%

25 44.0% 32.0% 8.0%

0.0% 1.0%

29 58.6% 20.7% 6.9%

0.0% 0.0% 16.0%

83 50.6% 19.3% 12.0% 2.4% 0.0% 15.7%

0.0% 0.0%

23 60.9% 30.4% 8.7%

28.2% 11.7%

0.0% 0.0% 0.0%

35 48.6% 34.3% 14.3% 2.9%

8.7%

27 44.4% 44.4% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

103 41.7%

2.9%

16 56.3% 18.8% 12.5% 6.3% 0.0% 6.3%

68 64.7%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

2.9% 1.5%14.7% 13.2%

10.7% 1.9%

栃木県

群馬県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

24.2% 2.6% 0.5% 8.8%埼玉県 194 52.6% 11.3%

22.9% 0.0% 0.0% 2.9%千葉県 70 67.1% 7.1%

16.9% 3.9% 0.9% 4.2%東京都 332 69.6% 4.5%

7.3% 2.3% 0.3% 1.7%神奈川県 300 77.0% 11.3%

14.0% 1.1% 0.0% 4.3%新潟県 93 55.9% 24.7%

17.0% 2.1% 0.0% 10.6%富山県 47 68.1% 2.1%

55.0% 10.0% 0.0% 0.0%石川県 20 30.0% 5.0%

27.8% 11.1% 0.0% 27.8%福井県 18 22.2% 11.1%

30.0% 10.0% 0.0% 0.0%山梨県 10 50.0% 10.0%

24.4% 2.2% 0.0% 15.6%長野県 45 17.8% 40.0%

23.3% 3.3% 0.0% 0.0%岐阜県 30 36.7% 36.7%

12.1% 1.9% 0.0% 3.7%静岡県 107 62.6% 19.6%

19.5% 5.3% 0.0% 6.5%愛知県 169 31.4% 37.3%

13.0% 4.3% 2.2% 19.6%三重県 46 23.9% 39.1%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%滋賀県 0 0.0% 0.0%

15.7% 8.4% 0.0% 0.0%京都府 83 62.7% 13.3%

12.4% 6.5% 1.1% 1.6%大阪府 185 55.1% 23.2%

11.0% 5.5% 0.6% 9.8%兵庫県 163 58.9% 14.1%

34.4% 6.3% 0.0% 0.0%奈良県 32 34.4% 25.0%

11.8% 0.0% 0.0% 0.0%和歌山県 17 58.8% 29.4%

23.1% 0.0% 0.0% 0.0%鳥取県 13 61.5% 15.4%

0.0% 0.0% 0.0% 26.7%島根県 15 0.0% 73.3%

31.4% 25.7% 0.0% 2.9%岡山県 35 25.7% 14.3%

17.5% 6.3% 0.0% 3.2%広島県 63 60.3% 12.7%

10.0% 10.0% 0.0% 0.0%山口県 20 45.0% 35.0%

9.5% 4.8% 0.0% 0.0%徳島県 21 61.9% 23.8%

0.0% 0.0% 0.0% 50.0%香川県 2 0.0% 50.0%

33.3% 8.3% 0.0% 0.0%愛媛県 12 41.7% 16.7%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%高知県 5 0.0% 100.0%

7.4% 38.9% 1.9% 0.0%福岡県 54 42.6% 9.3%

13.3% 3.3% 0.0% 26.7%佐賀県 30 50.0% 6.7%

27.3% 27.3% 0.0% 0.0%長崎県 22 40.9% 4.5%

37.9% 5.2% 1.7% 3.4%熊本県 58 27.6% 24.1%

29.2% 3.1% 0.0% 0.0%大分県 65 53.8% 13.8%

11.1% 9.3% 0.0% 0.0%宮崎県 54 44.4% 35.2%

8.7% 0.0% 0.0% 0.0%鹿児島県 23 82.6% 8.7%

66.7% 0.0% 0.0% 16.7%沖縄県 6 0.0% 16.7%  
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２) 介護予防ケアマネジメント業務 

介護予防ケアプランの作成数は、平成 22年度の全国合計は 211,999 件、平成 23年度の全国

合計は 193,885 件となっている。 

 

図表 64 介護予防ケアプランの作成数【H22】 

合計

作成数 211,999
 

図表 65 介護予防ケアプランの作成数【H23】 

作成数 193,885

合計

 

 

① 高齢者 10 万人当たり介護予防ケアプランの作成数 

高齢者 10 万人当たり介護予防ケアプランの作成数は、平成 22 年度では、宮城県、福島

県、長野県、大阪府、熊本県の作成数が多く、千葉県、神奈川県、和歌山県、愛媛県、高知県

の作成数が少なかった。 

平成23年度では、福島県、長野県、愛知県、福岡県、宮崎県の作成数が多く、千葉県、神奈

川県、和歌山県、愛媛県、高知県の作成数が少なかった。 

 

図表 66 高齢者 10 万人当たり介護予防ケアプランの作成数【H22】  

都道府県 件数 都道府県 件数

北海道 740 滋賀県 474

岩手県 904 大阪府 1,341

青森県 297 京都府 516

秋田県 561 奈良県 425

宮城県 1,988 兵庫県 853

福島県 1,954 鳥取県 496

山形県 856 和歌山県 244

栃木県 975 岡山県 688

茨城県 630 島根県 1,074

埼玉県 499 山口県 483

群馬県 593 広島県 486

徳島県 1,087

岐阜県 1,287

長野県 1,430

山梨県 912

福井県 809

千葉県 282

東京都 530

新潟県 624

香川県 941

神奈川県 254 愛媛県 286

高知県 146

富山県 806 福岡県 732

長崎県 781

石川県 613 佐賀県 900

宮崎県 439

大分県 915

熊本県 1,545

623

1,107

愛知県 613

鹿児島県 525静岡県 471

三重県

沖縄県
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図表 67 高齢者 10 万人当たり介護予防ケアプランの作成数【H23】  

三重県

沖縄県 432

1,072

愛知県 1,235

大分県 354

熊本県 1,033

鹿児島県 675

宮崎県 1,382

長崎県 313

石川県 368 佐賀県 668

高知県 164

富山県 823 福岡県 1,924

香川県 391

神奈川県 128 愛媛県 134

福井県 620

静岡県 755

千葉県 184

東京都 609

新潟県 548

岐阜県 1,231

長野県 1,513

山梨県 325

埼玉県 344 山口県 332

徳島県 292

栃木県 1,098 岡山県 506

群馬県 266 広島県 455

福島県 1,920 鳥取県 413

茨城県 499 島根県 586

秋田県 448 奈良県 245

山形県 556 和歌山県 143

677

岩手県 732 大阪府 561

宮城県 318 兵庫県 557

北海道 623 滋賀県 1,107

都道府県 件数 都道府県 件数

青森県 287 京都府
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② 高齢者数と介護予防ケアプラン作成件数 

都道府県別に、高齢者数と介護予防ケアプラン作成件数の関係を見たものが下図である。 

両者には正の相関が見られ、高齢者数の多い都道府県は介護予防ケアプラン作成件数が

多い。 

 

図表 68 高齢者数と介護予防ケアプラン作成件数【H22】 

y = 0.0062x + 680.55

R² = 0.5458

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
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ン
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2
2
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）【
件
】

高齢者数（平成23年3月末）【人】

(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 69 高齢者数と介護予防ケアプラン作成件数【H23】 

y = 0.0058x + 436.34

R² = 0.4571
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より

 

 



53 

③ 介護予防ケアプランの評価 

介護予防ケアプランの評価は、プラン継続が4割、プラン変更が2割で、平成23年度が平成

22 年度より、プラン継続及びプラン変更共に増加している。 

 

図表 70 介護予防ケアプランの評価【H22】 

評価件数

37.5%66,244プラン継続

100.0%176,650

割合合計

6,575予防給付に変更

5.1%8,965介護給付に変更

18.8%33,133プラン変更

41.0%72,376終了

3.7%

4.8%8,439介護予防特定高齢者施策の中で変更

5.2%9,116介護予防一般高齢者施策の変更

 

 

図表 71 介護予防ケアプランの評価【H23】 

5.0%7,025介護予防特定高齢者施策の中で変更

5.6%7,976介護予防一般高齢者施策の変更

37.3%52,817終了

3.8%5,364予防給付に変更

4.6%6,520介護給付に変更

19.1%27,028プラン変更

42.5%60,224プラン継続

100.0%141,618

割合合計

評価件数
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３) 総合相談支援・権利擁護業務 
総合相談支援、権利擁護業務の相談件数は、平成 22 年度は、介護保険その他の保険福祉サ

ービスに関することが 844 万件で最も多く、次いで、高齢者虐待に関することが 26 万件、権利擁

護（成年後見制度等）に関することが 19 万件に対し、平成 23 年度は、介護保険その他の保険福

祉サービスに関することが 895 万件で最も多く、次いで、権利擁護（成年後見制度等）に関するこ

とが 21 万件、高齢者虐待に関することが 18 万件であった。 

 

図表 72 総合相談支援、権利擁護業務の相談件数等【H22】  

264,887

8,443,477

187,140

合計

高齢者虐待に関すること

権利擁護(成年後見制度等)に関すること

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

 

 

図表 73 総合相談支援、権利擁護業務の相談件数等【H23】  

高齢者虐待に関すること

権利擁護(成年後見制度等)に関すること

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

181,368

8,948,622

209,946

合計
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① 高齢者 10 万人当たり介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数 

高齢者 10 万人当たり介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数は、平成 22 年

度では、福島県、東京都、京都府、鳥取県、広島県の件数が多く、茨城県、群馬県、香川

県、愛媛県、佐賀県の件数が少なかった。 

平成 23 年度では、福島県、東京都、新潟県、京都府、鳥取県の件数が多く、茨城県、群馬

県、千葉県、和歌山県、香川県の件数が少なかった。 

 

図表 74 高齢者 10 万人当たり介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数【H22】  

都道府県 相談件数 都道府県 相談件数

北海道 17,666 滋賀県 16,326

岩手県 40,788 大阪府 14,728

青森県 15,723 京都府 61,581

秋田県 22,697 奈良県 13,427

宮城県 21,293 兵庫県 25,686

福島県 53,613 鳥取県 56,442

山形県 13,502 和歌山県 24,452

栃木県 20,932 岡山県 46,565

茨城県 9,772 島根県 18,911

埼玉県 26,365 山口県 20,530

群馬県 8,900 広島県 50,489

東京都 67,720 香川県 8,796

千葉県 13,265 徳島県 26,344

新潟県 49,488 高知県 13,492

神奈川県 36,015 愛媛県 11,447

石川県 17,550 佐賀県 10,849

富山県 26,105 福岡県 34,976

山梨県 21,090 熊本県 24,246

福井県 26,851 長崎県 14,710

岐阜県 19,641 宮崎県 36,087

長野県 33,227 大分県 22,360

沖縄県 17,842

静岡県 21,374 鹿児島県 20,131

三重県 13,048

愛知県 23,184
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図表 75 高齢者 10 万人当たり介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数【H23】  

三重県 15,927

静岡県 22,554 鹿児島県 26,887

愛知県 23,882 沖縄県 23,824

長野県 33,844 大分県 23,144

岐阜県 18,987 宮崎県 35,841

福井県 23,451 長崎県 16,642

山梨県 25,917 熊本県 25,437

富山県 24,075 福岡県 35,728

石川県 19,826 佐賀県 14,848

神奈川県 36,948 愛媛県 14,075

新潟県 54,540 高知県 25,717

千葉県 12,022 徳島県 26,540

東京都 74,031 香川県 8,895

群馬県 8,992 広島県 42,596

埼玉県 24,913 山口県 19,516

茨城県 10,044 島根県 19,847

栃木県 23,206 岡山県 48,260

山形県 19,814 和歌山県 12,533

福島県 60,908 鳥取県 65,759

宮城県 21,631 兵庫県 23,819

秋田県 24,586 奈良県 13,916

15,819

青森県 15,568 京都府 58,793

岩手県 38,526 大阪府 15,519

都道府県 相談件数 都道府県 相談件数

北海道 18,220 滋賀県
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② 高齢者数と介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数 

都道府県別に、高齢者数と介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数の関係を

見たものが下図である。 

両者には正の相関が見られ、高齢者数の多い都道府県は介護保険その他の保険福祉サー

ビスに関する相談件数が多い。 

 

図表 76 高齢者数と介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数【H22】 
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 77 高齢者数と介護保険その他の保険福祉サービスに関する相談件数【H23】 

y = 0.4312x - 81834

R² = 0.6326
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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③ 高齢者 10 万人当たり権利擁護に関する相談件数 

高齢者 10 万人当たり権利擁護に関する相談件数は、平成 22 年度では東京都、福井県、京

都府、福岡県、熊本県の件数が多く、青森県、山形県、群馬県、島根県、徳島県の件数の少な

かった。 

平成 23 年度では東京都、福井県、京都府、福岡県、宮崎県の件数が多く、青森県、茨城

県、群馬県、島根県、徳島県の件数が少なかった。 

 

図表 78 高齢者 10 万人当たり権利擁護に関する相談件数【H22】  

都道府県 相談件数 都道府県 相談件数

北海道 412 滋賀県 401

岩手県 418 大阪府 511

青森県 69 京都府 1,225

秋田県 330 奈良県 378

宮城県 561 兵庫県 770

福島県 388 鳥取県 621

山形県 236 和歌山県 563

栃木県 554 岡山県 820

茨城県 316 島根県 263

埼玉県 401 山口県 730

群馬県 240 広島県 818

東京都 1,182 香川県 685

千葉県 485 徳島県 127

新潟県 662 高知県 524

神奈川県 631 愛媛県 379

石川県 301 佐賀県 334

富山県 810 福岡県 1,776

山梨県 389 熊本県 941

福井県 1,362 長崎県 275

岐阜県 402 宮崎県 446

長野県 794 大分県 560

沖縄県 554

静岡県 675 鹿児島県 373

三重県 430

愛知県 473
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図表 79 高齢者 10 万人当たり権利擁護に関する相談件数【H23】  

愛知県 384 沖縄県 736

三重県 362

岐阜県 514 宮崎県 1,475

静岡県 761 鹿児島県 434

山梨県 368 熊本県 692

長野県 815 大分県 624

石川県 409 佐賀県 546

福井県 1,198 長崎県 649

新潟県 747 高知県 848

富山県 828 福岡県 2,197

東京都 1,240 香川県 622

神奈川県 616 愛媛県 413

埼玉県 380 山口県 663

千葉県 667 徳島県 158

栃木県 539 岡山県 1,022

群馬県 171 広島県 874

福島県 417 鳥取県 512

茨城県 283 島根県 199

秋田県 507 奈良県 552

山形県 289 和歌山県 555

岩手県 487 大阪府 548

宮城県 772 兵庫県 808

北海道 423 滋賀県 381

青森県 99 京都府 1,255

都道府県 相談件数 都道府県 相談件数
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④ 高齢者数と権利擁護に関する相談件数 

都道府県別に、高齢者数と権利擁護に関する相談件数の関係を見たものが下図である。 

両者には正の相関が見られ、高齢者数の多い都道府県は権利擁護に関する相談件数が多

い。 

 

図表 80 高齢者数と権利擁護に関する相談件数【H22】 
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 81 高齢者数と権利擁護に関する相談件数【H23】 

y = 0.0088x - 1068.3

R² = 0.6469
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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⑤ 高齢者 10 万人当たり高齢者虐待に関する相談件数 

高齢者 10 万人当たり高齢者虐待に関する相談件数は、平成 22 年度では、岩手県、東京

都、新潟県、京都府、岡山県の件数が多く、青森県、秋田県、山形県、群馬県、徳島県の件数

が少なかった。 

平成 23 年度では、東京都、新潟県、京都府、大阪府、兵庫県の件数が多く、秋田県、茨城

県、群馬県、和歌山県、徳島県の件数が少なかった。 

 

図表 82 高齢者 10 万人当たり高齢者虐待に関する相談件数【H22】  

都道府県 相談件数

青森県 110 京都府 1,276

都道府県 相談件数

北海道 249 滋賀県 836

宮城県 417 兵庫県 814

岩手県 1,952 大阪府 778

山形県 225 和歌山県 245

秋田県 204 奈良県 229

茨城県 240 島根県 374

福島県 488 鳥取県 470

群馬県 121 広島県 579

栃木県 282 岡山県 21,159

千葉県 496 徳島県 77

埼玉県 530 山口県 684

神奈川県 313 愛媛県 375

東京都 958 香川県 526

富山県 721 福岡県 615

新潟県 1,299 高知県 464

福井県 804 長崎県 283

石川県 488 佐賀県 312

長野県 379 大分県 437

山梨県 325 熊本県 533

静岡県 667 鹿児島県 343

岐阜県 341 宮崎県 277

三重県 340

愛知県 554 沖縄県 625
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図表 83 高齢者 10 万人当たり高齢者虐待に関する相談件数【H23】  

三重県 415

静岡県 659 鹿児島県 473

愛知県 585 沖縄県 681

長野県 425 大分県 510

岐阜県 365 宮崎県 385

福井県 709 長崎県 340

山梨県 525 熊本県 459

富山県 604 福岡県 707

石川県 669 佐賀県 506

神奈川県 385 愛媛県 324

新潟県 1,506 高知県 493

千葉県 411 徳島県 81

東京都 1,126 香川県 641

群馬県 127 広島県 585

埼玉県 383 山口県 612

茨城県 240 島根県 297

栃木県 325 岡山県 871

山形県 304 和歌山県 232

福島県 381 鳥取県 557

宮城県 342 兵庫県 949

秋田県 249 奈良県 324

青森県 413 京都府 1,404

岩手県 422 大阪府 977

都道府県 相談件数 都道府県 相談件数

北海道 279 滋賀県 910

 



63 

⑥ 高齢者数と高齢者虐待に関する相談件数 

都道府県別に、高齢者数と高齢者虐待に関する相談件数の関係を見たものが下図である。 

両者には正の相関が見られ、高齢者数の多い都道府県は高齢者虐待に関する相談件数が

多い。 

 

図表 84 高齢者数と高齢者虐待に関する相談件数【H22】 

y = 0.0062x + 1790.2

R² = 0.0491
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(出所)高齢者数(平成23年3月末)は住民基本台帳より

 

図表 85 高齢者数と高齢者虐待に関する相談件数【H23】 

y = 0.0083x - 1404.3

R² = 0.7418
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(出所)高齢者数(平成24年3月末)は住民基本台帳より
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４) 包括的・継続的ケアマネジメント予防業務 

 

① 関連機関との連携づくり 

関連機関との連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、以下の通りである。 

 

＜事例を通じた連携づくり＞ 

 地域の処遇困難事例の個別処遇検討会議を開催 

 虐待事例の伴うネットワークミーティングの開催 

 困難事例に伴うケア会議の開催 

 地域ケア会議等において把握した課題を関係機関（医療機関含む）と共有し、役割分担等の

調整 

 高齢者虐待予防ネットワーク会議において、高齢者虐待の早期発見、早期対応に向けた各機

関の取り組みを推進 

 

＜職種を通じた連携づくり＞ 

 ケアマネジャー連絡会の定期開催 

 月 1回のケアマネ会議を開催し、介護支援専門員の質の向上と連携づくりを実施 

 民生委員とケアマネジャー交流の支援 

 民生委員、保健推進員等の地区組織や地区社協、警察等と協力し、介護予防の周知、虐

待、高齢者犯罪被害の学習等を実施 

 

＜研修会の開催を通じた連携づくり＞ 

 ケース検討のほか、研修会等を開催し、情報の共有化を図っている 

 個別ケースを通した事例検討など、情報・知識技術等の共有の場の企画や運営活動の実施 

 

＜定期的な会議体の開催を通じた連携づくり＞ 

 地域ケアネットワーク懇談会を開催 

 地域包括ケア会議を設置。組織員は民生委員、社会福祉協議会職員、保険者職員、居宅介

護支援事業所など 

 介護サービス事業者協議会の定例会に出席し、連携づくりを実施 
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② 医療機関との連携体制づくり 

医療機関との連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、以下の通りである。 

 

＜個別ケースのサービス提供について協力連携＞ 

 医師、看護師との事例を通しての連携、近隣医療機関への訪問、個別ケースでの連携（入

院、退院、転院の調整、退院後のケアマネ探し等） 

 「医療と介護の連携連絡票」を利用し、医療機関と連携 

 特定高齢者事業については、その都度ケースの連携を実施 

 町内外の医療機関と入退院時の調整・受診の状況等について情報交換 

 

＜会議体への医療機関関係者の参加＞ 

 医療機関、サービス事業所を対象に月 1回、サービス担当者会議を開催し、情報交換や事例

報告を実施 

 ケースごとに必要のある時は、地域ケア会議等へ出席してもらうことで連携 

 カンファレンス等の開催時に出席を依頼、または、情報提供を依頼 

 週に 1回、定期的に市民病院とケースの情報交換を実施 

 地域ケア会議への出席を依頼し、連携づくり 

 

＜医療機関のＭＳＷとの連携構築＞ 

 入退院時や外来受診時等に医療機関の協力が必要なケースについて、医療機関のＭＳＷを

窓口として連絡を取り合っている 

 医療相談員との関係づくり、意見交換会 

 医師会、病院ＭＳＷとの連絡会 

 ケアマネジャー連絡会へ病院ＭＳＷに参加してもらう 

 

＜研修会の開催＞ 

 医師会と協力しての研修会開催 

 医師と介護支援専門員の合同研修会を開催 

 研修会での講師依頼 
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③ 地域のインフォーマルサービスとの連携づくり 

地域のインフォーマルサービスとの連携づくりについて、各保険者の状況を整理すると、以下

の通りである。 

 

＜会議体や研修会の開催を通じた連携＞ 

 町内外の福祉・医療・保険機関関係者が出席し、地域ケア会議を実施（隔月 1回） 

 民生委員協議会との虐待ネットワーク研修会 

 地域ケアとの連携を図り、各地区の見守りネットワーク会議に出席 

 シルバーリハビリ体操指導士会との連携を図り、小地域で効果的な介護予防教室の開催を実

施 

 包括支援センターが実施するケアマネジャー研修の一つのプログラムとして、市内の高齢者に

関わる NPO活動やインフォーマルサービスの紹介を実施。また、事例検討の研修等にも NPO

やインフォーマルサービス実施団体へ参加を働きかけ 

 各種団体の会へ参加し、研修等を行い、連携を図る 

 

＜保険者の担当者が出向いて連携＞ 

 出前講座などで地域に出向いて、地域包括支援センターの役割や窓口、介護保険や保健福

祉サービス内容などを説明、周知 

 ニーズ発見のため、市内事業所の訪問を実施し、情報の収集を実施 

 自治会の集会に参加し、介護保険・サービス利用の仕組み・地域包括支援センターの業務等

を説明 

 地域で行われている事業（健康相談・サロン・各種教室等）に参加し連携を図っている 

 

＜民生委員等との連携＞ 

 民生委員・町内会などからの情報提供や見守りなどについて連携 

 民生委員とケアマネジャーが合同で研修会を開催 

 民生委員児童委員との連携のために各地区の民生委員児童委員協議会へ出席し、情報提供

などの協力依頼を実施 

 

＜インフォーマルサービスの一覧表作りやマップ作りを通じた連携＞ 

 インフォーマルサービス一覧表を作成・配布 

 地域のインフォーマルサービス情報を収集し、一覧表として各居宅介護支援事業所に手渡した。

また、その使用方法についても説明を実施 

 住民支え合いマップの作成 
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④ 介護支援専門員に対する個別支援 

介護支援専門員に対する個別支援の状況を見たものが下表であり、相談窓口の設置や、支

援困難事例を抱える介護支援専門員への対応、介護支援専門員に対する情報支援はほぼ全

ての保険者で実施されている。 

 

図表 86 介護支援専門員に対する個別支援【H22】  

介護支援専門員に対する情報支援 1,542 32 2.0% 0.8%

1,129 442 15 1,586 71.2% 27.9% 0.9%

12

1,377 195 14

1,586

1,586 86.8%

97.2%

16.5% 1.0%1,586 82.5%

介護支援専門員同士のネットワーク構築

1,586 81.8% 17.5%

12.3% 0.9%

質の向上のための研修

ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員のケアマネジメン
トの指導

262 16

8.9% 0.8%

0.8%1,297 277 12

ケアプランの趣旨に基づいてサービスが提供されるよう、居宅
サービス事業所等への研修等の働きかけ

97.1%

1,432 141 13 1,586 90.3%

1,308

個別事例に対するサービス担当者会議開催支援

支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応

無回答

0.8%

1,540 35 11 1,586 2.2% 0.7%

無

12 1,586 97.4% 1.9%

無回答 合計 有無

1,544 30相談窓口

有

 

 

図表 87 介護支援専門員に対する個別支援【H23】 

有 無

1,539 28相談窓口 1,578 97.5% 1.8%

無回答 合計 有 無回答

0.7%

1,536 32 10 1,578 2.0% 0.6%

無

11

ケアプランの趣旨に基づいてサービスが提供されるよう、居宅
サービス事業所等への研修等の働きかけ

97.3%

1,427 137 14 1,578 90.4%

1,321

個別事例に対するサービス担当者会議開催支援

支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応

0.9%

0.8%1,269 297 12

15.3% 1.0%1,578 83.7%241

介護支援専門員同士のネットワーク構築

1,578 80.4% 18.8%

11.6%

8.7%

質の向上のための研修

ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員のケアマネジメン
トの指導

16

1,578

1,578 87.6%

97.3%

0.8%1,383 183 12

2.0% 0.7%

1,125 435 18 1,578 71.3% 27.6% 1.1%

11介護支援専門員に対する情報支援 1,536 31
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(３) 任意事業の状況 

１) 介護給付等費用適正化事業 

介護給付等費用適正化事業の実施状況を見たものが下表である。 

実施保険者の割合が最も高いのは、平成 22 年度・平成 23 年度共に、「介護給付費通知」であ

り、41％の保険者で実施されている。次いで、「ケアプラン点検」 13%、「介護サービス事業所等へ

の研修等（ケアプラン研修など）」 8%であった。 

 

図表 88 【ア】介護給付費用適正化事業の実施状況 

H22 H23

119 7.5%

実施
保険者数

％

621 39.3%

194 12.3% 202 12.8%

120 7.6%

実施
保険者数

％

654 41.4%介護給付費通知

ケアプラン点検

介護サービス事業所等への研修等（ケアプラン研修など）

介護給付内容の検証、分析 96 6.1%

住宅改修・福祉用具購入の事前や事後の点検・調査

給付実績と医療情報との突合

認定調査状況チェック

介護サービス事業者協議会等の開催

115 7.3%

48 3.0%

40 2.5%

自己評価等介護サービス事業者の情報公表

ヘルパーサービス提供時間管理

アンケート等による実態把握

介護保険制度の趣旨や事業展開のために必要な情報提供

介護サービス事業者への実地指導

その他

介護相談員の派遣

75 4.7%

38 2.4%

7 0.4%

11 0.7%

52 3.3%

32 2.0%

3 0.2%

12 0.8%

2 0.1%

59 3.7%

53 3.4%

78 4.9%

71 4.5%

52

2 0.1%

5 0.3%

3.3%

43 2.7%

3 0.2%

16 1.0%

12 0.8%

保険者数 事業費合計

61 93,522,880円

21 4,219,530円

事業費平均

H22 H23

保険者数

85 180,530,396円 2,123,887円

517 416,810,676円 806,210円

1,533,162円

85 34,320,469円 403,770円

9 2,617,986円 290,887円

27 48,251,965円 1,787,110円

200,930円

11 31,310,248円 2,846,386円

16 52,562,255円 3,285,141円

26 25,855,122円 994,428円

1,098,898円

8 10,758,763円 1,344,845円

7 2,013,000円 287,571円

事業費
合計

事業費
平均

4 10,868,511円 2,717,128円

2 4,611,318円 2,305,659円

1 1,098,898円

517 359,949,525円 696,227円

86 161,511,792円 1,878,044円

72 44,157,971円 613,305円

57 103,143,217円 1,809,530円

25 33,575,675円 1,343,027円

21 20,541,087円 978,147円

16 57,559,525円 3,597,470円

26 16,957,388円 652,207円

26 35,240,154円 1,355,391円

20 35,205,570円 1,760,279円

15 17,786,338円 1,185,756円

10 16,756,173円 1,675,617円

1 0円 0円

1 1,951,578円 1,951,578円

2 4,255,155円 2,127,578円

 

（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 

 

① 各項目について都道府県ごとの実施割合 

各項目について都道府県ごとの実施割合を示したものが次ページ以降の表である。（各項目

の平成 23 年度における実施割合上位 5 都道府県については編みかけをしている。なお、総数

が少なく、上位 5都道府県が特定できない場合には編みかけしていない。） 
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図表 89 各項目について都道府県ごとの実施割合 

 

実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 1 0.6% 1 0.6% 17 10.9% 22 14.1% 6 3.8% 10 6.4%

青森県 40 40 0 0.0% 1 2.5% 18 45.0% 15 37.5% 4 10.0% 2 5.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 6 25.0% 7 29.2% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 7 20.0% 8 22.9% 2 5.7% 1 2.9%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 4 18.2% 5 22.7% 1 4.5% 3 13.6%

山形県 35 35 1 2.9% 2 5.7% 7 20.0% 8 22.9% 2 5.7% 3 8.6%

福島県 59 59 1 1.7% 0 0.0% 16 27.1% 13 22.0% 2 3.4% 3 5.1%

茨城県 44 44 2 4.5% 3 6.8% 26 59.1% 27 61.4% 4 9.1% 8 18.2%

栃木県 26 26 1 3.8% 1 3.8% 21 80.8% 18 69.2% 2 7.7% 2 7.7%

群馬県 35 35 2 5.7% 2 5.7% 12 34.3% 18 51.4% 1 2.9% 1 2.9%

埼玉県 61 61 1 1.6% 1 1.6% 31 50.8% 35 57.4% 10 16.4% 11 18.0%

千葉県 54 54 1 1.9% 2 3.7% 38 70.4% 39 72.2% 8 14.8% 5 9.3%

東京都 62 62 4 6.5% 1 1.6% 24 38.7% 24 38.7% 5 8.1% 3 4.8%

神奈川県 33 33 3 9.1% 3 9.1% 12 36.4% 13 39.4% 3 9.1% 2 6.1%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 4 13.3% 4 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 2 22.2% 2 22.2% 3 33.3% 6 66.7% 4 44.4% 2 22.2%

石川県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 8 42.1% 9 47.4% 2 10.5% 1 5.3%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 6 37.5% 7 43.8% 1 6.3% 1 6.3%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 7 25.9% 9 33.3% 4 14.8% 3 11.1%

長野県 63 63 2 3.2% 1 1.6% 5 7.9% 7 11.1% 12 19.0% 5 7.9%

岐阜県 36 36 0 0.0% 2 5.6% 9 25.0% 10 27.8% 2 5.6% 3 8.3%

静岡県 35 35 2 5.7% 2 5.7% 22 62.9% 22 62.9% 4 11.4% 3 8.6%

愛知県 51 51 1 2.0% 4 7.8% 28 54.9% 28 54.9% 1 2.0% 2 3.9%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 17 68.0% 17 68.0% 2 8.0% 5 20.0%

滋賀県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 13 68.4% 13 68.4% 1 5.3% 5 26.3%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 3 11.5% 3 11.5% 4 15.4% 5 19.2%

大阪府 41 41 3 7.3% 3 7.3% 34 82.9% 34 82.9% 12 29.3% 14 34.1%

兵庫県 41 41 2 4.9% 1 2.4% 26 63.4% 27 65.9% 6 14.6% 8 19.5%

奈良県 39 39 0 0.0% 1 2.6% 22 56.4% 23 59.0% 9 23.1% 7 17.9%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 8 26.7% 12 40.0% 1 3.3% 1 3.3%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 7 41.2% 6 35.3% 3 17.6% 3 17.6%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 6 54.5% 7 63.6% 4 36.4% 3 27.3%

岡山県 27 27 3 11.1% 3 11.1% 14 51.9% 16 59.3% 6 22.2% 5 18.5%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 14 60.9% 13 56.5% 8 34.8% 8 34.8%

山口県 19 19 4 21.1% 8 42.1% 9 47.4% 8 42.1% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 12 52.2% 13 56.5% 7 30.4% 7 30.4%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 14 82.4% 15 88.2% 2 11.8% 1 5.9%

愛媛県 20 20 0 0.0% 1 5.0% 11 55.0% 14 70.0% 5 25.0% 5 25.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 5 16.7% 4 13.3% 5 16.7% 5 16.7%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 13 46.4% 14 50.0% 13 46.4% 14 50.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9% 3 42.9%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 15 78.9% 17 89.5% 3 15.8% 3 15.8%

熊本県 45 45 0 0.0% 1 2.2% 11 24.4% 9 20.0% 2 4.4% 5 11.1%

大分県 18 18 0 0.0% 1 5.6% 7 38.9% 9 50.0% 4 22.2% 6 33.3%

宮崎県 26 26 1 3.8% 1 3.8% 9 34.6% 9 34.6% 4 15.4% 4 15.4%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 1 2.3% 14 32.6% 11 25.6% 6 14.0% 6 14.0%

沖縄県 14 14 1 7.1% 2 14.3% 3 21.4% 3 21.4% 4 28.6% 5 35.7%

H23

介護サービス事業者
協議会等の開催

都道府県

介護給付費通知保険者数

H22 H23

H22 H22 H23

ケアプラン点検

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 3 1.9% 4 2.6% 7 4.5% 8 5.1% 3 1.9% 1 0.6%

青森県 40 40 3 7.5% 4 10.0% 3 7.5% 6 15.0% 2 5.0% 1 2.5%

岩手県 24 24 1 4.2% 1 4.2% 1 4.2% 2 8.3% 1 4.2% 0 0.0%

宮城県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 1 4.5% 1 4.5% 2 9.1% 2 9.1% 1 4.5% 1 4.5%

山形県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 1 1.7%

茨城県 44 44 3 6.8% 2 4.5% 4 9.1% 3 6.8% 1 2.3% 0 0.0%

栃木県 26 26 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 3 8.6% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 8 13.1% 6 9.8% 4 6.6% 5 8.2%

千葉県 54 54 1 1.9% 1 1.9% 3 5.6% 5 9.3% 3 5.6% 2 3.7%

東京都 62 62 6 9.7% 6 9.7% 0 0.0% 2 3.2% 7 11.3% 6 9.7%

神奈川県 33 33 2 6.1% 2 6.1% 1 3.0% 3 9.1% 1 3.0% 4 12.1%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 2 22.2%

石川県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 2 12.5% 2 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 2 7.4% 2 7.4% 2 7.4% 4 14.8% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 4 6.3% 5 7.9% 2 3.2% 3 4.8% 2 3.2% 4 6.3%

岐阜県 36 36 3 8.3% 1 2.8% 4 11.1% 6 16.7% 5 13.9% 4 11.1%

静岡県 35 35 0 0.0% 1 2.9% 2 5.7% 2 5.7% 4 11.4% 5 14.3%

愛知県 51 51 2 3.9% 2 3.9% 1 2.0% 1 2.0% 1 2.0% 1 2.0%

三重県 25 25 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 2 10.5% 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 2 7.7%

大阪府 41 41 13 31.7% 12 29.3% 5 12.2% 7 17.1% 3 7.3% 5 12.2%

兵庫県 41 41 5 12.2% 6 14.6% 1 2.4% 2 4.9% 1 2.4% 0 0.0%

奈良県 39 39 4 10.3% 4 10.3% 1 2.6% 4 10.3% 1 2.6% 0 0.0%

和歌山県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 2 18.2% 1 9.1% 0 0.0% 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 1 3.7% 5 18.5% 5 18.5% 1 3.7% 0 0.0%

広島県 23 23 2 8.7% 3 13.0% 1 4.3% 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 2 10.5% 1 5.3% 1 5.3% 1 5.3% 2 10.5% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 3 13.0% 1 4.3% 1 4.3%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 1 5.0% 1 5.0% 2 10.0% 3 15.0% 0 0.0% 1 5.0%

高知県 30 30 2 6.7% 2 6.7% 3 10.0% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 1 3.6% 1 3.6% 4 14.3% 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 3 42.9% 3 42.9% 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3%

長崎県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 1 2.2% 1 2.2% 3 6.7% 3 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 2 11.1% 1 5.6% 3 16.7% 3 16.7%

宮崎県 26 26 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 1 2.3% 6 14.0% 3 7.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 5 35.7% 4 28.6% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

H23

介護給付内容の検証、分析

H22 H23

住宅改修・福祉用具購入の
事前や事後の点検・調査

H22

介護保険制度の趣旨や事業
展開のために必要な情報提供

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 1 0.6% 3 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.9% 1 0.6%

青森県 40 40 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 6 27.3% 4 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 4 11.4% 3 8.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 2 4.5% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3%

栃木県 26 26 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 7 11.5% 6 9.8% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6%

千葉県 54 54 3 5.6% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%

東京都 62 62 12 19.4% 12 19.4% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.5% 9 14.5%

神奈川県 33 33 3 9.1% 5 15.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 4 44.4% 4 44.4% 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1%

石川県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%

長野県 63 63 8 12.7% 10 15.9% 1 1.6% 3 4.8% 1 1.6% 1 1.6%

岐阜県 36 36 5 13.9% 7 19.4% 2 5.6% 1 2.8% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 10 28.6% 13 37.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9%

愛知県 51 51 4 7.8% 5 9.8% 2 3.9% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0%

三重県 25 25 2 8.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 2 10.5% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 2 7.7% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%

大阪府 41 41 6 14.6% 6 14.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 3 7.3%

兵庫県 41 41 6 14.6% 5 12.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4%

奈良県 39 39 2 5.1% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 7.7% 2 5.1%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 2 11.8% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9%

島根県 11 11 4 36.4% 6 54.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1%

岡山県 27 27 1 3.7% 1 3.7% 2 7.4% 3 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0%

山口県 19 19 6 31.6% 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3%

徳島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7%

香川県 17 17 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9%

愛媛県 20 20 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 2 7.1% 1 3.6% 1 3.6% 1 3.6% 4 14.3%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 1 14.3%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

熊本県 45 45 1 2.2% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.7% 2 4.4%

大分県 18 18 2 11.1% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% 3 16.7%

宮崎県 26 26 4 15.4% 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8%

鹿児島県 43 43 2 4.7% 1 2.3% 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 1 2.3%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1%

都道府県

保険者数

H22 H23

介護サービス事業所等への研修等

（ケアプラン研修など）

H22 H23

介護相談員の派遣

H22 H23

介護サービス事業者への
実地指導

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 3 1.9%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 2 5.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 13.6%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 0 0.0% 1 2.3% 1 2.3%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.2% 9 14.8%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.7% 3 5.6%

東京都 62 62 0 0.0% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 3 4.8%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 2 6.1% 2 6.1%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 1 1.6%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8% 1 2.8%

静岡県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 2 5.7%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 2 3.9% 3 5.9%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 2 8.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 2 7.7%

大阪府 41 41 1 2.4% 1 2.4% 3 7.3% 1 2.4% 4 9.8% 9 22.0%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.9%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 5 18.5% 7 25.9%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 1 5.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 2 14.3%

都道府県

保険者数

H22 H23

自己評価等介護サービス事業者
の情報公表

H22 H23

アンケート等による実態把握

H22 H23

給付実績と医療情報との突合

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 4 2.6% 4 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

青森県 40 40 3 7.5% 3 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 1 4.2% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 1 2.9% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 1 4.5% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 4 6.8%

茨城県 44 44 2 4.5% 3 6.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 2 3.3% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 0 0.0% 2 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 2 3.2% 3 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 1 2.8% 2 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.6%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 1 4.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 5 12.2% 5 12.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4%

兵庫県 41 41 5 12.2% 6 14.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4%

奈良県 39 39 5 12.8% 4 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 15.8% 3 15.8%

徳島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 2 10.0% 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 4 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 2 6.7%

福岡県 28 28 2 7.1% 2 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 2 11.1% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8%

鹿児島県 43 43 2 4.7% 2 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1%

都道府県

保険者数

H22 H23

H22 H23

その他

H22 H23

認定調査状況チェック ヘルパーサービス提供時間管理

H22 H23
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２) 家族介護支援事業 

家族介護支援事業の実施状況を見たものが下表である。 

実施保険者の割合が最も高いのは平成22年度・平成23年度共に、「介護用品支給（購入費の

助成等を含む）」であり、65%の保険者で実施されている。次いで、「家族介護者教室」44%、「家族

介護者慰労金支給」 41%、「家族介護者交流会」 37%であった。 

 

図表 90 【イ】家族介護支援事業の実施状況 

0 0.0%

1 0.1%

0 0.0%

3 0.2%

3 0.2%

4 0.3%

4 0.3%

646 40.9%

12 0.8%

16 1.0%

14 0.9%

20 1.3%

3 0.2%

0 0.0%

3 0.2%

6 0.4%

4 0.3%

4 0.3%

16 1.0%

3 0.2%

介護用品貸与（寝具等）

住民等による見守り支援

住宅改修費の助成

寝具類の丸洗い等

ヘルパー派遣（介護者が会合等に参加できる要支援）

虐待防止普及啓発

虐待対応支援（支援会議等）

外出介護支援（交通費助成）

18 1.1%

25 1.6%

23 1.5%

92 5.8%

89 5.6%

133 8.4%

97 6.1%

295 18.7%

290 18.4%

12 0.8%

26 1.6%

24 1.5%

5 0.3%

21 1.3%

14 0.9%

82 5.2%

124 7.8%

117 7.4%

105 6.6%

229 14.5%

243 15.4%

認知症専門相談（医師等専門家による相談支援）

介護者へのヘルスチェック・健康相談

認知症サポーター等の養成

徘徊高齢者検索システム等による認知症支援

認知症に関する広報・啓発

認知症高齢者見守り支援（訪問による話し相手や家族の外出支援等）

通所サービス（介護者が会合等に参加できる要支援）

その他

介護家族等相談（電話、訪問、相談等）

認知症高齢者支援対策（徘徊高齢者支援ネットワーク事業等）

地域ボランティアの養成

短期宿泊（高齢者の生活支援や介護者支援）

590 37.3%

介護用品支給（購入費の助成等を含む）

家族介護者教室

家族介護者慰労金支給

家族介護者交流会 543 34.4%

694 43.9%

643 40.7%

実施
保険者数

％

1019 64.5%1002 63.4%

710 44.9%

H22 H23

実施
保険者数

％

6,399,892円 993

H22 H23

保険者数 事業費合計

443,564円 522 204,011,232円 390,826円

事業費平均 保険者数
事業費
合計

事業費
平均

7,292,952,462円 7,344,363円975 6,239,895,036円

623 1,014,534,428円 1,628,466円

397 159,084,118円 400,716円

571 253,275,262円

55 19,066,178円 346,658円

69 69,751,774円 1,010,895円

14 3,212,097円 229,436円

24 102,273,342円 4,261,389円

12 9,409,791円 784,149円

4 3,229,908円 807,477円

4 4,781,145円 1,195,286円

4 4,972,232円 1,243,058円

186 40,065,953円 215,408円

234 38,000,678円 162,396円

33 19,490,957円 590,635円

98 18,032,167円 184,002円

13 22,504,474円 1,731,113円

5 4,891,887円 978,377円

12 23,658,085円 1,971,507円

1 29,560円 29,560円

3 4,499,370円 1,499,790円

4 297,458円 74,365円

2 438,500円 219,250円

0 0円 0円

627 1,239,472,392円 1,976,830円

408 151,331,646円 370,911円

244 49,312,539円 202,101円

277 58,639,394円 211,695円

49 18,337,592円 374,237円

71 77,861,959円 1,096,647円

24 16,576,007円 690,667円

65 16,319,349円 251,067円

16 2,740,829円 171,302円

22 92,821,107円 4,219,141円

11 11,128,726円 1,011,702円

1 620,410円 620,410円

16 36,723,577円 2,295,224円

14 4,172,087円 298,006円

9 2,889,880円 321,098円

0 0円 0円

3 1,118,560円 372,853円

3 1,614,213円 538,071円

2 4,202,594円 2,101,297円

1 474,600円 474,600円

0 0円 0円

0 0円 0円  
（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 

 
① 各項目について都道府県ごとの実施割合 

各項目について都道府県ごとの実施割合を示したものが次ページ以降の表である。（各項目

の平成 23 年度における実施割合上位 5 都道府県については編みかけをしている。なお、総数

が少なく、上位 5都道府県が特定できない場合には編みかけしていない。） 
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図表 91 各項目について都道府県ごとの実施割合 

実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 55 35.3% 55 35.3% 93 59.6% 95 60.9% 20 12.8% 20 12.8%

青森県 40 40 16 40.0% 18 45.0% 33 82.5% 32 80.0% 5 12.5% 6 15.0%

岩手県 24 24 18 75.0% 15 62.5% 20 83.3% 21 87.5% 1 4.2% 3 12.5%

宮城県 35 35 14 40.0% 14 40.0% 19 54.3% 17 48.6% 2 5.7% 4 11.4%

秋田県 22 22 10 45.5% 11 50.0% 18 81.8% 16 72.7% 8 36.4% 9 40.9%

山形県 35 35 11 31.4% 13 37.1% 28 80.0% 27 77.1% 11 31.4% 11 31.4%

福島県 59 59 9 15.3% 6 10.2% 30 50.8% 27 45.8% 5 8.5% 8 13.6%

茨城県 44 44 27 61.4% 24 54.5% 27 61.4% 31 70.5% 4 9.1% 7 15.9%

栃木県 26 26 14 53.8% 13 50.0% 8 30.8% 10 38.5% 5 19.2% 7 26.9%

群馬県 35 35 7 20.0% 7 20.0% 4 11.4% 5 14.3% 2 5.7% 2 5.7%

埼玉県 61 61 21 34.4% 24 39.3% 30 49.2% 31 50.8% 20 32.8% 28 45.9%

千葉県 54 54 28 51.9% 27 50.0% 36 66.7% 38 70.4% 10 18.5% 10 18.5%

東京都 62 62 22 35.5% 20 32.3% 12 19.4% 14 22.6% 8 12.9% 8 12.9%

神奈川県 33 33 12 36.4% 10 30.3% 16 48.5% 16 48.5% 8 24.2% 10 30.3%

新潟県 30 30 9 30.0% 6 20.0% 17 56.7% 15 50.0% 14 46.7% 12 40.0%

富山県 9 9 10 111.1% 9 100.0% 15 166.7% 15 166.7% 4 44.4% 6 66.7%

石川県 19 19 7 36.8% 7 36.8% 15 78.9% 15 78.9% 3 15.8% 3 15.8%

福井県 16 16 1 6.3% 2 12.5% 10 62.5% 10 62.5% 1 6.3% 1 6.3%

山梨県 27 27 8 29.6% 8 29.6% 15 55.6% 15 55.6% 3 11.1% 6 22.2%

長野県 63 63 18 28.6% 23 36.5% 36 57.1% 41 65.1% 5 7.9% 8 12.7%

岐阜県 36 36 15 41.7% 13 36.1% 22 61.1% 23 63.9% 4 11.1% 5 13.9%

静岡県 35 35 19 54.3% 19 54.3% 27 77.1% 28 80.0% 13 37.1% 15 42.9%

愛知県 51 51 18 35.3% 19 37.3% 24 47.1% 22 43.1% 4 7.8% 11 21.6%

三重県 25 25 7 28.0% 11 44.0% 12 48.0% 15 60.0% 3 12.0% 5 20.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 13 68.4% 14 73.7% 5 26.3% 7 36.8%

京都府 26 26 14 53.8% 15 57.7% 21 80.8% 22 84.6% 5 19.2% 5 19.2%

大阪府 41 41 22 53.7% 22 53.7% 30 73.2% 30 73.2% 7 17.1% 13 31.7%

兵庫県 41 41 31 75.6% 32 78.0% 36 87.8% 38 92.7% 7 17.1% 9 22.0%

奈良県 39 39 19 48.7% 21 53.8% 37 94.9% 38 97.4% 1 2.6% 4 10.3%

和歌山県 30 30 11 36.7% 11 36.7% 29 96.7% 30 100.0% 5 16.7% 4 13.3%

鳥取県 17 17 5 29.4% 5 29.4% 13 76.5% 13 76.5% 2 11.8% 2 11.8%

島根県 11 11 5 45.5% 3 27.3% 14 127.3% 16 145.5% 6 54.5% 6 54.5%

岡山県 27 27 16 59.3% 17 63.0% 15 55.6% 14 51.9% 0 0.0% 3 11.1%

広島県 23 23 14 60.9% 13 56.5% 21 91.3% 20 87.0% 5 21.7% 7 30.4%

山口県 19 19 10 52.6% 9 47.4% 14 73.7% 14 73.7% 3 15.8% 3 15.8%

徳島県 23 23 6 26.1% 7 30.4% 12 52.2% 12 52.2% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 8 47.1% 9 52.9% 7 41.2% 7 41.2% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 12 60.0% 10 50.0% 17 85.0% 16 80.0% 0 0.0% 1 5.0%

高知県 30 30 10 33.3% 10 33.3% 19 63.3% 19 63.3% 3 10.0% 4 13.3%

福岡県 28 28 11 39.3% 12 42.9% 24 85.7% 23 82.1% 5 17.9% 6 21.4%

佐賀県 7 7 2 28.6% 1 14.3% 7 100.0% 7 100.0% 0 0.0% 1 14.3%

長崎県 19 19 8 42.1% 8 42.1% 13 68.4% 13 68.4% 3 15.8% 5 26.3%

熊本県 45 45 13 28.9% 16 35.6% 27 60.0% 26 57.8% 2 4.4% 1 2.2%

大分県 18 18 9 50.0% 8 44.4% 16 88.9% 15 83.3% 1 5.6% 0 0.0%

宮崎県 26 26 14 53.8% 12 46.2% 14 53.8% 15 57.7% 1 3.8% 3 11.5%

鹿児島県 43 43 21 48.8% 22 51.2% 28 65.1% 28 65.1% 4 9.3% 5 11.6%

沖縄県 14 14 6 42.9% 9 64.3% 8 57.1% 10 71.4% 1 7.1% 1 7.1%

H23

家族介護者慰労金支給

都道府県

介護用品支給
（購入費の助成等を含む）

保険者数

H22 H23

H22 H22 H23

認知症サポーター等の養成

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 6 3.8% 5 3.2% 8 5.1% 6 3.8% 12 7.7% 17 10.9%

青森県 40 40 2 5.0% 0 0.0% 1 2.5% 1 2.5% 1 2.5% 2 5.0%

岩手県 24 24 2 8.3% 1 4.2% 2 8.3% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 1 2.9% 3 8.6% 3 8.6% 4 11.4% 2 5.7% 4 11.4%

秋田県 22 22 6 27.3% 3 13.6% 0 0.0% 1 4.5% 2 9.1% 2 9.1%

山形県 35 35 9 25.7% 10 28.6% 2 5.7% 2 5.7% 1 2.9% 0 0.0%

福島県 59 59 4 6.8% 4 6.8% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 2 3.4%

茨城県 44 44 2 4.5% 3 6.8% 8 18.2% 5 11.4% 16 36.4% 21 47.7%

栃木県 26 26 3 11.5% 3 11.5% 1 3.8% 1 3.8% 7 26.9% 7 26.9%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 1 2.9% 4 11.4% 5 14.3%

埼玉県 61 61 2 3.3% 1 1.6% 5 8.2% 3 4.9% 20 32.8% 22 36.1%

千葉県 54 54 3 5.6% 3 5.6% 13 24.1% 8 14.8% 11 20.4% 14 25.9%

東京都 62 62 3 4.8% 4 6.5% 5 8.1% 2 3.2% 13 21.0% 17 27.4%

神奈川県 33 33 2 6.1% 3 9.1% 4 12.1% 4 12.1% 6 18.2% 6 18.2%

新潟県 30 30 5 16.7% 4 13.3% 5 16.7% 5 16.7% 3 10.0% 2 6.7%

富山県 9 9 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1% 3 33.3% 5 55.6% 8 88.9%

石川県 19 19 4 21.1% 3 15.8% 5 26.3% 5 26.3% 8 42.1% 7 36.8%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 2 12.5% 4 25.0%

山梨県 27 27 1 3.7% 1 3.7% 4 14.8% 3 11.1% 4 14.8% 5 18.5%

長野県 63 63 5 7.9% 7 11.1% 7 11.1% 4 6.3% 6 9.5% 11 17.5%

岐阜県 36 36 4 11.1% 6 16.7% 2 5.6% 2 5.6% 11 30.6% 10 27.8%

静岡県 35 35 5 14.3% 4 11.4% 6 17.1% 2 5.7% 5 14.3% 8 22.9%

愛知県 51 51 4 7.8% 10 19.6% 3 5.9% 2 3.9% 19 37.3% 22 43.1%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 2 8.0% 0 0.0% 5 20.0% 6 24.0%

滋賀県 19 19 5 26.3% 7 36.8% 0 0.0% 1 5.3% 9 47.4% 8 42.1%

京都府 26 26 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 1 3.8% 5 19.2% 4 15.4%

大阪府 41 41 6 14.6% 5 12.2% 4 9.8% 3 7.3% 14 34.1% 12 29.3%

兵庫県 41 41 4 9.8% 6 14.6% 3 7.3% 3 7.3% 15 36.6% 15 36.6%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 3 7.7% 1 2.6% 2 5.1% 5 12.8%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 4 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 13.3%

鳥取県 17 17 2 11.8% 3 17.6% 2 11.8% 2 11.8% 2 11.8% 2 11.8%

島根県 11 11 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 2 18.2% 1 9.1% 1 9.1%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7%

広島県 23 23 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 4 17.4%

山口県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 2 8.7% 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 2 8.7% 3 13.0%

香川県 17 17 1 5.9% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 2 11.8%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 2 10.0% 2 10.0% 3 15.0% 4 20.0%

高知県 30 30 2 6.7% 5 16.7% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 2 7.1% 2 7.1% 4 14.3% 5 17.9% 7 25.0% 8 28.6%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 3 15.8% 5 26.3% 2 10.5% 0 0.0% 4 21.1% 5 26.3%

熊本県 45 45 3 6.7% 4 8.9% 1 2.2% 2 4.4% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 2 11.1% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% 3 16.7%

宮崎県 26 26 2 7.7% 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 2 7.7% 2 7.7%

鹿児島県 43 43 4 9.3% 3 7.0% 3 7.0% 0 0.0% 3 7.0% 4 9.3%

沖縄県 14 14 2 14.3% 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1%

都道府県

保険者数

H22 H23

H23

認知症高齢者支援対策（徘徊高齢
者支援ネットワーク事業等）

H22 H23

認知症に関する広報・啓発

H22

徘徊高齢者検索システム等による
認知症支援

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 3 1.9% 0 0.0% 9 5.8% 11 7.1% 48 30.8% 41 26.3%

青森県 40 40 1 2.5% 0 0.0% 2 5.0% 2 5.0% 18 45.0% 16 40.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 2 8.3% 3 12.5% 15 62.5% 16 66.7%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 4 11.4% 3 8.6% 16 45.7% 14 40.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 2 9.1% 12 54.5% 14 63.6%

山形県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 6 17.1% 6 17.1% 22 62.9% 20 57.1%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 1 1.7% 17 28.8% 16 27.1%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 2 4.5% 3 6.8% 21 47.7% 21 47.7%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 17 65.4% 15 57.7%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 9 25.7% 10 28.6%

埼玉県 61 61 2 3.3% 1 1.6% 4 6.6% 2 3.3% 33 54.1% 27 44.3%

千葉県 54 54 0 0.0% 2 3.7% 4 7.4% 5 9.3% 23 42.6% 22 40.7%

東京都 62 62 4 6.5% 2 3.2% 4 6.5% 4 6.5% 29 46.8% 32 51.6%

神奈川県 33 33 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 66.7% 19 57.6%

新潟県 30 30 1 3.3% 0 0.0% 4 13.3% 1 3.3% 10 33.3% 11 36.7%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 3 33.3% 0 0.0% 10 111.1% 10 111.1%

石川県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 3 15.8% 2 10.5% 12 63.2% 15 78.9%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 8 50.0% 8 50.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 9 33.3% 9 33.3%

長野県 63 63 1 1.6% 1 1.6% 12 19.0% 11 17.5% 34 54.0% 37 58.7%

岐阜県 36 36 0 0.0% 1 2.8% 2 5.6% 1 2.8% 15 41.7% 19 52.8%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 23 65.7% 22 62.9%

愛知県 51 51 0 0.0% 1 2.0% 3 5.9% 0 0.0% 17 33.3% 19 37.3%

三重県 25 25 1 4.0% 0 0.0% 3 12.0% 1 4.0% 15 60.0% 15 60.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 3 15.8% 3 15.8% 6 31.6% 4 21.1%

京都府 26 26 0 0.0% 2 7.7% 1 3.8% 1 3.8% 12 46.2% 14 53.8%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 3 7.3% 1 2.4% 22 53.7% 21 51.2%

兵庫県 41 41 5 12.2% 4 9.8% 6 14.6% 6 14.6% 22 53.7% 24 58.5%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1% 3 7.7% 18 46.2% 17 43.6%

和歌山県 30 30 0 0.0% 2 6.7% 1 3.3% 3 10.0% 7 23.3% 7 23.3%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 1 5.9% 9 52.9% 9 52.9%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 11 100.0% 10 90.9%

岡山県 27 27 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 16 59.3% 14 51.9%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 4 17.4% 16 69.6% 14 60.9%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 9 47.4% 10 52.6%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 9 39.1% 8 34.8%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 8 47.1% 7 41.2%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 1 5.0% 15 75.0% 11 55.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 6 20.0% 2 6.7%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 3 10.7% 4 14.3% 8 28.6% 8 28.6%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 57.1% 3 42.9%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 13 68.4% 14 73.7%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 2 4.4% 13 28.9% 14 31.1%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% 1 5.6% 8 44.4% 8 44.4%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 61.5% 17 65.4%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 2 4.7% 6 14.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 5 35.7% 4 28.6%

都道府県

保険者数

H22 H23

認知症専門相談
（医師等専門家による相談支援）

H22 H23

認知症高齢者見守り支援
（訪問による話し相手や家族の

外出支援等）

H22 H23

家族介護者教室

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 32 20.5% 36 23.1% 0 0.0% 1 0.6% 4 2.6% 4 2.6%

青森県 40 40 12 30.0% 11 27.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 0 0.0%

岩手県 24 24 11 45.8% 14 58.3% 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 2 8.3%

宮城県 35 35 15 42.9% 14 40.0% 1 2.9% 0 0.0% 2 5.7% 1 2.9%

秋田県 22 22 11 50.0% 10 45.5% 1 4.5% 1 4.5% 1 4.5% 3 13.6%

山形県 35 35 27 77.1% 26 74.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 3 8.6%

福島県 59 59 19 32.2% 20 33.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 16 36.4% 17 38.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 1 2.3%

栃木県 26 26 9 34.6% 9 34.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8%

群馬県 35 35 7 20.0% 9 25.7% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9%

埼玉県 61 61 10 16.4% 11 18.0% 2 3.3% 0 0.0% 4 6.6% 1 1.6%

千葉県 54 54 5 9.3% 5 9.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.6% 1 1.9%

東京都 62 62 16 25.8% 14 22.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 4.8% 4 6.5%

神奈川県 33 33 7 21.2% 5 15.2% 0 0.0% 1 3.0% 1 3.0% 1 3.0%

新潟県 30 30 13 43.3% 12 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 1 3.3%

富山県 9 9 6 66.7% 6 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 33.3%

石川県 19 19 8 42.1% 8 42.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

福井県 16 16 8 50.0% 7 43.8% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 2 12.5%

山梨県 27 27 7 25.9% 8 29.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4% 3 11.1%

長野県 63 63 42 66.7% 48 76.2% 1 1.6% 1 1.6% 8 12.7% 7 11.1%

岐阜県 36 36 13 36.1% 15 41.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8%

静岡県 35 35 21 60.0% 23 65.7% 0 0.0% 0 0.0% 3 8.6% 5 14.3%

愛知県 51 51 15 29.4% 24 47.1% 0 0.0% 0 0.0% 4 7.8% 5 9.8%

三重県 25 25 9 36.0% 10 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.0%

滋賀県 19 19 11 57.9% 11 57.9% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3%

京都府 26 26 24 92.3% 28 107.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%

大阪府 41 41 12 29.3% 14 34.1% 0 0.0% 0 0.0% 4 9.8% 3 7.3%

兵庫県 41 41 18 43.9% 22 53.7% 1 2.4% 1 2.4% 6 14.6% 7 17.1%

奈良県 39 39 17 43.6% 17 43.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1% 3 7.7%

和歌山県 30 30 6 20.0% 5 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 1 3.3%

鳥取県 17 17 9 52.9% 10 58.8% 0 0.0% 1 5.9% 4 23.5% 4 23.5%

島根県 11 11 12 109.1% 14 127.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 18.2% 2 18.2%

岡山県 27 27 6 22.2% 10 37.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%

広島県 23 23 13 56.5% 12 52.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 1 4.3%

山口県 19 19 6 31.6% 5 26.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

徳島県 23 23 2 8.7% 3 13.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 4.3%

香川県 17 17 9 52.9% 11 64.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0%

愛媛県 20 20 5 25.0% 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%

高知県 30 30 4 13.3% 3 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 2 6.7%

福岡県 28 28 5 17.9% 6 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6%

佐賀県 7 7 1 14.3% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 4 21.1% 6 31.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 11 24.4% 12 26.7% 2 4.4% 2 4.4% 0 0.0% 2 4.4%

大分県 18 18 8 44.4% 8 44.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% 1 5.6%

宮崎県 26 26 9 34.6% 10 38.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 11.5% 2 7.7%

鹿児島県 43 43 9 20.9% 9 20.9% 4 9.3% 3 7.0% 4 9.3% 5 11.6%

沖縄県 14 14 3 21.4% 6 42.9% 1 7.1% 3 21.4% 1 7.1% 3 21.4%

都道府県

保険者数

H22 H23

家族介護者交流会

H22 H23

介護者へのヘルスチェック
・健康相談

H22 H23

介護家族等相談
（電話、訪問、相談等）

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 1 0.6% 3 1.9% 0 0.0% 1 0.6% 1 0.6% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 3 8.6% 2 5.7% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 1 1.7%

茨城県 44 44 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3%

千葉県 54 54 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 2 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 21.1% 4 21.1%

京都府 26 26 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 2 4.9%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 3 7.3% 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 1 9.1% 1 9.1% 2 18.2% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 1 3.7% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 3 13.0% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 4 14.3% 4 14.3% 2 7.1% 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 2 4.4% 1 2.2% 0 0.0% 2 4.4% 2 4.4% 3 6.7%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

H22 H23

通所サービス（介護者が会合等に
参加できる要支援）

H22 H23

短期宿泊（高齢者の生活支援や
介護者支援）

ヘルパー派遣（介護者が会合等に
参加できる要支援）

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 1 0.6% 0 0.0% 1 0.6% 2 1.3% 0 0.0% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 1 3.0% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 2 6.7% 1 3.3%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 1 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 1 4.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

外出介護支援（交通費助成）

H22 H23

虐待防止普及啓発

H22 H23

虐待対応支援（支援会議等）

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 1 1.6% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

介護用品貸与（寝具等）

H22 H23

住宅改修費の助成

H22 H23

寝具類の丸洗い等

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 6 3.8% 0 0.0% 2 1.3%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 4 9.1% 2 4.5% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.3%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 2 3.2% 1 1.6% 1 1.6%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0% 1 3.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 1 1.6%

岐阜県 36 36 1 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 3 8.6% 2 5.7% 0 0.0% 1 2.9%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 1 3.8%

大阪府 41 41 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.9% 0 0.0% 1 2.4%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

その他

H22 H23

住民等による見守り支援

H22 H23

地域ボランティアの養成

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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３) その他の事業 

その他の事業の実施状況は、平成 22 年度・平成 23 年度共に、実施保険者の割合が最も高い

のは「成年後見制度利用支援（申立に要する経費等の助成）」であり、51％の保険者で実施され

ている。次いで、「配食サービス（見守り支援）」、「住宅改修理由書作成経費支援」は45％、「介護

相談員の派遣」は 25%であった。 

 

図表 92 【ウ】その他の事業の実施状況 

4,228,975円

5 3,259,614円 651,923円 1 1,104,190円 1,104,190円

8,480,000円 4,240,000円 2

348,133円

10 35,360,474円 3,536,047円 3 31,810,292円 10,603,431円

6 1,984,924円 330,821円

6,292,752円

6 1,576,981円 262,830円 4 1,462,190円 365,548円

41,062,229円 6,843,705円 6

2,174,099円

5 1,450,533円 290,107円 5 710,651円 142,130円

7 17,921,526円

779,679円

10 29,133,572円 2,913,357円 10 29,204,297円 2,920,430円

6,990,426円 873,803円 9

8 29,299,419円 3,662,427円

10 11,004,440円 1,100,444円

5 1,740,665円

2 8,457,950円

2,560,218円 7 15,218,695円

6 37,756,514円

11 21,070,291円

8 7,017,113円

2,172,880円 167,145円

1,915,481円

5 21,217,662円 4,243,532円

12 4,304,693円

18 4,938,060円 274,337円 13

358,724円 14

49,261,674円 3,078,855円

27,488,005円 1,963,429円

33,351,671円 2,382,262円

16 81,924,623円 5,120,289円 14

29 2,759,542円 95,157円 16

56,321,945円 2,964,313円

37 288,722,502円

20 57,721,537円 2,886,077円 19

7,803,311円 27

58,393,953円 2,085,498円

21,193,219円 815,124円

283,270,666円 10,491,506円

23 16,522,923円 718,388円 26

40 87,935,089円 2,198,377円 28

62,619,910円 1,423,180円

58 143,973,890円

35 61,837,539円 1,766,787円 44

2,482,308円 38

20,785,243円 329,924円

11,260,407円 234,592円

149,972,568円 3,946,647円

52 49,377,445円 949,566円 48

64 12,589,428円 196,710円 63

508,352,397円 6,354,405円

84 113,588,441円

60 341,340,137円 5,689,002円 80

1,352,243円 86

111,156,447円 1,195,231円

70,422,771円 628,775円

169,006,793円 1,965,195円

108 75,306,954円 697,287円 112

94 120,969,830円 1,286,913円 93

43,141,009円 435,768円

177 1,525,486,641円

77 49,559,324円 643,628円 99

8,618,569円 177

510,362,655円 2,617,244円

459,961,330円 2,598,652円

1,512,441,994円 8,544,870円

174 611,789,199円 3,516,030円 177

186 512,945,111円 2,772,676円 195

742,399,635円 1,879,493円

666 82,309,994円

371 814,917,065円 2,196,542円 395

123,589円 674

241,846,472円 318,219円

5,817,910,654円 8,371,094円

68,494,882円 101,624円

684 6,016,090,253円 8,795,454円 695

749 150,539,404円 200,987円 760

H22 H23

保険者数 事業費合計 事業費平均 保険者数
事業費
合計

事業費
平均

2 0.1%

1 0.1%

3 0.2%

5 0.3%

5 0.3%

7 0.4%

7 0.4%

10 0.6%

8 0.5%

12 0.8%

11 0.7%

15 0.9%

14 0.9%

17 1.1%

16 1.0%

20 1.3%

18 1.1%

33 2.1%

29 1.8%

44 2.8%

35 2.2%

60 3.8%

48 3.0%

82 5.2%

69 4.4%

113 7.2%

91 5.8%

137 8.7%

118 7.5%

185 11.7%

180 11.4%

48 3.0%

31 2.0%

39 2.5%

22 1.4%

訪問診療

29 1.8%

22 1.4%

18 1.1%

19 1.2%

13

布団乾燥、丸洗い等のサービス

地域包括支援センター職員研修

鍼灸マッサージ施術料助成

認知症専門相談（医師等専門家による相談等）

ケアマネ等への住宅改修や福祉用具の研修会等

訪問入浴サービス

訪問歯科診療

住宅改修費の助成

認知症広報啓発（予防教室、研修会等）

地域ボランティア養成

乳酸菌飲料等の支給（見守り支援）

H22 H23

実施
保険者数

％

698 44.2%

実施
保険者数

％

791 50.1%

701 44.4%

804 50.9%成年後見制度利用支援（申立に要する経費等の助成）

配食サービス（見守り支援）

住宅改修理由書作成経費支援

介護相談員の派遣 375 23.7%

見守り支援体制の構築（ネットワーク等）、支援の実施（声かけ、訪問等）

高齢者の生きがい健康づくり
（健康チェック、健康教室、家事教室、スポーツ大会、趣味活動など）

シルバーハウジング等への生活援助員の派遣

成年後見制度の周知・啓発

住宅改修の指導支援（アドバイザーの派遣等）

短期宿泊（高齢者の生活改善や保護、介護者支援）

ヘルパー等の派遣（高齢者の生活改善や介護者支援）

電話等による24時間通報対応支援等

認知症サポーター養成

権利擁護事業（福祉サービス利用支援等）

高齢者相談窓口の設置（各生活圏域への設置等）

その他

202 12.8%

177 11.2%

180 11.4%

104 6.6%

115 7.3%

117 7.4%

92 5.8%

62 3.9%

68 4.3%

61 3.9%

67 4.2%

35 2.2%

0.8%

6 0.4%

10 0.6%

10 0.6%

10 0.6%

7 0.4%

6 0.4%

高齢者のふれあいの場づくり、高齢者等交流事業

高齢者虐待防止対策（研修会やパンフによる啓発）

介護用品支給

輸送サービス（交通費の助成を含む）

地域包括支援センター運営協議会

高齢者実態把握

虐待対応支援（専門家等による支援会議）

福祉用具貸与等（帰宅支援、歩行車購入助成）

13 0.8%

2 0.1%

8 0.5%

6 0.4%

6 0.4%

711 45.0%

703 44.5%

400 25.3%

204 12.9%

 
（注）事業費は 1事業あたりの事業費が把握できるもののみ集計対象とした。 
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① 各項目について都道府県ごとの実施割合 

各項目について都道府県ごとの実施割合を示したものが次ページ以降の表である。（各項目

の平成 23 年度における実施割合上位 5 都道府県については編みかけをしている。なお、総数

が少なく、上位 5都道府県が特定できない場合には編みかけしていない。） 
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図表 93 各項目について都道府県ごとの実施割合 

実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 48 30.8% 51 32.7% 14 9.0% 21 13.5% 3 1.9% 3 1.9%

青森県 40 40 19 47.5% 19 47.5% 9 22.5% 9 22.5% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 11 45.8% 8 33.3% 4 16.7% 6 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 20 57.1% 11 31.4% 3 8.6% 6 17.1% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 7 31.8% 6 27.3% 2 9.1% 4 18.2% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 21 60.0% 18 51.4% 2 5.7% 8 22.9% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 12 20.3% 11 18.6% 2 3.4% 4 6.8% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 24 54.5% 23 52.3% 0 0.0% 4 9.1% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 15 57.7% 13 50.0% 2 7.7% 2 7.7% 2 7.7% 1 3.8%

群馬県 35 35 11 31.4% 11 31.4% 1 2.9% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 36 59.0% 42 68.9% 3 4.9% 5 8.2% 1 1.6% 3 4.9%

千葉県 54 54 33 61.1% 32 59.3% 2 3.7% 6 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 18 29.0% 14 22.6% 1 1.6% 2 3.2% 1 1.6% 0 0.0%

神奈川県 33 33 17 51.5% 22 66.7% 2 6.1% 4 12.1% 1 3.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 20 66.7% 18 60.0% 0 0.0% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 9 100.0% 8 88.9% 3 33.3% 3 33.3% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 16 84.2% 16 84.2% 0 0.0% 2 10.5% 1 5.3% 0 0.0%

福井県 16 16 8 50.0% 11 68.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 1 6.3%

山梨県 27 27 10 37.0% 9 33.3% 1 3.7% 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7%

長野県 63 63 20 31.7% 28 44.4% 2 3.2% 2 3.2% 0 0.0% 1 1.6%

岐阜県 36 36 19 52.8% 17 47.2% 2 5.6% 1 2.8% 1 2.8% 1 2.8%

静岡県 35 35 21 60.0% 19 54.3% 3 8.6% 5 14.3% 4 11.4% 4 11.4%

愛知県 51 51 19 37.3% 25 49.0% 6 11.8% 6 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 13 52.0% 12 48.0% 3 12.0% 4 16.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 16 84.2% 14 73.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5%

京都府 26 26 14 53.8% 12 46.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 32 78.0% 34 82.9% 4 9.8% 3 7.3% 5 12.2% 3 7.3%

兵庫県 41 41 28 68.3% 31 75.6% 2 4.9% 1 2.4% 2 4.9% 2 4.9%

奈良県 39 39 23 59.0% 21 53.8% 2 5.1% 2 5.1% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 14 46.7% 17 56.7% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 8 47.1% 8 47.1% 1 5.9% 1 5.9% 3 17.6% 2 11.8%

島根県 11 11 11 100.0% 11 100.0% 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 18 66.7% 20 74.1% 2 7.4% 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7%

広島県 23 23 16 69.6% 18 78.3% 7 30.4% 5 21.7% 0 0.0% 2 8.7%

山口県 19 19 16 84.2% 17 89.5% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 11 47.8% 16 69.6% 2 8.7% 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 14 82.4% 14 82.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 16 80.0% 14 70.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 15 50.0% 15 50.0% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 20 71.4% 24 85.7% 5 17.9% 3 10.7% 1 3.6% 0 0.0%

佐賀県 7 7 5 71.4% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 6 31.6% 7 36.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 16 35.6% 16 35.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4%

大分県 18 18 10 55.6% 10 55.6% 1 5.6% 2 11.1% 0 0.0% 1 5.6%

宮崎県 26 26 10 38.5% 8 30.8% 2 7.7% 1 3.8% 2 7.7% 1 3.8%

鹿児島県 43 43 17 39.5% 19 44.2% 4 9.3% 2 4.7% 1 2.3% 2 4.7%

沖縄県 14 14 8 57.1% 9 64.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高齢者虐待防止対策
（研修会やパンフによる啓発）

H22 H23H23

成年後見制度利用支援
（申立に要する経費等の助成）

都道府県

成年後見制度の周知・啓発保険者数

H22 H23

H22 H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 2 1.3% 2 1.3% 3 1.9% 8 5.1% 0 0.0% 1 0.6%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 2 8.3% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 2 3.4% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 2 4.5% 2 4.5% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 2 3.3% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6%

千葉県 54 54 1 1.9% 2 3.7% 4 7.4% 2 3.7% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 3 4.8% 3 4.8% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6%

神奈川県 33 33 1 3.0% 0 0.0% 2 6.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 3 10.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 1 5.3% 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 5 7.9% 5 7.9% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8% 1 2.8% 0 0.0% 1 2.8%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 3 8.6% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 3 5.9% 4 7.8% 0 0.0% 1 2.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 2 4.9% 7 17.1% 7 17.1% 0 0.0% 1 2.4%

兵庫県 41 41 1 2.4% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1% 2 5.1% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 1 9.1% 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3%

山口県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 1 3.6% 1 3.6% 2 7.1% 3 10.7% 4 14.3% 3 10.7%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 4 8.9% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

認知症広報啓発
（予防教室、研修会等）

H22 H23H22 H23

権利擁護事業
（福祉サービス利用支援等）

H22 H23

虐待対応支援
（専門家等による支援会議）

都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 41 26.3% 41 26.3%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 25.0% 10 25.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 12 50.0% 12 50.0%

宮城県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 9 25.7% 7 20.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 40.9% 10 45.5%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 15 42.9% 16 45.7%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 22.0% 14 23.7%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 3 6.8% 1 2.3% 21 47.7% 18 40.9%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 17 65.4% 16 61.5%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 10 28.6% 12 34.3%

埼玉県 61 61 1 1.6% 0 0.0% 10 16.4% 12 19.7% 38 62.3% 40 65.6%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 64.8% 37 68.5%

東京都 62 62 3 4.8% 3 4.8% 3 4.8% 1 1.6% 23 37.1% 19 30.6%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0% 1 3.0% 21 63.6% 18 54.5%

新潟県 30 30 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 36.7% 10 33.3%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% 4 44.4% 5 55.6%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 1 5.3% 7 36.8% 8 42.1%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 1 6.3% 8 50.0% 11 68.8%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 14.8% 7 25.9%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 0 0.0% 14 22.2% 15 23.8%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 6 16.7% 7 19.4% 19 52.8% 17 47.2%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 25 71.4% 25 71.4%

愛知県 51 51 1 2.0% 0 0.0% 5 9.8% 2 3.9% 26 51.0% 22 43.1%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 3 12.0% 14 56.0% 15 60.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 31.6% 6 31.6%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 11 42.3% 14 53.8%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 5 12.2% 34 82.9% 34 82.9%

兵庫県 41 41 0 0.0% 1 2.4% 2 4.9% 1 2.4% 27 65.9% 27 65.9%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 23 59.0% 24 61.5%

和歌山県 30 30 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 10 33.3% 10 33.3%

鳥取県 17 17 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9% 1 5.9% 3 17.6% 2 11.8%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 81.8% 9 81.8%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4% 2 7.4% 16 59.3% 15 55.6%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 3 13.0% 12 52.2% 10 43.5%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 68.4% 14 73.7%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 30.4% 6 26.1%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 41.2% 9 52.9%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 3 15.0% 3 15.0% 12 60.0% 10 50.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 5 16.7% 6 20.0% 8 26.7% 9 30.0%

福岡県 28 28 2 7.1% 2 7.1% 1 3.6% 1 3.6% 13 46.4% 15 53.6%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 85.7% 7 100.0%

長崎県 19 19 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 8 42.1% 10 52.6%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 3 6.7% 3 6.7% 14 31.1% 14 31.1%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 72.2% 12 66.7%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 2 7.7% 16 61.5% 16 61.5%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 3 7.0% 6 14.0% 17 39.5% 17 39.5%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1% 7 50.0% 8 57.1%

認知症サポーター養成

H22 H23

住宅改修理由書作成経費支援

H22 H23

認知症専門相談
（医師等専門家による相談支援）

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 12 7.7% 14 9.0% 1 0.6% 0 0.0% 19 12.2% 21 13.5%

青森県 40 40 3 7.5% 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 10.0% 4 10.0%

岩手県 24 24 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.3% 2 8.3%

宮城県 35 35 2 5.7% 3 8.6% 0 0.0% 0 0.0% 6 17.1% 6 17.1%

秋田県 22 22 3 13.6% 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 1 4.5%

山形県 35 35 9 25.7% 9 25.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 2 5.7%

福島県 59 59 4 6.8% 4 6.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.8% 4 6.8%

茨城県 44 44 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.8% 3 6.8%

栃木県 26 26 0 0.0% 2 7.7% 1 3.8% 1 3.8% 4 15.4% 3 11.5%

群馬県 35 35 1 2.9% 2 5.7% 0 0.0% 1 2.9% 2 5.7% 2 5.7%

埼玉県 61 61 3 4.9% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.3% 4 6.6% 2 3.3%

千葉県 54 54 3 5.6% 3 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.6% 3 5.6%

東京都 62 62 13 21.0% 11 17.7% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.1% 5 8.1%

神奈川県 33 33 4 12.1% 4 12.1% 0 0.0% 0 0.0% 7 21.2% 7 21.2%

新潟県 30 30 1 3.3% 3 10.0% 1 3.3% 1 3.3% 5 16.7% 5 16.7%

富山県 9 9 2 22.2% 3 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 44.4% 4 44.4%

石川県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 2 10.5%

福井県 16 16 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 1 6.3%

山梨県 27 27 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4% 2 7.4%

長野県 63 63 3 4.8% 5 7.9% 1 1.6% 0 0.0% 6 9.5% 6 9.5%

岐阜県 36 36 2 5.6% 2 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8% 1 2.8%

静岡県 35 35 4 11.4% 4 11.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 3 8.6%

愛知県 51 51 5 9.8% 6 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 11 21.6% 11 21.6%

三重県 25 25 1 4.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0% 1 4.0%

滋賀県 19 19 3 15.8% 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 2 10.5%

京都府 26 26 5 19.2% 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8%

大阪府 41 41 2 4.9% 2 4.9% 1 2.4% 1 2.4% 13 31.7% 13 31.7%

兵庫県 41 41 6 14.6% 4 9.8% 0 0.0% 1 2.4% 13 31.7% 13 31.7%

奈良県 39 39 1 2.6% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6% 2 5.1%

和歌山県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3%

鳥取県 17 17 2 11.8% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 2 11.8%

島根県 11 11 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 4 36.4% 2 18.2%

岡山県 27 27 2 7.4% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 11.1% 4 14.8%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 26.1% 4 17.4%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 26.3% 5 26.3%

徳島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 17.4% 4 17.4%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9%

愛媛県 20 20 1 5.0% 2 10.0% 1 5.0% 0 0.0% 2 10.0% 2 10.0%

高知県 30 30 0 0.0% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3%

福岡県 28 28 1 3.6% 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 10.7% 3 10.7%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 2 10.5% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

熊本県 45 45 2 4.4% 3 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 2 4.4%

大分県 18 18 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 16.7% 2 11.1%

宮崎県 26 26 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 1 3.8%

鹿児島県 43 43 2 4.7% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 18.6% 11 25.6%

沖縄県 14 14 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 14.3% 2 14.3%

シルバーハウジング等への
生活援助員の派遣

H22 H23

住宅改修の指導支援
（アドバイザーの派遣等）

H22 H23

ケアマネ等への住宅改修や
福祉用具の研修会等

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 3 1.9% 4 2.6% 3 1.9% 6 3.8% 3 1.9% 3 1.9%

青森県 40 40 5 12.5% 6 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.0% 1 2.5%

岩手県 24 24 4 16.7% 7 29.2% 2 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 4 11.4% 3 8.6% 2 5.7% 0 0.0% 1 2.9% 2 5.7%

秋田県 22 22 1 4.5% 1 4.5% 1 4.5% 1 4.5% 3 13.6% 3 13.6%

山形県 35 35 7 20.0% 7 20.0% 1 2.9% 0 0.0% 2 5.7% 2 5.7%

福島県 59 59 9 15.3% 10 16.9% 1 1.7% 0 0.0% 5 8.5% 5 8.5%

茨城県 44 44 7 15.9% 7 15.9% 0 0.0% 0 0.0% 6 13.6% 5 11.4%

栃木県 26 26 4 15.4% 4 15.4% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 5 14.3% 7 20.0% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9%

埼玉県 61 61 16 26.2% 18 29.5% 0 0.0% 1 1.6% 8 13.1% 7 11.5%

千葉県 54 54 26 48.1% 26 48.1% 3 5.6% 3 5.6% 2 3.7% 3 5.6%

東京都 62 62 11 17.7% 10 16.1% 4 6.5% 4 6.5% 8 12.9% 6 9.7%

神奈川県 33 33 19 57.6% 21 63.6% 0 0.0% 1 3.0% 4 12.1% 4 12.1%

新潟県 30 30 4 13.3% 6 20.0% 1 3.3% 0 0.0% 2 6.7% 1 3.3%

富山県 9 9 8 88.9% 9 100.0% 2 22.2% 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0%

石川県 19 19 5 26.3% 4 21.1% 1 5.3% 1 5.3% 3 15.8% 3 15.8%

福井県 16 16 9 56.3% 8 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 12.5% 2 12.5%

山梨県 27 27 3 11.1% 4 14.8% 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7%

長野県 63 63 12 19.0% 13 20.6% 4 6.3% 1 1.6% 1 1.6% 2 3.2%

岐阜県 36 36 12 33.3% 11 30.6% 2 5.6% 1 2.8% 3 8.3% 3 8.3%

静岡県 35 35 17 48.6% 18 51.4% 2 5.7% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9%

愛知県 51 51 19 37.3% 22 43.1% 0 0.0% 2 3.9% 3 5.9% 3 5.9%

三重県 25 25 7 28.0% 7 28.0% 1 4.0% 1 4.0% 4 16.0% 6 24.0%

滋賀県 19 19 10 52.6% 11 57.9% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3%

京都府 26 26 12 46.2% 13 50.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8%

大阪府 41 41 30 73.2% 31 75.6% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4% 4 9.8%

兵庫県 41 41 13 31.7% 14 34.1% 5 12.2% 2 4.9% 9 22.0% 9 22.0%

奈良県 39 39 7 17.9% 6 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6%

和歌山県 30 30 4 13.3% 2 6.7% 3 10.0% 2 6.7% 4 13.3% 4 13.3%

鳥取県 17 17 5 29.4% 6 35.3% 1 5.9% 1 5.9% 2 11.8% 2 11.8%

島根県 11 11 7 63.6% 8 72.7% 1 9.1% 0 0.0% 3 27.3% 3 27.3%

岡山県 27 27 5 18.5% 6 22.2% 2 7.4% 1 3.7% 2 7.4% 1 3.7%

広島県 23 23 5 21.7% 4 17.4% 0 0.0% 1 4.3% 6 26.1% 3 13.0%

山口県 19 19 7 36.8% 8 42.1% 1 5.3% 0 0.0% 4 21.1% 4 21.1%

徳島県 23 23 2 8.7% 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 2 11.8% 2 11.8% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 12 60.0% 11 55.0% 3 15.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 1 3.3% 2 6.7% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 8 28.6% 9 32.1% 4 14.3% 3 10.7% 7 25.0% 7 25.0%

佐賀県 7 7 5 71.4% 5 71.4% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 4 21.1% 6 31.6% 3 15.8% 3 15.8% 1 5.3% 1 5.3%

熊本県 45 45 1 2.2% 2 4.4% 4 8.9% 3 6.7% 4 8.9% 2 4.4%

大分県 18 18 2 11.1% 2 11.1% 1 5.6% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 7 26.9% 7 26.9% 0 0.0% 0 0.0% 4 15.4% 3 11.5%

鹿児島県 43 43 8 18.6% 9 20.9% 2 4.7% 0 0.0% 3 7.0% 3 7.0%

沖縄県 14 14 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

短期宿泊（高齢者の生活改善や
保護、介護者支援）

H22 H23

介護相談員の派遣
高齢者相談窓口の設置
（各生活圏域への設置等）

H22 H23 H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 10 6.4% 11 7.1% 55 35.3% 54 34.6% 2 1.3% 1 0.6%

青森県 40 40 1 2.5% 1 2.5% 13 32.5% 14 35.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 1 4.2% 0 0.0% 19 79.2% 20 83.3% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 12 34.3% 10 28.6% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 3 13.6% 4 18.2% 14 63.6% 15 68.2% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 3 8.6% 2 5.7% 14 40.0% 14 40.0% 2 5.7% 3 8.6%

福島県 59 59 2 3.4% 2 3.4% 13 22.0% 14 23.7% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 3 6.8% 2 4.5% 18 40.9% 20 45.5% 1 2.3% 1 2.3%

栃木県 26 26 1 3.8% 2 7.7% 7 26.9% 7 26.9% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 2 5.7% 3 8.6% 18 51.4% 20 57.1% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 5 8.2% 5 8.2% 25 41.0% 25 41.0% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 4 7.4% 2 3.7% 22 40.7% 21 38.9% 1 1.9% 2 3.7%

東京都 62 62 2 3.2% 0 0.0% 7 11.3% 6 9.7% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 1 3.0% 0 0.0% 15 45.5% 15 45.5% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 12 40.0% 11 36.7% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 2 22.2% 0 0.0% 10 111.1% 12 133.3% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 15 78.9% 14 73.7% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 1 6.3% 1 6.3% 4 25.0% 5 31.3% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 7 25.9% 8 29.6% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 4 6.3% 4 6.3% 28 44.4% 31 49.2% 1 1.6% 0 0.0%

岐阜県 36 36 3 8.3% 3 8.3% 18 50.0% 16 44.4% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 15 42.9% 14 40.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 14 27.5% 15 29.4% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 4 16.0% 3 12.0% 10 40.0% 15 60.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 11 57.9% 11 57.9% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 1 3.8% 12 46.2% 12 46.2% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 29 70.7% 29 70.7% 1 2.4% 1 2.4%

兵庫県 41 41 0 0.0% 3 7.3% 25 61.0% 22 53.7% 1 2.4% 1 2.4%

奈良県 39 39 2 5.1% 1 2.6% 23 59.0% 23 59.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 5 16.7% 6 20.0% 14 46.7% 12 40.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 2 11.8% 1 5.9% 7 41.2% 7 41.2% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 2 18.2% 2 18.2% 17 154.5% 16 145.5% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 7 25.9% 7 25.9% 16 59.3% 18 66.7% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 5 21.7% 5 21.7% 13 56.5% 11 47.8% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 2 10.5% 2 10.5% 11 57.9% 14 73.7% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 9 39.1% 8 34.8% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 4 23.5% 4 23.5% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 14 70.0% 12 60.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 9 30.0% 9 30.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 4 14.3% 5 17.9% 18 64.3% 19 67.9% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 5 71.4% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 3 15.8% 3 15.8% 14 73.7% 15 78.9% 1 5.3% 1 5.3%

熊本県 45 45 3 6.7% 3 6.7% 15 33.3% 16 35.6% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 1 5.6% 14 77.8% 13 72.2% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 1 3.8% 3 11.5% 10 38.5% 9 34.6% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 3 7.0% 2 4.7% 17 39.5% 19 44.2% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 9 64.3% 11 78.6% 0 0.0% 0 0.0%

乳酸菌飲料等の支給
（見守り支援）

H22 H23

ヘルパー等の派遣（高齢者の
生活改善や介護者支援）

H22 H23

配食サービス（見守り支援）

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 5 3.2% 7 4.5% 13 8.3% 10 6.4% 0 0.0% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 4 10.0% 3 7.5% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 2 8.3% 2 8.3% 5 20.8% 8 33.3% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 3 8.6% 3 8.6% 4 11.4% 3 8.6% 3 8.6% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 2 5.7% 2 5.7% 5 14.3% 5 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 4 6.8% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3%

栃木県 26 26 2 7.7% 0 0.0% 5 19.2% 6 23.1% 0 0.0% 1 3.8%

群馬県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 2 3.3% 1 1.6% 7 11.5% 13 21.3% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 6 11.1% 5 9.3% 2 3.7% 3 5.6% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 1 1.6% 2 3.2% 3 4.8% 5 8.1% 1 1.6% 1 1.6%

神奈川県 33 33 0 0.0% 1 3.0% 5 15.2% 2 6.1% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 1 3.3% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 2 22.2% 4 44.4% 6 66.7% 0 0.0% 1 11.1%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 5 26.3% 5 26.3% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 4 25.0% 3 18.8% 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 3 11.1% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 1 1.6% 1 1.6% 9 14.3% 14 22.2% 1 1.6% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 13 36.1% 5 13.9% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 3 8.6% 4 11.4% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 6 11.8% 4 7.8% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 4 16.0% 2 8.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 1 5.3% 3 15.8% 2 10.5% 6 31.6% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 3 11.5% 3 11.5% 5 19.2% 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 1 2.4% 10 24.4% 9 22.0% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県 41 41 5 12.2% 6 14.6% 8 19.5% 12 29.3% 3 7.3% 2 4.9%

奈良県 39 39 4 10.3% 5 12.8% 3 7.7% 4 10.3% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 3 10.0% 5 16.7% 1 3.3% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 8 47.1% 4 23.5% 0 0.0% 1 5.9%

島根県 11 11 1 9.1% 0 0.0% 1 9.1% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 3 11.1% 3 11.1% 0 0.0% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 2 8.7% 2 8.7% 7 30.4% 6 26.1% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 4 21.1% 7 36.8% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 1 5.9% 1 5.9% 1 5.9% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 1 5.0% 1 5.0% 1 5.0% 0 0.0% 1 5.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 4 13.3% 3 10.0% 0 0.0% 1 3.3%

福岡県 28 28 2 7.1% 4 14.3% 5 17.9% 6 21.4% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 3 42.9% 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 2 10.5% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 5 11.1% 10 22.2% 9 20.0% 7 15.6% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 2 11.1% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 2 7.7% 4 15.4% 4 15.4% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 3 7.0% 7 16.3% 6 14.0% 0 0.0% 1 2.3%

沖縄県 14 14 0 0.0% 1 7.1% 2 14.3% 1 7.1% 1 7.1% 1 7.1%

見守り支援体制の構築
（ネットワーク等）、支援の実施

（声かけ、訪問等）

H22 H23

地域ボランティア養成

H22 H23

電話等による24時間通報
対応支援等

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 4 2.6% 0 0.0% 9 5.8% 10 6.4% 0 0.0% 1 0.6%

青森県 40 40 3 7.5% 2 5.0% 7 17.5% 5 12.5% 0 0.0% 1 2.5%

岩手県 24 24 1 4.2% 1 4.2% 5 20.8% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 2 5.7% 3 8.6% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 3 13.6% 2 9.1% 6 27.3% 10 45.5% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 3 8.6% 0 0.0% 5 14.3% 6 17.1% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 1 2.3% 0 0.0% 6 13.6% 6 13.6% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 1 3.8% 3 11.5% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 2 3.3% 1 1.6% 6 9.8% 4 6.6% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 1 1.9% 0 0.0% 2 3.7% 2 3.7% 1 1.9% 1 1.9%

東京都 62 62 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6%

神奈川県 33 33 1 3.0% 0 0.0% 5 15.2% 2 6.1% 1 3.0% 1 3.0%

新潟県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 3 10.0% 3 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 2 22.2% 4 44.4% 8 88.9% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 2 10.5% 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0%

福井県 16 16 4 25.0% 3 18.8% 4 25.0% 4 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 3 11.1% 3 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 2 3.2% 2 3.2% 7 11.1% 7 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 1 2.8% 0 0.0% 5 13.9% 5 13.9% 1 2.8% 1 2.8%

静岡県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 2 3.9% 2 3.9% 8 15.7% 8 15.7% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 1 3.8% 2 7.7% 5 19.2% 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 2 4.9% 2 4.9% 13 31.7% 13 31.7% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県 41 41 1 2.4% 0 0.0% 2 4.9% 2 4.9% 1 2.4% 1 2.4%

奈良県 39 39 2 5.1% 0 0.0% 4 10.3% 5 12.8% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 1 5.9% 0 0.0% 2 11.8% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 1 9.1% 4 36.4% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 5 26.3% 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 1 4.3% 1 4.3% 11 47.8% 11 47.8% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 1 5.0% 7 35.0% 7 35.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 1 3.6% 0 0.0% 6 21.4% 6 21.4% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 5 71.4% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 1 2.2% 2 4.4% 2 4.4% 4 8.9% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 2 11.1% 2 11.1% 3 16.7% 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 1 3.8% 1 3.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 1 2.3% 2 4.7% 2 4.7% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 2 14.3% 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

訪問入浴サービス

H22 H23

高齢者のふれあいの場づくり、
高齢者等交流事業

H22 H23

高齢者の生きがい健康づくり
（健康チェック、健康教室、家事教
室、スポーツ大会、趣味活動など）

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 1 2.5%

岩手県 24 24 1 4.2% 1 4.2% 1 4.2% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 1 2.9% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 2 10.5% 0 0.0% 2 10.5% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

訪問診療

H22 H23

訪問歯科診療

H22 H23

鍼灸マッサージ施術料助成

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 2 1.3% 2 1.3% 3 1.9% 3 1.9% 3 1.9% 1 0.6%

青森県 40 40 1 2.5% 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2% 1 4.2% 1 4.2% 1 4.2%

宮城県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 5 14.3% 6 17.1%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 2 9.1%

山形県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7%

茨城県 44 44 1 2.3% 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 2 4.5% 3 6.8%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 2 7.7% 2 7.7%

群馬県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 4.9% 3 4.9%

千葉県 54 54 2 3.7% 1 1.9% 1 1.9% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0%

岐阜県 36 36 0 0.0% 1 2.8% 1 2.8% 0 0.0% 3 8.3% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.0% 1 4.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.9% 0 0.0%

兵庫県 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3% 3 10.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 1 5.9% 1 5.9% 1 5.9%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 3 10.7% 3 10.7%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 2 4.7% 3 7.0% 2 4.7% 2 4.7% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1%

都道府県

保険者数

H22 H23

住宅改修費の助成

H22 H23

福祉用具貸与等
（帰宅支援、歩行車購入助成）

H22 H23

介護用品支給

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0%

青森県 40 40 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5%

岩手県 24 24 1 4.2% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 1 4.5% 2 9.1%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6%

千葉県 54 54 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.7% 2 3.7%

東京都 62 62 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福井県 16 16 1 6.3% 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%

長野県 63 63 2 3.2% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 3 4.8% 1 1.6%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9%

愛知県 51 51 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.9% 1 2.0%

三重県 25 25 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県 19 19 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府 41 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 0 0.0%

兵庫県 41 41 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.9% 0 0.0%

奈良県 39 39 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3%

鳥取県 17 17 0 0.0% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9%

島根県 11 11 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 1 5.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県 28 28 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 10.7% 2 7.1%

佐賀県 7 7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県 19 19 1 5.3% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

熊本県 45 45 3 6.7% 4 8.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2%

大分県 18 18 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 1 2.3% 1 2.3% 0 0.0% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0%

沖縄県 14 14 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1%

高齢者実態把握

H22 H23

輸送サービス
（交通費の助成を含む）

H22 H23

布団乾燥、丸洗い等のサービス

H22 H23都道府県

保険者数

H22 H23
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実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％
実施保
険者数

％

北海道 156 156 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0%

青森県 40 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.0% 0 0.0%

岩手県 24 24 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2%

宮城県 35 35 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県 22 22 1 4.5% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山形県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0%

福島県 59 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県 44 44 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県 35 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

埼玉県 61 61 8 13.1% 3 4.9% 5 8.2% 1 1.6% 2 3.3% 3 4.9%

千葉県 54 54 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東京都 62 62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県 33 33 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 9.1% 0 0.0%

新潟県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 0 0.0%

富山県 9 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 22.2% 2 22.2%

石川県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

福井県 16 16 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3%

山梨県 27 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%

長野県 63 63 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 7.9% 7 11.1%

岐阜県 36 36 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.8% 2 5.6%

静岡県 35 35 0 0.0% 2 5.7% 1 2.9% 0 0.0% 2 5.7% 1 2.9%

愛知県 51 51 3 5.9% 0 0.0% 2 3.9% 2 3.9% 3 5.9% 3 5.9%

三重県 25 25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.0%

滋賀県 19 19 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3%

京都府 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8%

大阪府 41 41 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 1 2.4% 0 0.0%

兵庫県 41 41 1 2.4% 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4%

奈良県 39 39 1 2.6% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県 30 30 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県 17 17 1 5.9% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 2 11.8%

島根県 11 11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県 27 27 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

広島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

山口県 19 19 3 15.8% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 4 21.1%

徳島県 23 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

香川県 17 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛媛県 20 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.0%

高知県 30 30 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3%

福岡県 28 28 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.1% 2 7.1%

佐賀県 7 7 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 28.6% 2 28.6%

長崎県 19 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 3 15.8%

熊本県 45 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

大分県 18 18 4 22.2% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6%

宮崎県 26 26 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県 43 43 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 2 4.7%

沖縄県 14 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0%

都道府県

保険者数

H22 H23

地域包括支援センター運営協議会

H22 H23

地域包括支援センター職員研修

H22 H23

その他

H22 H23
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２．定性的調査 
(１) ヒアリング調査概要 

１) 調査方法 
① 調査方法 

平成 24 年度地域支援事業実施状況等に関する調査の回答結果等により対象を選定し、保

険者に訪問ヒアリングを実施した。 

 

 

② 調査対象 

平成 24 年度地域支援事業実施状況等に関する調査の回答結果等を踏まえ、9 保険者を選

定した。 

 

図表 94 調査対象の選定の考え方 

平成 24 年度地域支援事業実施状況等に

関する調査の回答結果 

 自由記述の記入内容 

 任意事業その他の記入内容 

既存資料等による事例紹介  文献資料 

 

図表 95 地域支援事業の取り組み事例：取り組みの特徴 

№ 自治体名 取り組みの特徴 

1 東京都品川区 
はつらつ健康教室の取り組み（予防サービスの民営スポーツクラブへ

の委託 

2 静岡県焼津市 在宅ケア連携ノート配布事業 

3 鳥取県鳥取市 ファミリーサポートセンター事業 

4 岡山県備前市 あんしん電話システム事業 

5 山口県岩国市 長寿いきいき見守り事業 

6 福岡県行橋市 
自立支援に関するケアマネジメント（総合事業版のアセスメントシート

や退院後・ターミナルの方等への生活指導などを含めて） 

7 佐賀県伊万里市 愛の一声運動推進事業 

8 長崎県佐々町 高齢者ボランティアの育成・養成と日常生活支援サービスへの活用 

9 熊本県山鹿市 温泉施設を活用した総合事業の展開 

 

③ 調査時期 

平成 24 年 2 月～3月 
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④ 調査項目 

地域支援事業や介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況、取り組み上の工夫、課題等

についてヒアリングした。 

 

図表 96 ヒアリング内容 

 

１．人口と高齢化率 

 

２．地域支援事業の概要 

①地域包括支援センターの概要 

②地域支援事業全体の取り組みについて 

③介護予防・日常生活支援総合事業について 

 

３．特徴的な活動について（各保険者ごとに特徴的な活動に焦点を当ててヒアリング） 

 活動をはじめた背景  

 活動を軌道に乗せた経緯  

 現状の取り組み内容  

 取り組みの効果  

 取り組みの課題  

 今後の方向性  
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２) 調査結果まとめ 

 

① 取り組みの特徴と地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）実施上の課題 

ヒアリング対象となった保険者では、高齢者の多様なニーズにきめ細かく対応するとともに、行

政を取り巻く様々な地域資源を活用しながら、住民主体で重層的な見守り・介護予防・健康づく

りの活動を展開している姿勢が共通していた。 

 それぞれの保険者において、何らかのケアを必要とする高齢者に対するサービス水準を高

めながら、要介護認定率の抑制や保険給付費の低減を目指した取り組みが志向されている。中

でも、品川区、行橋市、佐々町、山鹿市では、より効果的な事業推進を図るために、介護予防・

日常生活支援総合事業の取り組みが実践されている。 

現時点では、取り組みの定量的な効果は明確な形では報告されていないが、現在の取り組

みが着実に実施されて、対象となる高齢者が拡大していけば、介護保険財政上の効果が現れ

ることが期待される。 

 ただし、いずれの保険者も、取り組みの参加者の拡大（サービス利用者だけでなく、ボラン

ティアやサポーター等も含めて）や、介護予防・健康づくりとまちづくりの有機的な連携には課題

を抱えており、国全体としても、先行的な事例の収集を含めたスキル・ノウハウ・知見の蓄積を図

り、周知・広報していくことが望まれる。 
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② 個別事例の取りまとめ結果 

地域支援事業の実施において、特徴的な取り組みを行っている 9 保険者を対象にヒアリング

調査を実施した。ヒアリング調査結果をもとに、各保険者の特徴的な取り組みを整理すると、以

下の通りである。 

 

図表 97 ヒアリングした保険者の取り組み 

１ 東京都品川区 

■取り組みの特徴 ： はつらつ健康教室の取り組み（予防サービスの民営スポーツクラブへの委託 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、二次予防事業の基本チェックリストの結果に基づいて、「はつらつ健康教室」を実施している。

1 クール 3 ヶ月、週 1回の合計12回で実施されており、区内の民営スポーツクラブに運営を委託している。

修了した後は、自主的なグループ活動を継続していけるように誘導している。 

②効果 

 参加者の体力測定によれば、運動器において向上・維持の効果が見られた。また、80 歳代を含めて半数

以上の参加者で身長の伸びが見られる。姿勢が良くなり、背筋力も向上しているものと考えられる。 

③課題 

 教室参加者の修了後のフォローアップが課題である。フォローアップを進める中で、要介護認定率に及ぼ

す影響・効果についても明らかにしていくことが求められる。 

２ 静岡県焼津市 

■取り組みの特徴 ：在宅ケア連携ノート配布事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、在宅で介護保険の居宅サービスを利用している人や、一人暮らしや高齢者のみ世帯等で何ら

かの支援が必要な方に対して、在宅ケア連携の一助となるよう、必要事項を記載できるノートを配布するも

のである。実際には、バインダーの形であり、満足感のある生活を送ることができるよう日々の状況を記録

し、関連する書類を挟みこんで保管できるようになっている。 

かかりつけ医師、歯科医師、薬剤師や医療・介護・福祉サービスを提供する事業者が、その方の状態をき

ちんと把握し共通認識を持った上で、十分な連携を図り継続したサービスを提供するためのツールとして活

用されている。 

②効果 

 利用者本人（家族）と介護支援専門員との連携だけではなく、主治医（医療機関）や介護サービス事業

者、民生委員等との連携も図られることで、切れ目のない支援や見守り等が可能となっている。また、ノート

の内容は常に、関係者の間で議論しながら改訂が重ねられており、関係者間の意識統一・情報共有の促

進にもつながっている。 

③課題 

 利用者又はその家族等の承諾が必須であるが、個人情報（プライバシー）の提供については、関係者（団

体）には配慮いただくようお願いしている。これまでに問題が発生したケースはないが、ノート内には機微情

報が多数存在するため、取扱いには、今後も注意していく必要がある。 
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３ 鳥取県鳥取市 

■取り組みの特徴 ： ファミリーサポートセンター事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、高齢者の方等が地域の中で安心して暮らしていけるように簡単な家事等の援助を行うもので

ある。手助けしたい人（協力会員）と手助けがほしい人（依頼会員）がファミリーサポートセンターに登録し

て、適宜、サービスの利用と提供を行う仕組みになっている。援助は、「室内の掃除や洗濯」「高齢者・病院

の世話や話し相手」「簡単な作業のお手伝い」「病院や外出の付き添い」「買い物や食事の準備」等である。

②効果 

 困りごとの相談を受けた際に、利用者（依頼会員）と提供者（協力会員）のマッチングを地域ごとに行って

いるので、地域のつながりや交流を深めることにも貢献している。 

③課題 

 依頼会員、援助会員のうち活動している会員は、どちらも２割程度にとどまっているため、市町村合併以

前の旧町村地域を中心に、事業の周知および新規の会員獲得を図ることが最大の課題である。 

４ 岡山県備前市 

■取り組みの特徴 ：あんしん電話システム事業  

専門職に連絡・相談することで、孤独感の解消、安心感の醸成を実現 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、独居高齢者等を対象に、家庭内の事故等による通報に対し、24 時間応答可能な安心電話を

設置することにより、日常生活における不安の解消と緊急時の迅速な対応ができる体制整備を行い、在宅

支援を支援する事業である。65 歳以上の独居者及び 75 歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、自己申請

並びに介護支援専門員・民生委員等による申請により、利用者を決定する手続がとられている。申請に際

しては、利用者の緊急連絡先はもとより、近所に 3名の協力員を登録することが原則とされている。 

②効果 

 市民に対して、民生委員のみならず、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、広報誌等により事

業内容を周知することで、あんしん電話の設置世帯が徐々に増加している。緊急時だけでなく、日常のふと

した相談等の対応にも応じている点が、利用者から好評を受けている。 

③課題 

 緊急時の対応をスムーズかつ迅速に行うための協力員 3名の確保が困難になってきていることが挙げら

れる。その背景としては、近年では利用者の近所付き合いが昔のように密ではなくなっていることに加

え、協力員自身も高齢化しており、協力自体が困難となって辞退するケース、死亡や施設入所によって協

力員に欠員が出るケースが多数発生している。 
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５ 山口県岩国市 

■取り組みの特徴 ：長寿いきいき見守り事業 

地域ごとにきめ細やかに福祉員を配置し、見守りを実施 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、市内２３地域に計636人(H24年 12月末現在)の福祉員が、各地域で、見守りが必要な独居高

齢者に対し、おおむね１ヶ月に１回程度、見守り活動（訪問や声かけ等）を実施するものである。見守り状

況について３ヶ月に１回は報告書にて社会福祉協議会及び地域包括支援センターへ報告があり、急を要

する安否確認や相談については、その都度、福祉員より連絡を受けて対応し、必要に応じて関係機関への

支援へ繋げている。 

②効果 

 地域の高齢者の状況を把握しやすくなり、必要時の対応を迅速に行えるようになってきている。また、逆

に、地域の方から地域包括支援センターに相談や連絡が入った情報に関して、必要に応じて、福祉員へ日

頃の様子を確認したり、見守り支援を依頼したりして、安心して生活できる環境づくりの一端を担っている。

③ 題 

 近所との交流も少なく、福祉員の訪問や声かけも拒否する高齢者へ対して、どのように見守り体制を整え

ていくか、また、福祉員や民生委員だけが見守るのではなく、地域全体での見守り体制、環境づくりへの取

組み、及び、それにかかる個人情報の取り扱いの仕方が、今後の課題である。 

 

 

６ 福岡県行橋市 

■取り組みの特徴 ：自立支援に関するケアマネジメント 

（総合事業版のアセスメントシートや退院後・ターミナルの方等への生活指導などを含

めて）在宅介護女性ほっとひといき支援事業 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 行橋市では、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している。その中で、高齢者一人ひとりのニーズ

に合わせたサービス提供を図るために、自立支援に関するケアマネジメントに力を入れて取り組んでいる。

また、退院後のケースやターミナルケアのケースなど、介護保険のサービス提供が間に合わない場合に

は、緊急的なショートステイ・ホームヘルプ等のサービス提供を実施している。 

②効果 

 地域包括支援センターの職員が個別ケースへの対応力を高めることができる。地域の関係者との連携が

進み、対象者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細かい対応が可能となっている。 

③課題 

 地域ニーズを掘り起こしていくための、住民リーダーの育成を進める必要がある。また、地域包括支援セ

ンターの担当者が地域の様々な関係機関と連携を進めて、さらに地域から頼られる存在になることが求め

られている。 
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７ 佐賀県伊万里市 

■取り組みの特徴 ：愛の一声運動推進事業 

“近所ぐるみ”での高齢者見守り活動が地域に根付く 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、見守りや日々の安否確認が必要と認められる高齢者に対して、訪問連絡員が訪問をし、話し

相手や相談相手となって高齢者の孤独感・不安感を取り除くとともに、健康や安否の確認を行い、高齢者

福祉の増進を図るものである。本事業は地区民生・児童委員へ委託されており、訪問対象者は、民生・児

童委員が選定しており、その数は平成 23 年度には 233 人となっている。 

②効果 

 地区の状況をよく知る方々（老人福祉生活員、地区民生・児童委員）等が現状調査に基づき訪問対象者

を選定し、訪問連絡員へ依頼して、訪問を続けるという仕組みが構築され、それが根付いてきている。訪問

連絡員から連絡を受け、体調が悪化した独居高齢者を病院に連れていくことができた、騒音等を出すよう

になった高齢者の子供に連絡し同居につなげた等、孤立死の防止に貢献したケースもみられている。 

③課題 

 訪問対象とするか否か等の判断を委託先である地区民生・児童委員に一任しているため、細部までの基

準統一が図られていないことが課題となっている。民生・児童委員からも訪問対象者とすべきか否かの判

断に惑う相談が市に寄せられるケースも見られている。 

 

８ 長崎県佐々町 

■取り組みの特徴 ：高齢者ボランティアの育成・養成と日常生活支援サービスへの活用 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、地域支援事業の取り組みと並行して、介護予防ボランティアを養成するものであり、介護予防

ボランティア養成講座は平成 20 年度から開催されている。 

 養成講座の修了者には介護予防ボランティアとして登録して頂き、地域活動に参加してもらっている。地

域活動は、通所型介護予防推進活動・地域型介護予防推進活動・訪問型介護予防推進活動の 3 つがあ

る。 

通所型は、生きがい教室やはつらつ教室に参加して頂いて、スタッフとして活動してもらうものである。 

地域型は、各地区の集会場を活用して、（月1回の地域デイサービスが開催されていない週に）企画を行っ

て、集いをしてもらっている。 

訪問型は、集団の活動ではなく 1対 1の活動に参加したいという方に、閉じこもりがちな高齢者の自宅を訪

問して、ニーズを傾聴して頂いたりしているものである。 

②効果 

 地域の実情に合わせた地域活動を展開でき、介護予防ボランティアの人たちと、サービスを利用する人

たちの関係が深まる。また、地域が地域を支えあうことにつながっており、介護予防の意識が地域全体で

広がっている。 

③課題 

 一部の地域ではまだ地域活動の展開が検討段階であり、町内全域で地域活動を推進していくことが今後

の課題である。活動の内容を多様化していくことも課題である。 
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９ 熊本県山鹿市 

■取り組みの特徴 ：温泉施設を活用した総合事業の展開 

■取り組みの内容（内容・効果・課題） 

①内容 

 本事業は、市内の温泉旅館に週 1 回通所して、体操やストレッチを中心とした運動メニューや栄養改善・

口腔ケア等の介護予防を実施し、要介護状態への移行を予防するものである。専門スタッフが指導を行う

ほか、介護予防サポーターが活動の支援（温泉入浴の介助、体操の実施を手伝う、話し相手になる、等）を

行っている。利用者は 1 回 400 円の参加費用と 500 円の食事代を支払う。利用者が支払う参加費用 400

円は、介護予防サポーターが受け取る仕組みとなっている。 

②効果 

 参加者の満足度は高く、3ヶ月間の活動において脱落率は低い（平均して1割程度）。また、3ヶ月の活動

期間を経て、大半の参加者の生活機能に改善がみられる。 

③課題 

 3 ヶ月の活動が終了した後には、各地域で展開されているサロンの活動に引き続き参加してもらうように

して、活動期間中に維持・改善された効果が少しでも長く継続していくことが課題である。活動に参加した

人たちや介護予防サポーターが、周りの人たちの介護予防を指導できるようになり、市全体で、住民が住

民の介護予防を推進するような状況を構築していきたいと考えている。 

 



105 

(２) ヒアリング調査結果 

１) 東京都品川区 

はつらつ健康教室 

～予防サービスの民営スポーツクラブへの委託～ 

 

【保険者名】 東京都品川区 

【地域包括支援センター名】 品川区地域包括支援センター 

 
① 概要 

品川区では、65 歳以上の高齢者人口が平成 24 年（2012 年）2 月現在で 7 万 1 千人を超

え、総人口に占める割合は 20.1％となっている。今後は一貫して増加が見込まれる高齢者数の

動向や、一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加に加え、中長期的な視点を持ち団塊世代

（1947～1949 年生まれ）が後期高齢者となる 2025 年を見据え長寿社会に則した健康福祉施策

の充実を目指している。 

平成 20 年度に策定された品川区基本構想では、環境の変化と普遍の価値をふまえた区政

の将来像を「輝く笑顔 済み続けたいまち しながわ」とし、その将来像を受けた都市像「みんな

で築く健康・福祉都市」のもと、安心して暮らせる福祉の充実、高齢者や障害者の社会参加の

促進、助け合い・支えあう地域福祉の推進を行うこととされている。 

地域包括支援センターは直営 1か所であり、それ以外に 20 のサブセンターが存在している。

サブセンターの前身は、平成３年から整備してきた在宅介護支援センター（20 か所）であり、そ

れが現在では地域包括支援センターのサブセンターになっている。そもそも在宅介護支援セン

ターは老人福祉法に基づく施設であり、総合相談など法に基づく機能を果たしてきた。地域包

括支援センターに位置づけられた役割も、在宅介護支援センターで従前から果たしてきたもの

であり、継続的に活動することが妥当であると判断された。ただし、予防支援・予防給付に係る

部分は積極的に実施されてきたとは言えない状況であったため、平成 18 年に予防事業・予防

給付を地域包括支援センターが担当するという役割が設定される中で、品川区においては、地

域包括支援センターが持つべき機能はこれまで整備してきた在宅介護支援センターが既に持

っていたこと、また「在宅介護支援センター」という名称も区民に浸透していたこと、などを理由と

して在宅介護支援センターを地域包括支援センターのサブセンターと位置付けることとした。 

スタッフについて、各３職種を在宅介護支援センターにそれぞれ配置することは難しいと判断

し、直営のセンターを整備して３職種の人員を配置した。もともと保健師は高齢者福祉課で採用

し配置済みであった。社会福祉士については行政としての採用職種ではなかったが、個人資格

であり職員に資格保有者がいたためそのまま配置した。ケアマネジャーについては在宅介護支

援センターから派遣してもらって配置している。 

 

品川区における圏域の分け方について、品川区では従来から地縁でつながっている町

会、自治会などの地区が 13 地区あり、行政の窓口も 13 か所に設置している。区の施策も全て

13地区を単位に実施してきた。老人クラブや民生委員については、従来この13地区と一致して

いなかったが、近年13地区に合わせる形に再編した。在宅介護支援センターもこれに合わせて
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当初 13 地区に設置し、さらに高齢者が多く拡充の高い地域に在宅介護支援センターを増設し

て 20 か所としたものである。 

在宅介護支援センターは居宅介護支援事業の実施も行っており、区内において在宅で生活

しており要介護認定を受けている方の 8 割のケアプラン・予防プランを対応している（残りの２割

は民間の居宅介護支援事業所で対応している）。また、高齢者の相談はまず在宅介護支援セン

ターが受け付ける形になっているため。その際に地域支援事業や総合事業の内容等も紹介し

ている。 

 
＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

品川区では、介護予防・日常生活支援総合事業を平成 24年度から導入している。 

 

■ 背景・経緯 

介護予防訪問介護の事業化については、内容としては従来から整備・運用してきた「品川区

在宅介護支援システム」が基盤になっている。「品川区在宅介護支援システム」では、ホームヘ

ルパーの派遣等が中心とした事業が展開されていた。 

介護保険制度の導入に伴い、要介護認定の結果（要介護度のレベル）でサービスの量が決

まるようになった。しかし、要介護認定で非該当となった区民の中にも、従来から「品川区在宅介

護支援システム」を利用してきた区民がおり、これまで提供していたサービスの対象から外れる

可能性が生じた。そのような区民に対して継続的なサービス提供を図ることが、本事業を検討す

る出発点となった。なお、平成18年に介護予防事業が制度化されたことに伴い、介護予防事業

に則して「品川区在宅介護支援システム」を構築し直すことも検討したが、制度的な制約が多か

った(例：特定高齢者でないと給付対象にできない）ため断念し、区の予算で実施してきた。今

回、「介護予防・日常生活支援総合事業」は、要介護認定の非該当と要支援レベルをいったりき

たりする人が対象であるというのがポイントであったことから、この事業の中に位置づけて実施で

きると判断して、改めて事業化した。アセスメントやモニタリングなどは新たに様式・手法を検討

する必要があったが、財源や事業の今後の拡大可能性（要介護 1～2 レベルの軽度の方まで対

象とすることが考えられる）等を勘案して、総合事業として取り組むことにメリットがあると判断し

た。 

 
■ 準備として行ったこと 

これまでに整備・運用してきた「品川区在宅介護支援システム」を基盤に、在宅介護支援セン

ター（地域包括支援センターサブセンター）機能をフルに活用し、適切なマネジメントを行うよう

にした。 

平成 12 年頃以降、区の予算で取り組んできた時代から、訪問介護事業者（元は家政婦紹介

も行っていた事業者）への委託を行っており、総合事業の導入に当たっても、頻繁に説明会を

開催し、事業の趣旨・目的や、総合事業の意味合いを明確に伝えた。地域の訪問介護事業所と

は、介護サービスの他、区との協働事業なども従来から積極的に展開し、区との意識統一や情

報共有を図った。 
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■ ケアマネジメントの概要 

各 20 か所の在宅介護支援センター（地域包括支援センターサブセンター）に、介護支援シス

テムの端末が設置されている。（区直営の地域包括支援センターにもシステムが導入されてい

る。）区民からセンターの職員が相談を受けた際には、総合事業をできるだけ利用して頂くように

促し、本人の状況や基本的な情報をシステムに入力・更新しセンター、区役所で共有するように

している。システムには、相談内容の入力、認定情報の出力、ケアプラン・予防プランの入力と

いう３つの機能があり、相談については全区民の名簿が登録されているため、相談があればそ

の人の個所に相談内容を登録し管理できる。 

相談を受けてから決定までのプロセスとしては、ケアマネジャーが利用者にケアプラン等の情

報を提供し、利用者本人が区役所に利用の申請上げてもらい、区で具体内容（サービス内

容、利用量、事業者など）を調整・決定する。サービスを提供すると事業者から実績が上がってく

るため、実績に応じて委託料を払うという流れになる。 

 

原則的に、利用者の居住地と地域の訪問介護事業者の所在地とでマッチングしている。これ

は、窓口である在宅介護支援センターが地域別になっていること、訪問介護事業所も地域割で

事業を行っていることが大きな理由である。 

 
■ 総合事業の主な内容 

総合事業の主な取り組みとして、生活機能向上支援訪問事業を行っている。これは介護保険

事業を補完し、要介護認定を受けない人に生活サービスを提供するものであり、介護予防訪問

介護を事業化することを狙いとするものである。サービスの提供主体は、地域の訪問介護事業

所である。ただし、介護保険制度の導入以前から区の委託事業を受託している等の関係性があ

る事業所としている。 

前述した通り、この事業は介護保険制度が導入される以前から、もともと区の事業として実施

していたものを、改めて構築し直したものであり、目新しい事業を始めたというわけではない。 

これまでに実績として約 90 人にサービスを提供した。 

当初、家政婦紹介事業者13事業者のうち9業者が総合事業の趣旨に賛同して事業に参加し

た。これに新たに社会福祉法人１か所を加え現在では 10 事業者がサービス実施主体として参

加している。 
費用の支払い等に関して、国保連合会は通していない。この事業の内容や趣旨を理解して

サービスを提供できる事業者は一般的な事業者ではなく、従前から区との関係が深い事業者に

限定されるということから、区からの委託という形を継続することにした。あくまで委託契約に基づ

く委託料の支払いを行っているという位置づけである。 
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生活機能向上支援訪問事業の概要 

 

＜利用対象者＞ 

・次の①または②に該当する区内在住 65 歳以上の人 

① このままでは要支援、要介護状態になる可能性が高い人 

② 在宅の要支援認定者で本人の選択により、当サービスの利用を区が認めた人 

（ただし、介護予防訪問介護サービスを利用していない人に限る） 

 

＜サービス内容＞ 

【① に該当する人】 

  住居の掃除、整理整頓 

  衣類の洗濯、補修 

  生活必需品の買い物 

  その他生活援助（調理等） 

【② に該当する人】 

掃除、洗濯、買物などの生活援助 

服薬の介助などの簡単な身体介護 

※実施内容は地区担当在宅介護支援センター職員が訪問調査を行い、区が決定する。 

 

＜サービス利用時間＞ 

・派遣は週 1回または週 2回。①に該当する場合、週 1回派遣が原則である。 

・派遣時間は訪問調査後に区が決定する。 

・派遣時間目安は 1回おおむね 1時間程度である。 

 

＜利用料金＞ 

・1 カ月当たり、週 1 回派遣の場合は 1,200 円、週 2回派遣の場合は 2,500 円 

※1 ヶ月に 1回でも派遣を受けると、上記金額の支払額となる。 

 

＜サービス提供事業所＞ 

・区内 10 事業所の中から区が決定する。 
 

利用者の負担は介護報酬との見合いで設定しているが、若干介護報酬よりは低めに設定し

ている。利用者負担額の減免措置は設けていない。 

 



109 

■ 総合事業の効果 

要介護認定の前段階にある方に適切な支援ができれば、要介護認定への移行を遅らせるこ

とができる。それによって、要介護認定者数の一定の抑止効果が期待でき、将来的に大きな効

果があると予想されている。ただし、現時点で財政負担上の顕著な効果は表れていない。 

また、要介護認定を受けても同じスタッフ、同じ内容のサービスを継続することができる。これ

は利用者にとってだけでなく、ヘルパーにとっても混乱せずにサービスを提供できるというメリット

がある。 

 
■ サービス利用者の声 

【肯定的な評価】 

要支援者が介護保険サービス事業者を決定するに当たって、従来から介護予防・日常生活

支援総合事業でサービス提供していた事業者を希望・選択する高齢者が増えている。こうした

動きは、連続的にサービス提供が行われることに満足を感じていることの表れと理解される。 

【不満な点、課題】 

サービス内容・回数・サービス提供時間に不満がある。これは介護保険サービスより自己負担

を若干低めに設定しており、バランスを取って回数や時間を少なめに設定したためである。 

かつてはスタッフの高齢化が課題であった。以前に委託した家政婦紹介の事業者が継続して

おり、スタッフも同じ方が継続していることが主な要因である。このことで過去には苦情も出たた

め、平成 21 年ごろから処遇改善を図っており、若い世代の二級養成講座の受講を進めたり、資

格取得の助成金を拡充するなどした結果、事業所スタッフの若返りが図られており、状況は改善

されつつある。 

 
■ サービス提供者の声 

【肯定的な評価】 

本事業のメリットは要介護認定を受けていない人に対しても日常生活を支援することができる

ことにある。従って、日常生活で困っており相談に来た人が、本事業を最初に活用してもらえれ

ば、要介護認定に移行することを遅らせることができる。要介護認定になれば手間も費用もかか

るので、総合事業の利用が進めばメリットが大きい。 

二級ヘルパーの資格の取得を奨励して人材確保を図っているが、訪問サービスは１対１のサ

ービスであり、必要な経験を獲得するのに時間がかかる。このため、本事業は介護保険サービス

を担うスタッフにとっての OJT のトレーニングの場としての機能も発揮している。 

【課題】 

要介護認定を受けても、同じスタッフから同じ内容のサービスを継続して受けられるという利点

はあるが、介護保険の受給資格がある人は、介護保険サービスを利用しがちである。保険料を

払っているという意識もあるだろう。そこで、本事業では多少融通がきくように運用を改めてはどう

かという意見も出ている。介護保険に移行した場合との連続性も重要なため、微妙なところでは

あるが、もう少し使い勝手を良くすることも検討課題である。例えば自己負担率を下げるとか、サ

ービスの差別化・多様化を図る必要もあるのではないか。 

介護保険サービスに移行した際には受けられないようなサービスを要求されることがある（大
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掃除、庭の手入れなど）。 

 
■ 今後の方針 

これまで提供してきた施策を再構築して事業化しているため、事業の体系で特に大きな変化

はない。 

ただし、要支援認定を受けた方でも、介護保険サービスを利用せずそのまま本事業の利用を

継続する人もいる。これはサービスの継続性のメリットであろうし、要支援になる状態の前からマ

ネジメントができていることは、継続性という点で評価できる。 

サービスの利用者の実績が最近減少傾向にある点は課題の一つである。当初の目的である

自立支援や要介護を遅らせることを再徹底して、サービス利用者を拡大していく必要がある。要

介護認定につながりそうな高齢者をなるべく、本事業のサービスにつないで、利用を習慣化して

要介護認定の申請を遅らせることで、要介護認定に係る諸々の手間や経費の抑制など様々な

場面での効果につなげていくことが必要である。 

現時点では利用者は90人程度であることから、財源に特段の負担は感じていない。ただし利

用者が増加する今後は体制を拡張する必要が生じる。また、マネジメントには極力手間や時間

をかけない方針であるが、どこまで対応するかは課題となっている。（きめ細かく対応しようとすれ

ば、マネジメントにも手間や時間をかける必要が出てくる。） 

 

＜介護予防ボランティア＞ 

介護要望事業の補助として、日中に活動できる区内の元気な高齢者にボランティアとしての

参加を依頼している。 

ボランティアの登録者は平成23年度で1,073人、うち実際に活動に参加した人が同年で920

人である。平成 24 年度は 12 月末までで登録者が 1081 人、活動参加者が 905 人である。登録

者は今年さらに増加しているが、概ねこのくらいの人数が落ち着きどころではないかと考えられ

ている。 

なお、ボランティア活動を推進してきて分かったこととして、元気な高齢者には日中忙しくして

いる人が多く、ボランティアの活動に参加してくれる人が意外に少ない、ということがある。ボラン

ティアに参加してくれる人たちの掘り起しは、今後の課題である。忙しくしていることも元気な高

齢者にとっての介護予防になるのでよいことと言えるが、現在のボランティア活動の担い手とな

っている人たちは相当な高齢者であり、一回り若い世代のボランティア活動参加者の確保は課

題になっている。 

ボランティアの育成・養成で工夫している点としては、サービスの受け手から担い手になるに

際し、指導者養成事業を併設し、指導者への円滑な移行（地域リーダーの育成）につなげてい

ることが挙げられる。 

 

＜ポイント制の導入＞ 

ボランティアの参加意欲を高めるための工夫として、ポイント制を導入している。指定した活動

ごとに参加の頻度に応じてポイントを付与し、50 ポイントを上限として１ポイント 100 円で区内共

通商品券を購入できる。なおその際、端数は社会福祉施設に寄付できるようになっている。 
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また、平成 23 年度に 50 ポイントを達成した人は 205 人おり、発行した商品券は 3519 枚であ

る。寄付額も 5979 ポイントに達している。獲得したポイントを全額寄付している人もいる。 

特に高齢者ボランティアの参加を増やすために、各種介護予防事業の終了者・参加者を勧

誘し、サービスの受け手から担い手になっていただくようにしている。 

 

＜地域資源の活用＞ 

高齢者の福祉施策は、各地域の事業者に委託し区内全域できめ細かくサービスを提供して

いる。 

先に触れたボランティアのポイント制度では、地域の高齢者・障害者施設や社会福祉協議会

が行う事業・活動への参加を対象としており、活動場所を確保している。 

ボランティアサービスの担い手として、社会福祉協議会との連携がカギになる。社会福祉協議

会はボランティアセンターも持っており、地域福祉における最有力の担い手である。品川区と区

の社会福祉協議会は密接な協力関係にある。品川区の社協は成年後見制度の受け皿（法人

貢献）として取り組んでおり、日本で最も多い 500 件程度の実績がある。ポイント制度の管理・運

営は社協のボランティアセンターが行っている。 

NPO も活動実績を挙げており連携強化を図っていきたいが、事業の円滑な運営を指導・助言

するバックアップ体制が必要だと感じている。訪問事業にしても事業者に丸投げをするのではな

くモニタリングする必要がある。成年後見についても後見人に任せきりにするのではなく、社協

か成年後見センターから後見監督人と言う形でバックアップするようにしている。 

 

■ 品川区 
人口 354,574 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 20.15%（平成 24 年 4 月 1日時点の住民基本台帳） 

合計 21 ヶ所 

直営 1 ヶ所 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（サブセンター） 20 ヶ所 

■ 上越市の地域包括支援センター 

運営形態 直営・委託 

保健師等 4 人 

社会福祉士 17 人 

主任介護支援専門員 13 人 

職員数 

その他 41 人 

 
 

② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

地域支援事業の実施要綱の改定の中で、二次予防事業について「介護予防マネジメントと一

体的に実施すべき」「実施主体は市区町村である」と明示されており、人口規模の大きい品川区
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では民間事業者と連携しないと総合的なプログラムが実施できないと判断した。 

そこで、関連する事業をこれまで行っていた事業者に声掛けをして、事業を構築した。 

品川区では、従来から「はつらつ健康キャラバン」という事業で在宅介護支援センターのケア

マネジャーやサービスセンターの介護福祉士と連携して体力測定など健康に特化した事業を実

施していたが、総合プログラム化まではできていなかった。 

そこで、参画希望を持つ事業者からプロポーザルを提出してもらい、その内容を審査して、事

業に参加して頂く事業者を選定した。各事業者とも意欲が高く、品川区と連携して、教室だけで

はなく事業効果の分析をより深く進めるなど、より良い内容へと改善している。 

うまく軌道に乗った要因として、二次予防事業対象者の把握が平成23年 4月から、従来の特

定高齢者生活機能評価の結果でなく基本チェックリストからの抽出でよいことになった点も挙げ

られる。 

従来の特定高齢者生活機能評価では、主に各人が病院で受診した結果に基づいて対象者

が選ばれてくるので、医療機関からの評価結果が品川区に（時期的に）バラバラに届くために対

象者名簿が作りにくいというデメリットがあったが、基本チェックリストは 1 回の配布・回収で処理

を行うため、対象者名簿が作成しやすく、具体的な事業展開にも利用しやすくなった。また、基

本チェックリストの内容と対象者名簿の結び付けも簡単にできるようになり、基本チェックリストの

結果を活用して総合プログラムを作ることも容易になり、本事業を円滑に立ち上げることができ

た。 

 
■ 取り組みの内容 

総合プログラムに基づき、健康教室を運営している。 

１クール3か月、週 1回の合計12回で実施している。実施会場は新馬場と大崎広小路の２か

所で、新馬場の会場は定員が前期30名・後期31名、大崎広小路は定員が前期26名・後期22

名である。出席率は概ね 90%と非常に高い（参加者の満足度が高いことの表れであると判断され

る）。 

参加者の費用は無料である。 

 
全 12 回の内容 ① 当日の健康状態チェック・・・血圧、体調の確認等 

② テーマ毎のワンポイントアドバイス 

③ ストレッチ・身体活動ゲーム・グループ活動 

④ 筋力トレーニング 

⑤ 整理運動・リラクゼーション 

 

※1回目と11回目は体力測定などを行い、教室参加の前後での変化を確認

する。 

※上記内容を、理学療法士・看護師・歯科衛生士・管理栄養士の専門職、お

よび経験のある健康運動指導士、介護予防運動指導員が、毎回複数名

で指導する。 
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当初の予定では、3 か月プログラムに参加した後の人を対象に、（認知予防も兼ねて）運動機

能を低下させないためにウォーキングの自主グループを作って自主的な活動を継続していこうと

いう計画がある。しかし、総合プログラムを終了した人たち全てを自主グループ結成まで導くこと

は難しい状況である。自主グループは数グループできて、一緒に食事に出かけたり、引き込もり

予防の意味合いを持った活動をしている。また本教室の終了後に、健康センターで行っている

民間のジムの活動に自主的に参加している人もおり、本事業が外との関わりを深めるきっかけに

なっている面がある。 

なお、今回の二次予防事業対象者把握事業の対象人数（75 歳で要介護認定を受けていな

い方）は 24,727 人であり、このうち 17,617 人が期限までに回答している。その中で一次予防に

認定された方には区の介護予防事業を案内している。そして二次予防に認定された方（約 6500

人）には、その状況とともに「はつらつ健康教室」の案内をしている。これに対して定員を上回る

約 400 人の申し込みがあった。そこで初回は、対象者の選定に当たって自主的にクラブ等に参

加している人は除いた上で抽選を行って事業参加者を選定している。 

 
■ 取り組みの効果 

参加者が初回および最終回に体力測定を実施しており、運動器において向上また維持がみ

られた。 

本事業を実施しての発見として、80 歳代を含めて半数以上の方の身長が伸びている。姿勢

が良くなり、背筋力も向上した結果だと考えられる。このことは転倒予防にもつながると考えら

れ、大きな効果だと考えている。 

 
■ 今後の方針 

教室参加者のフォローアップが課題である。区で実施している介護予防事業に移行してもらう

こともできるが、それだけだとその方たちのフォローを十分行うことは難しく、また要介護認定の

出現率にどのような効果があるかを具体的に明らかにできないという問題もある。 

二次予防事業対象者把握事業のチェック項目で対象者が選ばれてしまうので、例えば口腔

ケアだけで対象者に選ばれてしまう人もいる。どういう視点で選ばれて事業に参加したか等の状

況を丁寧、かつ総合的にデータ分析を行う必要がある。 

来年度は区役所の近くの会場を借りて１教室増やして、前後期の合計 6 教室で行うように拡

充する予定である。まだ南大井、荏原地区の住民の方はいずれの会場へもやや遠いので、順

次カバーしていくことを検討している。 

品川区における介護予防事業の体系化、介護予防システムの構築を図っていく中で、本健

康教室事業もシステムの全体像と整合的な形で、かつ、区民の健康づくり、介護予防に極力貢

献する形で実施するようにしていきたい。 
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資料 はつらつ健康チェック表 
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資料 はつらつ健康チェック結果アドバイス表 
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資料 生活機能向上支援訪問事業の案内 
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資料 はつらつ健康教室の案内 
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２) 静岡県焼津市 

在宅ケア連携ノート配布事業 

 
 

【保険者名】 静岡県焼津市 

【地域包括支援センター名】 焼津市北部地域包括支援センター 

焼津市中部地域包括支援センター 

焼津市南部地域包括支援センター 

焼津市大井川地域包括支援センター 

 
① 概要 

焼津市は、平成 20 年度に旧焼津市と大井川町が合併して、現焼津市になった。日常生活圏

域は 4 つに分かれており、旧焼津市の地域で 3 圏域、大井川町で 1 圏域という構成である。市

の人口は、若年層が流出しており、高齢化率が高まっている。介護保険開始時点では、高齢化

率が 14％だったが、12 年経って 24％弱に上昇している。前期高齢者（65～74 歳）・後期高齢

者（75 歳以上）は平成 24 年度から増加傾向にあり、特に平成 25年度、平成 26年度において

は、「団塊の世代」が 65 歳に到達することで、増加が顕著になると予測されている。 

地域包括支援センターは、日常生活圏域1つに1箇所ずつの地域包括支援センターが設置

されている。それぞれ別々の法人に委託する形で運営されている。なお、旧焼津市の 1 圏域と

旧大井川町の地域包括支援センターは社会福祉協議会が委託先であったが、平成 20 年度の

合併に伴って、社会福祉協議会も合併したために、新焼津市の社会福祉協議会は、2 つの地

域包括支援センターの運営を行うことになった。 

平成 18 年度に地域支援事業が始まった時に、地域包括支援センターの担当地域における

高齢者人口に応じて、職員配置を少し厚めの配置にした。具体的には、旧焼津市の 3 圏域（北

部・中部・南部）はそれぞれ高齢者人口が約7千人と多かったために、職員を厚めに配置するよ

うにした。その当時、主任介護支援専門員は確保が難しかったために、保健師・社会福祉士が

多めに配置されることになった（どの職種を厚く配置するかは各地域包括支援センターの判断

に委ねられている）。 

その他職員が 6 人おり、それ以外にも非常勤の職員がいる。主に社会福祉士・ケアマネジャ

ー・看護師である。また、その中で、要支援 1・2 のケアプランを専門に作成するプランナーも配

置されている。社会福祉士は、成年後見制度の対応を含めた困難事例を担当することが多い。 

 
＜地域支援事業の全体像＞ 

焼津市では、介護予防・日常生活支援総合事業は導入していない。地域支援事業として実

施している主な取り組みは次ページの通りであるが、特に一次予防事業と二次予防事業に力を

入れて取り組んでいる。第 4 期の介護保険事業計画では介護予防事業の推進が大きな柱とな

っており、介護予防事業の一次予防事業と二次予防事業に注力して取り組んできている。 

また、対象者一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供が行われているかを確認するため
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に、ケアプランの点検にも力を入れている。その取り組みを介護給付費の適正化にもつなげて

いければよいと考えている。 

第5期の介護保険事業計画では、第4期の「介護予防事業」と「ケアプランの点検」という 2本

柱に加えて、「認知症対策」を柱として加えている。関係者を集めた形で認知症支援推進会議を

開催しており（これまでに 3 回開催）、その会議には、4 つの地域包括支援センターから必ず職

員1人は出席するようにしている。2 ヶ月に 1回は開催していくようにして、関係者間で意識統一

や情報共有を行うようにしていく予定である。現時点では、まだ、今後の方向性を話し合ってい

る段階であり、今後、ケース検討の取り組みも行っていくものと考えられる。市民の間にも、認知

症に関する周知・ＰＲを行って、正しい知識を持ってもらうことも重要であると考えている。 

 
 

地域支援事業における主な取組 

１ 介護予防事業 

(1)一次予防事業 

  ①介護予防普及啓発事業（委託：4 事業所、直営 4事業） 

  ②地域介護予防活動支援事業（委託：1 事業所） 

(2)二次予防事業 

  ①二次予防事業対象者把握事業（委託：包括、焼津市・志太医師会） 

  ②通所型（運動・栄養・口腔）介護予防事業（委託：7 事業所） 

  ③訪問型（栄養）介護予防事業（委託：1 事業所） 

２ 包括的支援事業（地域包括支援センター事業：委託） 

 (1)介護予防ケアマネジメント事業 

 (2)総合相談支援事業 

 (3)権利擁護事業 

 (4)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

３ 任意事業 

 (1)介護給付等費用適正化事業 

  ①ケアプランの点検（直営） 

  ②介護給付費通知（直営） 

 (2)家族介護支援事業 

  ①在宅寝たきり老人等紙おむつ支給事業（直営） 

  ②在宅寝たきり老人等介護手当支給事業（直営） 

  ③介護者リフレッシュ事業（直営） 

  ④家族介護者教室交流事業（委託：1 包括） 

 (3)その他事業 
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  ①成年後見制度利用支援事業（直営） 

  ②住宅改修理由書作成業務支援事業（直営） 

  ③介護相談員派遣事業（直営） 

  ④ひとり暮らし老人等「食」の自立支援事業（委託：5 事業所） 

  ⑤在宅ケア連携ノート「あたたかい目」配布事業（直営） 

 
＜介護予防ボランティアの導入について＞ 

介護支援ボランティアの導入を検討していく必要があるとは認識している。認知症サポーター

やキャラバンメイトの取り組みも進めている。平成 21 年度は先進地域（東京都）にヒアリングを行

った。社協も絡めたいと考えている。しかし、介護支援ボランティアの導入の前に、包括ケアシス

テムの構築を進めている段階であり、順を追って検討を進めていくことになろう。 

 
■ 焼津市 

人口 142,771 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 24.00 %（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

合計 4 ヶ所 

直営  

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） 4 ヵ所（3 法人） 

■ 焼津市の地域包括支援センター 

運営形態 委託 

保健師等 7 人 

社会福祉士 7 人 

主任介護支援専門員 4 人 

職員数 

その他 6 人 

 
② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

昭和 56 年、老人保健法の訪問指導事業で保健師が「在宅療養者（寝たきり老人）」の家庭訪

問を実施していた。社会福祉協議会は入浴サービス、ヘルパー派遣等を実施しており、（平成

になって）焼津市立総合病院が訪問看護をスタートした（現在、市内では焼津市市立総合病院

以外の 3 医療機関が訪問看護を実施している）。複数の機関（専門職）が、ひとり（ひと家族）に

バラバラに関わっている現状をどうにかしようと、在宅ケア連携ノートの活用が提案された。当

時、「やさしい手」という介護雑誌があり、ノートはそれに倣って「あたたかい目」という愛称になっ

た。 

介護保険制度前からノートは活用されていたため、制度施行後もスムーズに活用されてきた。

医師会への説明も当時から繰り返し実施してきたため、多職種が連携し情報を共有する手立て

として、途切れることなく機能している。 

「どこの事業所の誰が、どんなサービスをどのように提供しているか」関わっている機関が共有
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していることで、有事の連絡がしやすい等、それぞれの職種のサービス提供に役立っているから

こそ、継続できているものと思われる。 

 
■ 取り組みの内容 

在宅で介護保険の居宅サービスを利用している人や、一人暮らしや高齢者のみ世帯等で何

らかの支援が必要な方が、満足感のある生活を送ることができるよう日々の状況を記録し、かか

りつけ医師、歯科医師、薬剤師や医療・介護・福祉サービスを提供する事業者が、その方の状

態をきちんと把握し共通認識を持った上で、十分な連携を図り継続したサービスを提供するた

めのノートで、毎年度、市内 4 カ所の地域包括支援センターに必要数（在庫確認しながら発注）

配布している。原則として、要介護認定で要支援以上になった方全てに配布している。 

市内の居宅介護支援専門員は、新規申請で要介護度がついた方に配布するため、事業所

の圏域に設置されている地域包括支援センターより同ノートを受領し、該当者（家族）に配布す

る（要支援の方は、地域包括支援センターより配布）。配布は、原則として、地域包括支援センタ

ーが行っており、必要なケアマネジャーは地域包括支援センターまで取りに来る形になってい

る。 

ノートはバインダーの形になっており、必要に応じてページを追加できるようになっている。介

護保険のパンフレットや、参加している健康づくり事業の案内などもはさみこめるようになってい

る。透明な袋もあるので、ケアプランや必要書類を入れることもできる。 

中身を記入したり、必要物を取捨選択して保管するのは、本人・家族が行う。 

これは、あくまでも個人が持つものであり、医療機関やケアマネジャーなど様々な関係者と関

わる際に、自分の情報を参照してもらうために活用されている。 

市内の医療機関・福祉関係者の間では、このノートはかなり普及しており、現場で活用されて

いる。特にケアマネジャーが参考にするケースが多い。 

ノートの基本的な枠組み（記入用紙）などは、地域包括支援センターやケアマネジャーが意見

を出し合って改善提案を行っている。焼津市の担当部局では、そうした意見を受けて、年に 1

回、書式を改訂している。従って、作成するのは市であるが、内容を考えるのは、地域包括支援

センターでありケアマネジャーであると言える。利用している住民（要支援1以上）の意見もそうし

た職種を通じて反映されており、関係者一同の意見を含めた形で、常に改善されていると考えら

れる。月に 1 回、市と地域包括支援センターとの会議があり、その場で改善提案が行われること

もある。医師会や歯科医師会から意見を頂くケースもある。 

地域包括支援センターにおける在庫の状況を確認しながら、毎年、新規の作成を行って、地

域包括支援センターが備蓄している。 

 
（参考） 

事業予算 平成 24 年度：399,000 円（2000 冊×190 円×1.05） 

事業実績 平成 23 年度 185,850 円（1,000 冊×177 円×1.05） 

平成 22 年度 255,150 円（（1,500 冊×124 円）＋（300 枚×190 円）×1.05） 

平成 21 年度 255,150 円（（1,500 冊×124 円）＋（300 枚×190 円）×1.05） 
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■ 取り組みの効果・課題 

利用者本人（家族）と介護支援専門員との連携だけではなく、主治医（医療機関）や介護サー

ビス事業者、民生委員等との連携も図られることで、切れ目のない支援や見守り等が可能となる。

このノートを見ると、要介護者一人ひとりの状況がすぐに把握できるので、ケアのレベルが高ま

る。 

近隣市のケアマネジャーからは注目されており、「よい仕組みである」と言われている。近隣市

を含めた介護支援研究会で、この取り組みを発表すると、関心を持つ近隣市町村は多い。焼津

市の在宅ケア連携ノートを参考にした取り組みはあるかもしれない。 

前述した通り、ノートの内容については、地域包括支援センターが中心となって、使い勝手の

良いものになるよう常に検討しているので、ケアのあり方の改善にも貢献していると思われる。ま

た、医療機関やケアマネジャーを含めた関係者とも意見交換しているので、意識統一や情報共

有にもつながっていると考えられる。 

地域包括支援センターごとに重点を置いている取り組みは異なっており、それがノートの内容

にも反映され、地域性も出てきている。 

利用者又はその家族等の承諾が必須であるが、個人情報（プライバシー）の提供について

は、関係者（団体）には配慮いただくようお願いしている。これまでにプライバシーに関わるトラブ

ルが発生したことはないが、常に課題として捉える必要がある。逆に、持っていても見せてくれな

い住民もおり、その点は課題である。 

 

■ 今後の方向性 

今後も継続して、同事業を継続していく予定である。現在の配布事業におけるノートの内容物

の修正及び改善等については、地域包括支援センター職員から意見等をいただき、修正等を

行っているが、今後は、利用者や居宅の介護支援専門員等の意見も反映し、改善していけるよ

う引き続き努めていく予定である。 

 
 
＜参考：介護予防手帳＞ 

「在宅ケア連携ノート」の他に、要介護一歩手前の段階にある方々を対象にして、「介護予防

手帳」も配布している。主に介護予防事業の二次予防事業（旧特定高齢者施策）の対象者に配

布されている。健康づくりや介護予防の各事業の案内やパンフレット等も挟み込めるようにして

いる。また、運動教室に持って行って、計測した結果や記録等も入れられるようになっており、ノ

ートの所有者自身の経年的なデータが見られるようにしている。「在宅ケア連携ノート」（あたたか

い目）のような愛称はまだ付いていない。毎年、概ね 1000 冊弱が新規に配布されている。 
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資料 介護予防事業の案内 
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資料 在宅ケア連携ノート（あたたかい目）の外観 
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資料 在宅ケア連携ノート（あたたかい目）の内容 
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資料 介護予防手帳の外観 
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資料 介護予防手帳の内容 
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３) 鳥取県鳥取市 

ファミリーサポートセンター 

 

【保険者名】 鳥取県鳥取市 

【地域包括支援センター名】 

鳥取中央地域包括支援センター 

鳥取こやま地域包括支援センター 

鳥取南地域包括支援センター 

鳥取西地域包括支援センター 

 
① 概要 

鳥取市の人口は、20 万人前後を推移しているが、65 歳以上人口については増加傾向にある。

中でも、要介護状態になるおそれの高い後期高齢者（75 歳以上）の伸びが大きくなっているの

が特徴的である。今後も65歳以上の高齢者および高齢化率は、一貫して増加することが予想さ

れている。また、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者も増加が予想され、これらの高齢者を取り

巻く不当な財産の侵害や虐待などを予防し、住み慣れた地域で自立した生活を送るための環

境整備を進める必要があり、介護予防や地域包括ケアを重点施策として取り組むこととしてい

る。 

地域包括支援センターは、平成 18 年度より、主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師等が

中心となって高齢者の支援を行う、官民協働型の地域包括支援センターとして開設されてお

り、今後もこの運営体制が継続されることになっている。また、現時点では地域包括支援センタ

ーは 4 か所であるが、平成 25 年 4 月に 1 か所増やして計 5 か所とし、今まで以上に高齢者の

方が住み慣れた地域で安心して生活ができる要支援していくとともに、地域の福祉資源の有効

活用および地域の高齢者の利便性の向上を目指すこととしている。 

地域包括支援センター職員の「その他」19人は、主にケアマネジャーである。訪問活動は、全

職員が行っている。業務分担は、職種ごとに業務を分けるという決め方はしていない。ただ

し、自然に役割分担ができてきており、例えば、成年後見制度の問題については社会福祉士が

中心に担当する、等の大まかな役割分担は存在している。 

地域包括支援センターは全て直営で運営されており、今後も委託化する方向性は考えてい

ない。市長が「官民協働」をキャッチフレーズにしていることもあり、地域包括支援センターにつ

いては、今後も直営の形を続けていくことになる。「官民協働」の具体例として、職員について

は、半数は、市内の社会福祉法人等から派遣して頂いている。派遣年数は、それぞれの派遣元

の法人の考え方による。 

市内には、生活圏域が 6 か所設定されているが、地域包括支援センターの地域分担とは対

応していない。旧鳥取市は 4 か所の圏域にまたがっており、その中に地域包括支援センターが

2か所ある。合併した町村が2か所の圏域にまたがっており、それぞれに地域包括支援センター

が 1 か所ずつ、市内に合計 4 か所の地域包括支援センターがある。平成 25 年度から増えるセ

ンターは旧鳥取市の圏域にあり、これも直営である。 

もともと地域支援事業はあまり日常生活圏域の地域分けを意識して展開されていないの
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で、地域包括支援センターも日常生活圏域の地域分けとはあまり区分していない。 

 

＜地域支援事業の全体像＞ 

鳥取市では、介護予防・日常生活支援総合事業は導入していない。主な地域支援事業は下

表の通りであるが、特に他市町村と異なる、特徴的なことを行っているとは意識していない。任意

事業でファミリーサポートセンター事業を展開している（ファミリーサポートセンター事業について

は後述）。 

 

鳥取市における主な地域支援事業 

１）介護予防事業 

二次予防事業対象者把握事業 二次予防事業対象者把握事業 
二次予防事業 

通所型介護予防事業 おたっしゃ教室事業 

高齢者健康教室事業 

介護予防普及啓発事業 介護予防普及啓発事業 

生活管理指導員派遣事業 

 

一次予防事業 

地域介護予防活動支援事業 地域ふれあい事業 

2）包括的支援事業 

包括支援センター運営事業 包括支援センター運営事業 
 包括的支援事業費 

包括支援センター運営協議会 包括支援センター運営協議会 

3）任意事業 

介護給付等費用適正化事業 介護給付等費用適正化事業 介護給付等費用適正化事業 

家族介護教室事業 家族介護教室事業 

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 

認知症高齢者見守り事業 認知症高齢者サポーター養成講座開

催事業 

家族介護者慰労金支給事業 

家族介護用品購入助成 

徘徊高齢者位置検索システム利用支

援事業 

家族介護支援事業 

家族介護継続支援事業費 

家族介護者活動支援事業 

成年後見制度申立費用助成事業 
成年後見制度利用支援事業費 

成年後見人報酬負担金 

住宅改修し同事業 
住宅改修支援事業 

住宅改修申請等支援事業 

生活管理指導短期宿泊事業 

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事

業 

応急軽度家事援助事業 

在宅生活復帰支援事業 

介護相談員派遣事業 

介護相談員派遣事業研修会負担金 

ひとり暮らし老人福祉電話事業 

老人の明るいまち推進事業 

ファミリーサポートセンター運営事

業 

配食サービス事業 

福祉ボランティアのまちづくり自魚

助成交付金 

ふれあいデイサービス事業 

高齢者バス運賃優待助成事業 

 

その他事業 

地域自立生活支援事業 

福祉有償運送促進補助金 
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二次予防の対象者抽出が健診による方式から、アンケート形式の基本チェックリストによる方

式に変わったこともあり、二次予防対象者が大幅に増えた（数千人の規模から 1 万人超の規模）。

総合事業の導入を検討する前に、現在把握されている対象者に対して、二次予防事業をしっか

り行っていくことが重要であると考えている。 

総合事業の対象者は介護予防事業サービスの対象者と重なると思われるので、要介護認定

申請の一歩手前の段階にある高齢者を対象に、二次予防の取り組みを重点的に行っていくこと

が必要であると認識している。 

総合事業への展開は、まだ、検討するかどうかという段階である。具体的な総合事業の効果

がもう少し見えてくると、検討もしやすくなるのではないか。ただし、マクロ的なメリット・ミクロ的な

メリットともに、正確かつ客観的なデータに基づいて検証を行っていく必要があると思われる。 

 地域支援事業の財源（3％枠）は、まだ逼迫はしていない。 

なお、市民向けのパンフレット等（説明資料）では、市の一般財源の福祉施策と介護保険の

地域支援事業サービスは分けた形では示していない。あくまでも市民にとってどのようなサービ

スが必要かという視点で、事業を体系化して示している。 

 
＜介護予防ボランティア＞ 

認知症キャラバン・メイトの活動を展開している。養成研修修了者は、平成 17 年度～24 年度

で188名である。介護従事者が大半であり、138名が協力意向を持っている（意向調査による）。 

認知症キャラバン・メイトに関する事務は、地域包括支援センターが行っている。 

認知症キャラバン・メイトの参加意欲を高めるために、研修会を開催している。また、地域包括

支援センターごとに地域ブロックごとの定例会や全体研修会も年 2回開催されている。 

認知症キャラバン・メイトの活動で工夫している点としては、以下の点が挙げられる。 

 認知症サポーター養成講座の開催。 

 県、他町の依頼にも応じている。 

 認知症フォーラムへの参加（寸劇） 

 認知症予防教室への参加 

ボランティアの報酬については、認知症サポーター養成講座に出席された方には、1 人当た

り 1,000 円を支給している。その支払いの事務や名簿管理等も、地域包括支援センターが行っ

ている。支払い方法は金融機関の口座振り込みの形である。地域包括支援センターが直営な

ので、そのような事務を行うことも容易である。（委託の形であると、お金の管理等は難しいかもし

れない。） 
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■鳥取市 

人口 195,039 人（平成 24 年 4 月 1 日時点住民基本台帳） 

高齢化率 23.16%（平成 24 年 4 月 1日時点住民基本台帳） 

合計 4 ヶ所 

直営 4 ヶ所 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） 0 ヶ所 

■上越市の地域包括支援センター 

運営形態 直営 

保健師等 9 人 

社会福祉士 4 人 

主任介護支援専門員 6 人 

職員数 

その他 19 人 

 
② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

高齢者を抱えて働く人が、安心して仕事と家庭を両立できる環境を作ることを目的として、平

成 13年度に鳥取市社会福祉協議会が本事業を立ち上げた。開始以来、ファミリーサポートケア

センターの役割は市社協が担っている。当初 2 年間、市社協で公的な補助金を取得することが

できたため、事業が始まった。 

市社協も本事業に積極的で、補助金が切れた後においても、主体的にセンターの役割を担

っている。（現在も市社協の建物の一部がセンターになっており、数名の担当職員が配置されて

いる。） 

 
各地区社会福祉協議会を通じて、それぞれのネットワークを活用する形でファミリーサポート

センター事業を広報し、会員の募集を行った。また、民生児童委員等の住民組織からも会員を

あっせん・紹介してもらった。困っている人のために幅広い活動を続けていたために評判が広ま

り、参加者・利用者が増えていった。 

介護サービスを限度額まで利用している人や、要介護認定を待っている間も援助がほしい

人、ちょっとした援助がほしい人等を、ケアマネジャーを通して依頼されることが多くなっている。 

市社協と各居宅介護支援事業所の間の交流の素地があったことが、活動の円滑な拡大にも

貢献しているのではないか。 

今後ますます、住み慣れた在宅で住み続けることは重要になる。そのためには必要不可欠な

取り組みになっており、今後ますます重要になると思われる。 
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活動回数の年次推移 

年度 活動回数 

平成 13年度 284回 

平成 14年度 2,957回 

平成 15年度 6,011回 

平成 16年度 6,469回 

平成 17年度 8,313回 

平成 18年度 12,045回 

平成 19年度 14,016回 

平成 20年度 11,064回 

平成 21年度 8,020回 

平成 22年度 8,273回 

平成 23年度 8,500回 

 
 
■ 取り組みの内容 

鳥取ファミリーサポートセンターは、高齢者の方等が地域の中で安心して暮らしていけるよう

に簡単な家事等の援助を行うものである。手助けしたい人と手助けがほしい人が会員となる（前

者は協力会員、後者は依頼会員）仕組みである。実際のサービス提供の流れは以下の通りであ

る。 

 協力会員は、援助活動ができる日時等を事務局へ申請する。 

 依頼会員は、援助依頼したい内容を事務局へ申請する。 

 事務局が、日時、地域等から両者のマッチングを行い、事前打ち合わせを経て、援助活

動が決定される。 

 実際に、協力会員が依頼会員の自宅を訪問して、お手伝いを実施する。 

 ファミリーサポートセンターで行う援助は、「室内の掃除や洗濯」「高齢者・病院の世話や

話し相手」「簡単な作業のお手伝い」「病院や外出の付き添い」「買い物や食事の準備」

等である。（援助活動の幅の広がりはあまり見られない。ニーズそのものは以前からあまり

変化していない。「お手伝い」はここまでかな、という範囲にとどまる。） 

 
活動時間の統計は、全体の積み上げた時間は平成 23 年度 8,500 回の総活動時間に対して

7,060 時間であり、1 回の活動当たり約 50 分である。 

 
会員および担当職員の資質向上のために、協力会員講習会、職員およびサブリーダー（各

地域の協力会員のリーダー）研修、各総合福祉センター（各地域問い合わせ受付窓口）担当職

員連絡会を開催している。また、会員の親睦、交流の促進を図るために、地区交流会、全会員

対象交流会を開催している。サブリーダーは協力会員の中から、活動を牽引してもらう世話役と

言う位置づけであり、その発掘については、ファミリーサポートセンターの活動実績が多い人
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や、地域でボランティア等の活動を行っている人を事務局が把握して、事務局担当者から声か

けして要請している。協力会員講習会は、年3回開催している。1回は基本的なファミリーサポー

トセンターの活動にあたっての注意事項や活動内容の周知、2 回目は高齢者との接し方や認知

症の方との接し方についての講演会、3 回目は体験型で料理教室や車椅子利用の体験などで

ある。 

事業の周知、広報として、会報誌発行（年3回）、市報掲載（年2回）、地域に出向いての事業

説明会等を開催している。 

会員募集活動として、地域で人材発掘を行うために、前述のサブリーダーを選んで、周りの住

民に声かけしてもらっている。 

また、活動の実体やニーズの把握を行うとともに、今後の事業展開、活動の参考とするた

め、会員へアンケートを実施している（本年度から実施）。アンケートは本年度実施中（本年３月

まで回収機嫌）であり、集計結果等の公表は検討中である。なお、アンケート項目は以下の通り

である。 

 
＜依頼会員向けアンケートの項目＞ 

① 今までに援助の依頼をしたことがあるか 

（ある場合は、その時の満足度・理由） 

② 今後、何か依頼することがあるか 

（ある場合は、具体的な内容） 

③ 困ったことがある時、誰に相談しているか 

④ ファミリーサポートセンターに対する意見・要望事項等 

＜協力会員向けアンケートの項目＞ 

① 今までに協力会員として活動したことがあるか 

（ない場合は、その理由） 

（断ったことがある場合は、その理由） 

（ある場合は、活動してみた満足度・理由） 

② 今後、センターから依頼があった時の対応 

（依頼を受けない意向の場合、その理由） 

（依頼を受ける意向の場合、対応可能な活動のレベル） 

③ ファミリーサポートセンターに対する意見・要望事項等 
 
本事業は、依頼があってから、実際にサービス提供するかどうかの判定は、事務局が行って

いるが、相談を受けた段階で依頼内容が対応困難なもの（介護保険サービスでの対応が適切

なもの等）は、他のサービス利用につなげるようにしている。例えば、認知症の方で当初、援助

の依頼を受けて対応していたが、妄想がひどくなり「協力員がモノを盗む」と発言するようになり

対応が難しなったので、センター担当者や家族とで話し合いの上、ファミリーサポートセンターの

サービスではなく、介護保険のサービスにつなげたケースもあった。 

自家用車を使っての送迎などは行なっていない（運送法上、問題になるため）。 

サービス提供が行われると、その場で依頼会員から協力会員に費用を現金で支払ってもらっ
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ている。月曜日～金曜日の基本時間（７時～21時）は１時間当たり 600 円、基本時間外・土・日・

祝日・年末年始は 1 時間当たり 800 円である。これは、依頼会員が支払う額であるが、原則とし

て全額を協力会員が受け取る仕組みである。従って、依頼会員が利用料として支払う額と、協

力会員が報酬として受け取る額は同じである。 

鳥取市はこれまでに 1 市 8 町村が合併しているが、それぞれごとに総合福祉センターが設置

されており、そこがきめ細かな地域住民の問い合わせ相談業務を行っている。総合福祉センタ

ーもファミリーサポートセンターの受付業務を担当しており、研修などを主催したりしている。 

依頼会員（お願いする側）は概ね 65 歳以上、協力会員（サービスを提供する側）も 60 代～70

代の方が多い。従って、高齢者が高齢者を相互ケアするというイメージである。協力会員が依頼

会員としてお願いする側に回るケースもあり、相互扶助の形となっている。 

協力会員に対しては、研修を実施している他、各地域で協力会員のリーダー（サブリーダー）

を設定して、活動を牽引してもらっている。リーダーを集めた会議を開催したり、総合福祉センタ

ー主催の地域ごとのブロック会議に参加してもらったりして、交流・研修の場に参加してもらって

いる。 

サブリーダーの発掘については、センターの担当者が地域の状況や各会員の動きを把握し

ながら、声かけを行っている。会員数の規模が大きいので、サブリーダーの選定も行いやす

く、規模の大きさ（会員数の拡大）は大きなポイントになる。 

この活動については、援助を利用したい人は、介護保険を受けているかどうかに関係なく利

用できる（活動の申し込みを行う際に、介護保険の有無は条件としていない）。利用申請の際に

介護保険を受けているかどうかを確認することもしていない。 

この取り組みには、地域包括支援センターは原則として関わっていない。 

 
■ 取り組みの効果 

協力会員は、援助活動を行うことにより、地域で介護に関わることができる。また、依頼会員

は、援助活動を受けることにより、在宅での生活を安心して送ることができる。 

困りごとの相談を受けた際に、利用者（依頼会員）と提供者（協力会員）のマッチングを地域ご

とに行っているので、地域のつながりや交流を深めることにも貢献している。 

 
■ 今後の方針 

依頼会員、援助会員ともに参加数が頭打ちの状況になりつつあるため、市町村合併以前の

旧町村地域を中心に、事業の周知および新規の会員獲得を図ることが最大の課題である。介

護支援ボランティアも立ち上げているが、なかなか広がっていかない点は悩みである。 

本事業が介護保険サービスの一部のように受け取られてしまっているケースもあり、「お金を

払っているのだから、ここまでしてほしい」という過大なニーズが寄せられることもある。 

効果についての評価はぜひ実施してみたいと検討中であるが、現状ではデータの制約もあ

り、難しい状況である。定量的な実態把握と効果の分析は今後の検討課題である。 

前述した通り、地域における住民相互の交流を深めることや、要支援・要介護一歩手前の人

たちへのケアの向上につながる意義が大きいと考えられるため、今後も事業を行っていく予定で

ある。 
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資料 鳥取ファミリーサポートセンターの概要 
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資料 鳥取市ファミリーサポートセンター運営事業実施要綱 

 

 



165 

 

 



166 

 
資料 鳥取ファミリーサポートセンター会則 
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資料 ファミサポ通信 
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資料 ファミリーサポートセンター協力会員講習会の概要 
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４) 岡山県備前市 

あんしん電話システム事業 

～ 専門職に連絡・相談することで、孤独感の解消、安心感の醸成を実現 ～ 

 
【保険者名】 岡山県備前市 

【地域包括支援センター名】 備前市地域包括視線センター 

 
① 概要 

備前市は、岡山県南東部に位置し、兵庫県と隣接している。平成 17 年 3 月に備前市、和気

郡日生町、吉永町が合併し、現在の備前市の区画となっている。 

日常生活圏域は、備前南地区（西鶴山・香登・伊部・片上・伊里・東鶴山・日生）及び備前北

地区（吉永・三石）の二つとなっており、人口の多くは南地区に集中している。高齢化率は南地

区、北地区ともに 30％台前半となっている。市内の介護施設等の社会資源は、人口分布に比し

て、南地区に多く立地している。 

地域包括支援センターは市の直営であり、備前南地区に本センターと東サブセンター、備前

北地区に北サブセンターが設置されている。地域包括支援センターは、高齢者の生活の支援と

地域に「安心」を保障するための中核機関と位置づけられ、関係機関と連携しながら、保健・医

療・福祉の総合的な支援体制の整備と充実を図っている。 

 
＜地域支援事業の全体像＞ 

備前市では、介護予防・日常生活支援総合事業は導入していない。地域支援事業として介

護予防事業、包括的支援事業及びその他の事業を行うことにより、高齢者が要支援、要介護状

態となることを予防し、要介護状態等となった場合にも、住み慣れた地域で生活が送れるよう支

援している。 

主要な事業は次ページ表に示す通りである。特に、高齢者が地域における介護予防に向け

た取組に自主的に参加し、自律的に運営していくような地域社会の構築を目的とした活動に注

力している。 

「おたっしゃ元気倶楽部」は、主に二次予防事業の対象者に対し、通所という形式をとりなが

ら、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上、その他膝痛・腰痛対策、閉じこもり予防・支

援、うつ予防・支援等を中心にした複合プログラム（教室）を提供するものである。地域住民の参

加しやすさを重視し、各地区の集会所や公民館にて開催している。一次予防と二次予防の対象

者を形式的に分けずに、合同で開催することにより、住民同士の誘い合いを促している。 

「おたっしゃ元気倶楽部」の修了者には地区のリーダーとなってもらい、各地区において介護

予防等に向けた自主サロンを形成・運営していってもらうために、地域包括支援センター職員や

民生委員がサポートを行っている。また、このようなサロン活動を支援する体制として、介護予防

サポーター「おたっしゃ応援隊」の養成に努めており、講座や情報交換会を開催している。現

在、保育・看護・介護の経験者や愛育・民生委員等の 60～70 歳代の女性を中心に、47 名がお

たっしゃ応援隊として登録されている。 

 今後の取組課題としては、認知症高齢者への支援が挙げられる。認知症予防講演会や教
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室の開催、認知症サポーターの養成により、地域住民が認知症について正しく理解し、地域全

体で認知症高齢者の生活を支えるまちづくりを目指している。 

 
地域支援事業における主な取組 

区分 事業名 概要 

対象者把握事業  毎年、基本チェックリストの実施 
二次 

予防 

事業 

通所型 

介護予防事業 

 運動器、栄養、口腔、閉じこもり予防、認知機能を中心にした複

合プログラムの教室「おたっしゃ元気倶楽部」 

 認知機能低下予防の教室「にこにこサロン」 

地域介護予防 

活動支援事業 

 介護予防サポーター「おたっしゃ応援隊」の養成 

 おたっしゃ応援隊の育成・支援 

 「おたっしゃ元気倶楽部」終了者のサロン活動支援 

 既存サロンリーダーの活動支援、研修会の開催 
一次 

予防 

事業 
介護予防 

普及啓発事業 

 介護予防教室「元気アップ教室」の実施 

 認知症予防講演会、認知症予防教室の実施 

 認知症サポーター養成講座の実施 

 市民ふれあい福祉まつりコーナーにてＰＲ 

 

■ 備前市 

人口 38,581 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 31.52 %（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

合計 3 ヶ所 

直営 3 ヶ所（サブセンター2 ヶ所） 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数）  

■ 備前市地域包括支援センター 

運営形態 直営（本センター1、サブセンター2） 

保健師等 6 人 

社会福祉士 6 人 

主任介護支援専門員 3 人（兼務） 

職員数 

その他 9 人 

 

② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

独居高齢者及び後期高齢者のみ世帯を対象に、日常生活における不安感の解消、急病、災

害等緊急時の迅速な対応を目的とした「備前市緊急通報装置設置事業」が平成 4 年に開始さ

れたことが、備前市による高齢者の見守り事業の端緒である。 

事業開始当初は、在宅介護支援センターに緊急通報に関する受信装置を置き、心配な高齢

者世帯に関しては、民生委員との連携の下、設置に関する申請手続を行うものだった。設置業
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務は NTT、定期保守はシルバー人材センター、緊急通報事案受信対応は日中は在宅介護支

援センター職員、夜間早朝休日は老人保健施設「さつき苑」の宿日直職員が行っていた。 

上記事業は、地域支援事業が開始された平成 18 年度からは「あんしん電話システム事業」と

して引き継がれ、市民からの相談・通報等への応対業務（コールセンター業務）を外部企業（ア

スビルあんしんケアサポート㈱、本社：東京都大田区）に委託する形に制度変更が行われてい

る。 

 
■ 取り組みの内容 

あんしん電話システム事業は、独居高齢者等を対象に、家庭内の事故等による通報に対

し、24 時間応答可能な安心電話を設置することにより、日常生活における不安の解消と緊急時

の迅速な対応ができる体制整備を行い、在宅支援を支援する事業である。 

65 歳以上の独居者及び 75 歳以上の高齢者のみ世帯を対象に、自己申請並びに介護支援

専門員・民生委員等による申請により、利用者を決定する手続がとられている。申請に際して

は、利用者の緊急連絡先はもとより、近所に 3 名の協力員を登録することが原則とされている。

現在、利用世帯数は約 280 であり、緩やかな増加基調にある（毎年度、新規設置者数が撤去数

をやや上回る傾向がある。撤去の理由は病院や福祉施設への入院・入所等が多い）。 

利用者の自宅に設置される「あんしん電話」は、基本的に「緊急通報装置」（現状の固定電話

に緊急／相談ボタンと通話機能が付いた端末を接続して利用するタイプ）と「ペンダント型無線

送信器」（首からぶら下げる端末に緊急ボタンのみが付いており、敷地内程度の距離を範囲とし

た無線通信を行い、緊急通報装置に緊急信号を送信するタイプ。通話機能はない）から成る

（→資料参照）。 

利用者は、「緊急通報」、「健康・介護相談」、「お伺いコール（安否確認）」等のサービスを受

けることができる。平成23年度の実績では、救急車等による搬送に至った件数は15件、相談／

連絡は 215 件、安否確認は 1,934 件となっている。また、誤報も 153 件ある。コールセンターへ

の接続はフリーダイアルで、通話料はかからない（現状で、毎月のあんしん電話利用料は全額

市が負担している）。 

例えば緊急通報が入った場合、コールセンター側で救急車の出動要請、協力員への対象者

訪問要請等の必要な措置を取り、対応結果情報についても FAX にて地域包括支援センターに

報告するようになっている。利用者ごとの相談件数や、コールセンター側が特に対応が必要と感

じた利用者についても、地域包括支援センターに報告が行われる。 

本事業においては、民生委員が重要な役割を果たしている。民生委員は、あんしん電話の周

知や、利用希望の高齢者世帯や心配な高齢者世帯がある場合の申請、協力員確保に向けた

地域の方々への働きかけ等の機能を担うほか、日常の訪問時にある程度必要な対応を行って

いる。 

 

あんしん電話システム事業が提供するサービス 

機能 概要 

緊急通報 通報すると、看護師が登録データを見ながらアドバイスを提供する。必

要に応じて、救急車の出動要請、医療機関受診の奨励、親族・協力員
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への連絡等を行う。 

健康・介護相談 健康・介護に関する相談を 365 日 24 時間受け付ける。病気等の予兆

を察知するため、看護師が対応する。 

安否確認 利用者の生活状態や体調に変化がないか、コールセンター側から声

掛けを行う。3 か月に 1回程度の頻度で実施。気になる点があれ

ば、看護師がアドバイスを行う。 

資料：アスビルあんしんケアサポート㈱「緊急通報サービスご利用のしおり」から作成 

 

あんしん電話システム事業の実績 

○設置状況 

内訳 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

新規設置 26 件 43 件 48 件 

撤去 34 件 29 件 33 件 

年度末設置数 247 件 261 件 276 件 

○通報対応・安否確認等の状況 

内訳 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

救急車による搬送 19 件 16 件 15 件 

救急車以外による搬送 ― 2 件 1 件 

相談／連絡 157 件 185 件 215 件 

安否確認 2,013 件 2,012 件 1,934 件 

誤報等 194 件 183 件 153 件 

計 2,383 件 2,398 件 2,318 件 

 

 

■ 取り組みの効果・課題 

市民に対して、民生委員のみならず、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、広報

誌等により事業内容を周知することで、あんしん電話の設置世帯が徐々に増加している。緊急

時だけでなく、日常のふとした相談等の対応にも応じている点が、利用者から好評を受けてい

る。 

当初は、利用者がコールセンターへの連絡を遠慮する状況も懸念されたが、通話料負担が

ないこと、コールセンター職員と利用者との人間関係も徐々に構築されてきていること、講演会

等を利用した緊急／相談ボタンの「試し押し練習」を行ったこと等により、相談／連絡への「敷

居」は徐々に取り払われてきている。 

一方、課題としては、緊急時の対応をスムーズかつ迅速に行うための協力員 3 名の確保が困

難になってきていることが挙げられる。その背景としては、近年では利用者の近所付き合いが昔

のように密ではなくなっていることに加え、協力員自身も高齢化しており、協力自体が困難となっ

て辞退するケース、死亡や施設入所によって協力員に欠員が出るケースが多数発生している。

また、申請者が、近所の人に迷惑をかけたくないと遠慮して協力員を選定できないケースもみら
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れている。現状では、民生委員等の協力を得て、協力員確保に向けた地域への働きかけや民

生委員自身に協力員になってもらうことで、協力員不足への対応を図っている。 

 

■ 今後の方向性 

「備前市緊急通報装置設置事業」、「あんしん電話システム事業」と、備前市の高齢者見守り

事業は約 20 年間実施されており、利用者の満足度も高い。一方で、地域の人的なつながりは

着実に弱まっており、見守りに関する地域の能力も低下しており、本事業の必要性が増している。

このような状況から今後も本事業を継続していく意向である。 

機器面での新たな選択肢として、携帯電話端末を利用したペンダント型緊急通報装置の導

入を検討中である。これにより、自宅敷地内等で事故に遭遇した場合にも、緊急通報ととも

に、通話によるやり取りが可能となる（現在の機器では固定電話に接続した緊急通報装置からし

か通話はできない）。一方で、この導入にはコスト増が伴うため、月々の費用の一部を利用者負

担とすること等も視野に入れながら、導入を図っていく予定である。 
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資料 緊急通報サービスの概要 
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資料 緊急通報装置及びペンダント型無線送信器 

 

 

資料：アスビルあんしんケアサポート㈱「緊急通報サービス」より抜粋 
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５) 山口県岩国市 

長寿いきいき見守り事業 

～ 地域ごとにきめ細やかに福祉員を配置し、見守りを実施 ～ 

 
① 概要 

岩国市は、山口県東部に位置し、広島県および島根県と隣接している。平成 17 年 3 月に岩

国市、由宇町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町、玖珂町が合併し、現在の岩国市の市

域となっている。市域は南北に長く、南部の旧岩国市は市街地が広がり、人口も集積している。

一方、北部の旧錦町や本郷村などは中山間地に位置し、高齢化も特に進展している。また、各

種生活機能も旧岩国市に特に集積している。 

このような地域特性を踏まえて、岩国市では介護保険計画において、市内の日常生活圏域を

5圏域に分け、圏域に応じた施策を展開している1。 

地域包括支援センターは、岩国市役所に設置されたセンター（支援第一係、第二係がそれぞ

れ生活圏１と２を担当）と、生活圏３～５にそれぞれ分室が設けられている。さらに圏域が広い生

活圏5については、分室１か所の他に社会福祉法人への委託によりもう１か所のセンターを整備

している。 

 
＜地域支援事業の全体像＞ 

岩国市では、介護予防・日常生活支援総合事業は導入していない。地域支援事業として包

括的支援事業、介護予防事業、その他の事業に取り組み、介護予防に対する支援、要介護を

含め全ての高齢者が住み慣れた地域で生活が送れるよう支援している。 

主要な事業は次ページ表に示す通りである。二次予防事業として、運動機能・口腔機能向

上、栄養改善などの事業を実施している。このうち、比較的利用者が多いのは運動機能向上

で、平成 23 年度実績で 25 名が利用した。口腔機能向上は２名、栄養改善は 0 名であった。運

動機能向上についても、岩国市では利用者を拡大したいと考えている。 

なお、現状で利用者が少ない理由として、そもそも基本チェックリストの回答者が少なく、二次

要望事業の対象者の把握が困難であることが挙げられる。岩国市では広報誌に基本チェックリ

ストを折込んで各世帯に配布している。しかしながら、二次予防事業の対象とならない比較的元

気な高齢者は回答してくれるものの、75 歳以上で二次予防事業の対象者となる可能性の高い

方からの回答が少ない。平成 25 年度からは後述する福祉員が各戸に出向くなどして、より多く

の方に回答してもらいたいと考えている。 

運動機能向上事業は、市内の３つの民間事業者に委託を行っている。以前からの実績があ

る事業者で、事前に趣旨等の説明を行ったうえで公募の手続きをとった。 

利用者の中には、もし介護保険の判定を行えば要支援、要介護に判定される可能性の高い

方や、80 歳以上の方などもいる。事前に信頼できる事業者であることを確認したうえで委託した

こともあり、プログラムは利用者からは好評であり、実際に運動機能も維持・改善が見られてい

る。 

                                                  
1 岩国１：旧岩国市中心市街地、岩国２：旧岩国市西部の住宅地、岩国３：旧由宇町全域と旧岩国市の南部、岩国
４：旧周東町・旧玖珂町の全域と旧岩国西部の山間部、岩国５：旧本郷町、旧錦町、旧美川町、旧美和町の全域 
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課題としては、３施設は別々の地域にあるが、バス網や送迎がないために、生活圏５などの住

民には利用しづらい点がある。 

 
＜ボランティアの活用＞ 

ボランティアの活用については、認知症サポーター養成講座を開催しているがその講師をボ

ランティアにお願いしている。また見守り事業について、市民や地域団体、企業（金融機関、宅

配事業者などを含む）などにボランティア的な協力について、本年度各団体を訪問して協力を

依頼しているところである。これらの市民、各種団体の参加意識は非常に高い。 

市民や各種団体による高齢者の見守りは、実際にはこれまでも行われていたことではあった

が、実際に市民や各種団体を訪問し、見守りの趣旨や、見守り活動を実施して困った時には地

域包括支援センター等が支援すること等を改めて周知することで、市を挙げた取り組みへと拡

大し、また参加者の役割も明確化した。 

この他、一次予防事業の地域介護予防活動支援事業において、15 回の教室開催の後、一

緒に教室に参加した人たちで自主グループを育成し、その後の継続的な活動を支援している。

ボランティアとは少し性格が異なるが、グループでの自主的な活動を促進している。１グループ

10～20人のグループが市内に 49 グループ結成されている。なお、有償ボランティアは、介護予

防に関する取り組みに関しては導入していない。 

 
地域支援事業における主な取組 

区分 事業名 概要 

二次予防事業の対象者

把握事業 

基本チェックリストを活用し、生活機能の状態を把握した上

で、地域において自立した日常生活を営むことができるよう

支援する。 

運動器機能向上デイサ

ービス事業（口腔機能向

上加算） 

デイサービスセンターへの通所により、運動機能や口腔機能

向上の訓練を実施。原則週１回、概ね４～６時間（月２回ま

で）。 

運動器機能向上事業 
デイサービスセンターへの通所により運動機能向上の訓練を

実施。原則週１回、概ね１～２時間。 

二次 

予防 

事業 

訪問指導事業 
保健師等が居宅を訪問し、生活機能に関する相談・指導など

の実施。 

介護予防普及啓発事業 
地域において、介護予防などに関する講演会や相談会など

を実施。 
一次 

予防 

事業 
地域介護予防活動支援

事業 

地域において、介護予防教室の実施や介護予防自主グルー

プの育成・支援を実施。 
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■ 岩国市 

人口 143,441 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 29.4 %（平成 24 年 4 月 1日時点の住民基本台帳） 

合計 2 ヶ所 

直営 1 ヶ所（サブセンター3 ヶ所） 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） １ヶ所 

■ 岩国市地域包括支援センター 

運営形態 直営（本センター1、サブセンター3） 

保健師等 14 人 

社会福祉士 7 人 

主任介護支援専門員 11 人 

職員数 

その他 4 人 

 

② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

高齢化の上昇とともに、ひとり暮らし高齢者の人口も増加しており、高齢者が安心して日常生

活を営むことができるよう、地域での暖かい見守り活動を促進するために事業を開始した。 

元々、合併前から同趣旨の事業が実施されていたため、平成 21 年度までは「友愛訪問活動

促進事業」として、福祉員連絡協議会、岩国市社会福祉協議会錦支部、老人クラブ連合会由

宇・玖珂・美川支部へ委託し、各団体のメンバーが活動を実施しており、高齢者見守り体制は各

地区で異なっていた。その後、平成 22 年度より社会福祉協議会へ委託し、福祉員による見守り

体制に統一し、市内全域での見守り体制の組織化を図っている。福祉員による見守り体制への

統一は福祉員の活動内容を明確にし、活動の活性化を図る狙いもあった。 

また、岩国市では平成 23 度から高齢者の見守りに力を入れており、先に述べた市民や企業

への見守り事業への参加依頼を行うなど、関連する取り組みにも注力している。 

 
■ 取り組みの内容 

市内 23 地域に計 636 人（H24 年 12 月末現在）の福祉員が、各地域で見守りが必要な独居

高齢者に対し、おおむね１ヶ月に１回程度、見守り活動（訪問や声かけ等）を実施している。従

来から民生委員が各地区で活動を行っていたが、特に見守りを重視すべき一人暮らしの高齢

者を主に福祉員が目配りし、見守りを分厚くする取り組みということができる。なお、636 人という

人数について岩国市では、地域的なアンバランス（郡部で人数が不足）があることや、福祉員の

中にも高齢者がいることから、今後人数の一層の拡充は必要だと捉えている。 

見守り活動の結果、対応が必要と判断された場合は、地域包括支援センターまたは民生委

員に連絡を行い、地域包括支援センター等でその後の対応を検討することになる。 

見守り状況について３ヶ月に１回は報告書にて社会福祉協議会及び地域包括支援センター

へ報告がある。これは定期的な活動報告であり、急を要する安否確認や相談については、その

都度、福祉員より連絡を受けて対応し、必要に応じて関係機関への支援へつなげている。 
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また、福祉員の活動のサポートとして、地域包括支援センターも代表者会議（３か月に１度）や

各地区での会議に参加し、事業についての説明や意見交換を重ねるとともに、各地区の福祉

員の集まりに出向き、見守り事業の実態を聞いたり、実施にあたっての不明点や困難点を福祉

員、社会福祉協議会と確認することで、福祉員が活動しやすくなるような取り組みを行っている。 

また、平成24年度に「高齢者実態調査」を行った際、独居高齢者へ「見守り希望の有無」を確

認するとともに、実態調査に基づき「地域との交流」や「社会参加」が無い方への見守りを効率的

に実施できるよう、対象者リストを作成した。見守り希望の有無を調査したのは見守りを希望しな

い高齢者との摩擦を回避するためである。ただし、見守りを希望しない高齢者であっても放置す

ることはできないため、高齢者ごとにどのような対応をするべきかを個別に整理するようにしてい

る。 

さらに、訪問時に活用できる介護予防に関するチラシの作成、活動報告書の見直しに基づく

対応支援などを行い、福祉員の活動環境を整備している。チラシの作成は情報提供としての意

味だけでなく、福祉員が高齢者宅を訪問するきっかけとしての意味も大きい。 

福祉員のスキルアップについては、社会福祉協議会が主催する研修に参加したり民生委員と

連携し勉強の場を設けている。 

 

■ 取り組みの効果・課題 

地域の高齢者の状況を把握しやすくなり、必要時の対応を迅速に行えるようになってきている。

また、逆に、地域の方から地域包括支援センターに相談や連絡が入った情報に関して、必要に

応じて、福祉員へ日頃の様子を確認したり見守り支援を依頼したりして、安心して生活できる環

境づくりの一端を担っている。 

なお、平成 24 年度に作成した高齢者のリストには２つの期待効果がある。１つ目は個々の福

祉員がどの高齢者にどのように対応するかという訪問活動を支援する効果、2 つ目はリストを地

域別などに集計し、地域ごとの課題や見守りを受け入れない方の傾向などを把握し、今後の政

策形成に反映する効果である。現在調査が終わった段階であり、次年度以降分析を深めていく

予定である。 

課題としては、主に３点挙げられる。１点は、近所との交流も少なく、福祉員の訪問や声かけも

拒否する高齢者への対応である。この点については、上述のように高齢者個別にどのように見

守り体制を整えていくかという整理はしている。 

２点目は、福祉員や民生委員だけではなく、地域全体での見守り体制、環境づくりへの取組

みである。この点では先に述べた市民、企業等の団体への見守り事業への協力依頼を進めて

おり、徐々に理解が高まってきているところである。 

３点目として、より多くの主体が見守りに参加してもらう中で、それらの主体が得た個人情報の

取り扱いが課題として顕在化している。事前にこれらの主体と個人情報の取り扱いについては

取り決めをしておく必要があると考えている。 

 

地域をあげた見守り活動については今後も拡充を図っていく。中心市街地には一人暮らし高

齢者が多く、郡部は面積の割に福祉員が少なくまた連携できる資源が少ないという特徴もあ

り、地域の特徴に合わせてそれぞれの支援体制を構築していく必要がある。見守りへの協力に
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ついて市民、各種団体に足を運んで協力を依頼してきたことから、その体制は徐々に構築でき

ている。 

 
■ 今後の方向性 

岩国市では近年高齢者への見守りを重視し、長寿いきいき見守り事業に関する福祉員への

見守り体制の統一、福祉員の活動を支援するための高齢者実態調査の実施と対象者リストの作

成、地域をあげた見守り活動に対する市民・企業等の団体への協力依頼の訪問などに取り組ん

できた。これにより、従来はそれぞれには取り組んでいた見守り体制を、より体系的できめ細や

かなものへと強化してきた。今後もこの取り組みを強化していく。 

長寿いきいき見守り事業に関しては、福祉員が一層見守り活動しやすい体制づくりのた

め、平成 24 年度の高齢者実態調査の結果を分析し、福祉員の活動支援や政策形成に活用し

ていく。また、福祉員と他団体との連携、福祉員以外の見守りの環境づくりについても充実を図

ってく予定である。 
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資料 1 岩国市長寿いきいき見守り事業実施要綱 
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６) 福岡県行橋市 

自立支援に関するケアマネジメント 

（総合事業版のアセスメントや退院後・ターミナルの方へのサービス提供を含めて） 

 
 

【保険者名】 福岡県行橋市 

【地域包括支援センター名】 行橋高齢者相談支援センター 

今元高齢者相談支援センター 

仲津高齢者相談支援センター 

泉高齢者相談支援センター 

中京高齢者相談支援センター 

長峡高齢者相談支援センター 

 
① 概要 

行橋市は、福岡県の北東部に位置し、周辺自治体における大手自動車メーカーの立地を背

景とした関連企業の集積や東九州自動車道の開通も控え、京築地域の中核都市としてさらなる

発展が期待されている。 

人口動態を見ると、高齢化が進んでおり、平成 26年度には高齢者人口は18,061人、高齢化

率は 25.9％となり、市民の 4 人に 1 人が高齢者となる見込みである。また、高齢化の進行ととも

に、要介護認定者数も増加し、平成 26 年度には 3,000 人を超える見込みである。 

そうした状況の中、より身近な相談支援窓口の充実強化を図るため、平成 24 年に地域包括

支援センターをそれまでの 3 か所から 6 か所に増やした（6 つの中学校区それぞれ 1 つずつの

配置されることとなった）。6 か所の地域包括支援センターは、全て委託の形である。 

もともとあった 3 か所の地域包括支援センターは 1 か所が直営で、2 か所が委託であった。6

か所すべてが委託で運営されるに際して、直営センターに配置されていた職員は、市の介護保

険課・高齢者支援係の中に配置替えとなり、6 か所の地域包括支援センター全体を管理・指導

することとなった。かつて同じ業務を行っていた職員が管理・指導できるので、各地域包括支援

センターで困りごとが発生しても迅速・的確に対応できるという効果がある（事務系職員だけでは

対応しきれないケースは多い）。また、例えばある地域包括支援センターの社会福祉士は、市の

高齢者支援係の中に配属している社会福祉士に相談できる（同じ職種の職員が同じ職種の職

員に相談できる）ことから、センターの職員にとっても、動きやすい環境となっている。 

地域包括支援センターを6か所に増やした際に、あわせて総合事業の導入を行うともに、ケア

マネジメントも整備して、地域ケアシステムの体制も再構築した。地域包括支援センターが 3 か

所だった時は、要支援 1・2 のプラン作成に追われていた状況であり、それに加えて、地域支援

事業も担当しなければならず、地域包括支援センターの業務負荷が増大していた。地域包括支

援センターを増やし、地域ケアシステムの体制を再構築するのに合わせて、各センターで配置

すべき職種や、各職種が行うべき業務についても、各センター共通の形で整理した。地域包括

支援センターの活動の全体像は、マニュアルとして整理されている。 
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＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

行橋市では、介護予防・日常生活支援総合事業を平成 24 年度から導入している。 

 

■ 背景・経緯 

平成 18年度から地域支援事業を展開してきたが、制度上の制約で、例えば要支援 1の利用

者が非該当になると、サービスに中断が生じるケースもあり、問題が出ていた。また、デイサービ

スについては、５つのデイサービスセンターに委託していたが、3つは介護サービス事業所で、２

つは介護サービスを提供しておらず単独で市の委託を受けていた事業所だった。そのため、介

護サービスを提供していない事業所のデイサービスを利用していた高齢者が要介護認定を受

けて、介護保険の対象者になると、その事業所のサービスを利用できなくなる、という状況が発

生しており、その事業所のサービスを受け続けるために、認定の申請を取り下げるというケースも

あった。 

以上のような状況から、要介護認定がサービスの選択を狭める面が出ており、そうした課題を

打開するために、総合事業の導入が決定された。 

総合事業を導入するに当たっては、地域包括支援センターが6か所に増えたこともあり、平成

23 年から市内のケアシステム全体を検討し直して、総合事業の内容等について検討を行った。 

従って、地域包括支援センターの活動が軌道に乗る時期と並行して、総合事業の導入が検

討されたことになる。 

 
■ 準備として行ったこと 

対象事業の整理を行い、総合事業としてどのようなサービスを提供していくかを検討するとと

もに、そのために必要となる様式やケアマネジメント業務の流れの整備などを市主導で行った。 

また、地域包括支援センターが円滑に業務を進められるように、各職種ごとの部会等に市の

担当職員が出向いて説明を行った。センター長会議も 2 カ月に 1 回開催して、意思疎通を図っ

た。（そうした会議体と市の協力・連携は現在も継続されている。） 

 
＜平成 17 年度以前の生活支援事業の復活＞ 

行橋市独自の状況として、総合事業の導入は、かつて（平成 17年度以前）に実施していた施

策を新しい制度に合わせた形で復活したという面が強い。行橋市では、平成 17 年度までは、生

活支援事業を行っていた。生活支援事業は、介護保険制度の枠外のものであり、ミニ介護のよう

な位置づけであった。その対象になった高齢者は、限度額 3万円の範囲で、ホームヘルパーの

サービスを受けたり、福祉用具の導入等のサービスを受ける仕組みである。対象者は主に、要

支援の前段階のレベルの高齢者であった。サービスの提供期間は原則として 6 か月である

が、継続もあるため、継続的に同じサービスを利用し続けている高齢者も存在した。 

上記のような生活支援事業は、平成18年度の地域支援事業の導入に伴って廃止されていた

ので、平成 24 年度からの総合事業の導入にあたって改めて復活させることにした。 

あわせて、緊急時のホームヘルパー、緊急時の福祉用具、在宅のショートステイは介護保険

以外の事業領域で実施されてきていたが、総合事業の導入を契機として、総合事業の中の分
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野としてまとめることになった。 

 
＜申請書等の書式の作成＞ 

申請書については、書式を作成した。また、申請の前提となる生活支援総合調査票も作成し

た。生活支援総合調査票は、対象者本人がどのようなサービスを利用したいかのチェックや、基

本チェックリスト等も合わせた形にしている。これを記入していくと、利用者一人ひとりの生活状

況や家族の状況、介護サービスのニーズなどが網羅できるようになっている。それらの書式

は、全く新たに作成したものではなく、平成 17 年度までの生活支援事業において活用されてい

たシートを見直して加工したものである。平成 18 年度に地域支援事業に移行した際には、それ

らの書式を簡素化したものを作成して活用した。従って、書式についても、総合事業のために全

く新しいものを作成したということではなく、平成 17 年度以前のものに戻ったということになる。 

 
■ ケアマネジメントの概要 

ケアマネジメントの流れは、次々ページの図の通りである。 

生活支援総合調査票を記入する（作成する）のは、各地域包括支援センターの職員である。

ケアマネジメント事業は地域包括支援センターが全て行うことにしている。（要介護の認定につ

いて、地域包括支援センターは関与しておらず、認定調査員が訪問して書式を作成している。） 

生活支援総合調査票の内容と申請書の内容に基づいて、週1回、地域支援判定会議を開催

している。内容は地域ケア会議に類似している。この会議には、介護保険課の担当職員だけで

なく、6 か所の地域包括支援センターから必ず 1 人の職員が出席するようになっており、常に地

域包括支援センター全体が意思決定に関わるとともに、情報共有が円滑に進むようにしている。 

それまでは、デイサービスならデイサービスの個別の事業に関しての判定会議の形だった

が、総合事業を導入してからは、1人の対象者について全体的なニーズに関する判定会議の形

にしている。例えば、デイサービスの申請が上がっている高齢者について、判定会議で話し合

って「デイサービスよりもショートステイの方がよいのではないか」というように提供サービスが変

更になることもある。こうしたことは、個別事業単独の判定ではできないことである。一人ひとりの

ニーズに合わせた形でサービス提供が行いやすくなっている。従って、どのような対象者にどの

ようなサービス提供がふさわしいか、といったマッチングも判定会議の場で行われることになる。 

サービス提供が決まると、社会福祉士が生活支援事業のケアプランを作成して、実際のサー

ビス提供が開始される。 

この判定会議も平成 17 年度以前の生活支援事業の時代から行われていたものであり、運営

の形も、平成 17 年度以前に戻ったことになる。 

モニタリングは原則として 6 カ月ごとに実施しているが、6 カ月にこだわらず必要に応じて地域

包括支援センターの職員が適宜、住居を訪問して、状況の変化に柔軟に対応するようにしてい

る。 

 
＜利用者の掘り起こし＞ 

利用者の掘り起こしについては、地域包括支援センターの職員が日頃から地域に出向いて

行って、情報を集める中で把握するようにしている。特に、地域主体の取り組みであるいきいき
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サロンの活動に積極的に入っていくようにしている。現時点では、個別ケースへの対応への取り

組みを重点的に進めているところである。 

 
＜いきいきサロン＞ 

行橋市には、「いきいきサロン」と呼ぶ小地域の交流活動が盛んである。そこに地域包括支援

センターの職員が訪問して勉強会を開催したり、情報共有したり、ということも行っている。 

（ボランティアではないが）予防教室の普及啓発事業の中で、教室の生徒だった方々が、教

室終了後に地域のリーダー役として同じような活動を牽引するケースも出ている。そうした活動

に役立てられるように、教室で参加者が映っている DVD を作成して配布したりしているし、活動

に必要となる資料も用意して配布している。市内には85か所のいきいきサロンがあるが、20か所

以上で週1回の運動や自主的な見守り活動が展開されており、残りの65か所では１次予防の取

り組みを実施されている。 

行橋市では、ボランティアを養成するというよりは、いきいきサロンを中心とした住民主体の活

動を育てていく、というイメージで地域活動が推進されている。 

 
＜見守りシート＞ 

介護保険の認定を受けているか否かに関わらず、見守り等が必要なケースがあれば、「見守

りシート」を作成して、地域のネットワークを活用した見守りにつなげるようにしている。社会福祉

士が「見守りシート」を作成して、民生委員に渡して活用してもらっている。 
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■ 総合事業の主な内容 

介護予防・日常生活支援総合事業として実施している主なサービスは以下の通りである。 

 
食の自立支援事業 ＜対象者＞ 

・行橋市に居住する概ね 65 歳以上で、要支援・要介護状

態の者及びその状態になりうるおそれのある虚弱高齢者。

・単身世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯。 

・心身の障害、疾病等の理由により食事の調理が困難な者。

＜利用回数＞ 

・1週間における最大提供回数は７回 

＜利用料＞ 

・1食につき400円 

＜サービス提供者＞ 

・市内の社会福祉法人2か所 

在宅高齢者ショートステイ

事業 

＜対象者＞ 

・日常生活を援助している者が疾病、冠婚葬祭、出張、旅

行、学校等の公的行事への参加その他やむを得ない理由等

により一時的に日常生活の援助を受けることが困難となっ

た者。 

＜利用回数＞ 

・1日を1回とし、年間24回を限度。 

＜利用料＞ 

・1日につき、1,000円 

＜サービス提供者＞ 

・市内の社会福祉法人 2 か所、小規模多機能型居宅介護 3

か所 

高齢者生活支援事業 ＜対象者＞ 

・転倒の危険性がある高齢者がいる市県民税非課税世帯 

＜支給額＞ 

・75,000円まで（対象住宅につき） 

＜対象内容＞ 

・手すりの設置・段差解消・福祉用具の購入等 

＜利用料＞ 

・費用の額の1割 

＜サービス提供者＞ 

・民間事業所 

緊急時の福祉用具貸与 ・要介護認定を受けておらず、末期がん等で一次的に退院

し、福祉用具が必要な人に対して、特殊寝台等を貸し出す。

緊急時のホームヘルプサー

ビス 

・要介護認定を受けておらず、末期がん等で一次的に退院

した人や身体状況の悪化で緊急的に支援が必要な人に対し

てホームヘルパーを派遣する。 
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生活支援住宅改修については、例えば住宅に手すりを付ける、というものであり、7 万 5 千円

が限度である。手すりを一本付けるだけで、要介護にならずに済んでいるケースもある。住宅改

修の利用者の状況を調べてみると、ほとんど介護保険の対象者にはなっておらず、効果は大き

いと考えられる。 

 
■ 総合事業の効果 

ニーズ調査やフォローのための訪問活動を積極的に行っているので、リスクの高い人やニー

ズの大きな人を把握しやすくなり、総合事業だけでなく各種のサービスにつなげやすくなってい

る。介護保険の相談にも円滑に対応できるようになっており、介護保険の前段階で申請の予防

にもつながっている。 

また、判定会議の場で、様々な視点から検討が行われるので、本人のニーズを的確に反映し

たサービス提供が実現していると考えられる。 

地域包括支援センターはこれまでどちらかというと受け身の状況であったが、総合事業を実

施して以降は、積極的に地域に出向くようになっている。それによって、地域においても地域包

括支援センターの知名度が上がっており、最近では、警察署から地域包括支援センターに直接

情報提供してもらうケースも増えてきている。地域包括支援センターがまちづくりの中心的な役

割も担いつつあり、民生委員との協力・連携関係も深まっている。地域包括支援センターが地域

づくりの活動に積極的に取り組んでいることに対しては、地域のリーダーからも好評である。 

 
■ サービス利用者・サービス提供者の声 

利用者の声については、モニタリングを行った際に、意見も聞いたりしているが、特に不満や

改善要望などは出ていない。 

 

サービス提供の担い手からは、費用について自己負担が 1 割かかるので、利用者（高齢者）

にとっては大変なのではないか、という意見が出ている。生活保護受給者や低所得者について

も、減免措置は導入していないので、自己負担が厳しいケースはあるかもしれない。減免措置

の導入については、今後の検討課題である。 

特に住宅改修は非課税世帯が対象であり、課税世帯になるとサービスを受けられない仕組み

なので、夫婦世帯で奥さんが要介護一歩手前のケースで、手すりが一本あると要介護にならず

に済むというケースでも、夫が年金受給者であると課税世帯となってしまい、住宅改修のサービ

ス対象から外れてしまう、というケースがある。柔軟なサービス提供が可能となるような、制度の改

善は検討しているところである。 

サービス提供の担い手からも、サービス自体に関する不満は出ていない。 
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■ 今後の方針 

現在のところ、想定していたほど利用者は増えておらず、財源的にはひっ迫はしていない。事

業全体の利用者がまだ少ない状況であり、予算的に厳しい状況にはなっていない。ただし、在

宅高齢者ショートステイは利用者が増えている他、地域包括支援センターの訪問活動等をより

一層強化していくためには人員の配置を厚くする必要も出てくると考えられるので、介護保険料

の枠を 6％程度までの拡大が期待される。 

6 つの地域包括支援センターは、担当する地域によって人口規模が異なっているので、厳密

には、人口当たりの職員配置は格差が出ている。それをどのように均一化していくかは今後の課

題である。 

予防ケアマネジメント事業と生活支援事業のマネジメントをどのように関連付けていくかは、課

題である。特に、生活支援事業のマネジメントのコストをどのように設定するかは難しい面がある。

現状では、生活支援事業のマネジメントについては、時間当たりの人件費単価を決めて、稼働

時間との掛け合わせで費用を積算している。従って、訪問していくら、ケアプランを作成していく

ら、モニタリングを行っていくら、という形になっておらず、業務を一体として年間の人件費として

含まれる形になっている。 

 
＜介護予防ボランティア＞ 

行橋市では、介護予防教室や運動教室をサポートするサポーターの養成は積極的に行って

いる。現在、運動サポーターが 13名、認知症予防教室のサポーターが 20名いる。（1人で両方

のサポーターになっている人もいる。）上記の数値は活動者数であり、登録者数自体はさらに多

い。 

介護予防ボランティアには、高齢者の体力測定やモニタリングの手伝いに活躍してもらってい

る。 

認知症予防教室では、1 人の対象者に対して 2 人の担当者で対応しており、うち 1 人はサポ

ーター（ボランティア）である。 

一度サポーターとして登録されると、サポーターと市・地域包括支援センターとのつながりが

できるので、地域の見守り等にも参加して頂ける可能性が高まる、という効果がある。 

原則としてサポーターは 70 歳までの元気な方が対象であり、活動は無償で行われている。 
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■ 行橋市 
人口 72,195 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 23.95%（平成 24 年 4 月 1日時点の住民基本台帳） 

合計 6 ヶ所 

直営 0 ヶ所 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） 6 ヶ所 

■ 行橋市の地域包括支援センター 

運営形態 委託 

保健師等 6 人 

社会福祉士 6 人 

主任介護支援専門員 6 人 

職員数 

その他 19 人 

 
② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

平成 17 年度に終了した生活支援事業と平成 18 年度からの地域支援事業を実施する中

で、高齢者にとって使いやすく、かつ、高齢者一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供を検

討していく上では、自立支援に関するケアマネジメントは必要不可欠であった。 

行橋市では平成 15 年度から、介護保険非該当者等（現在の二次予防事業対象高齢者）に

対し、「準支援サービス」として、生活支援ヘルパー・デイサービス等を実施し、準支援ケアプラ

ンを作成し、予防事業を実施していた。平成 18 年 4 月法改正により、「準支援サービス」は終了

としたが、二次予防事業対象高齢者は「地域支援事業判定会議」を実施しながら、対象者の選

定を行ってきた。 

今回、ケアマネジメント事業および総合事業版アセスメントシートは、平成15年～18年度に行

橋市が独自で実施してきた内容とほぼ一致することから、平成 18 年以前の状況に戻す形で軌

道に乗せた。 

また、高齢者からのニーズを把握する中で、ターミナルケアに関する相談も多く、そうしたケー

スでは介護保険サービスが間に合わない、利用しづらい、という状況があったため、ターミナル

のケアとして、緊急的なサービス提供を検討した。 

また、退院後のケースで、回復状況によって介護保険サービスの利用が必要ないと判断でき

る場合があり、その間のみ（1～3 カ月程度）の支援があれば介護保険申請を行う必要がないケ

ースも出ていたため、併せて緊急的なサービス提供を検討した。 

 
■ 取り組みの内容 

ケアマネジメント事業の流れ（→概要やイメージ図は前述）に沿って事業を実施している。具

体的には、対象者の把握⇒生活支援総合調査（アセスメント）⇒地域支援判定会議（週 1 回）⇒

サービス等の決定⇒二次予防および生活支援ケアプラン作成⇒モニタリング・評価、という流れ

である。 



205 

 

退院後の患者やターミナルの患者に対するサービス提供としては、緊急時ホームヘルパー事

業やショートステイ事業において、相談を受けた段階で退院後の患者（自宅にすぐには復帰で

きないがショートステイを利用しながら在宅復帰の練習が必要なケース）やターミナルの患

者、ベッドさえあれば 1 ヶ月の対応で改善することが見込まれる方、等でサービス提供に緊急を

要する場合には、要介護認定が間に合わないケースがあるので、緊急な対応（1ヶ月～3か月の

サービス提供）に応じるようにしている。緊急時には、とりあえず必要最低限のサービス提供を開

始して、事後的に判定会議を開催して必要なサービスを追加することもある（対象者の緊急度に

応じて、柔軟に対応している）。そうしたサービスの提供者として、社会福祉法人だけでなく、小

規模多機能事業所も入るようにした。末期がんの患者等では、介護保険に該当するケースであ

っても、1週間だけ自宅に帰る（そのための緊急的なホームヘルプ利用など）という対応を優先し

ている。多くの場合では、「介護保険の申請→認定→介護保険サービス提供」の時間が間に合

わない。間に合うケースであっても、介護保険の申請は事後的に、対象者のペースに合わせて

行うことができるようにしている。 

 
■ 取り組みの効果 

地域包括支援センターの職員が地域の個別ケースへの対応力を高めることができ、ケアマネ

ジャーとの連携や医療連携、見守り、虐待防止まで含めて、きめ細かい対応が可能となってい

る。 

また、地域包括支援センターの職員が地域に出向いて、日常生活圏域のニーズを掘り起こす

ようにしているため、地域診断の視点を養ったり、広い意味で介護予防事業の地域展開（小地

域での実施）につなげることができていると考えられる。 

 
■ 今後の方針 

ニーズの掘り起こしや個別ケースへのきめ細かい対応をさらに一歩超えて、地域の社会資源

（リーダー役となる人材も含めて）の発掘や、「こんなまちをつくりたい」という提案まで含めて、ま

ちづくり全体の活動につなげていくことを検討している。そのためには、さらに、地域包括支援セ

ンターの 3 職種がそれぞれの役割を果たして、様々な専門機関（職種）との連携を高めていっ

て、地域から頼られる存在になることが必要であると認識している。 

 



206 

  
資料 地域包括ケアシステムのイメージ 
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資料 各地域包括支援センターの職員配置 
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資料 基本チェックリスト 
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資料 生活支援総合調査票 
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資料 見守りチェックシート 
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資料 住宅改修のケアプラン 
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資料 総合事業の申請書 
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７) 佐賀県伊万里市 

愛の一声運動推進事業 

～ “近所ぐるみ”での高齢者見守り活動が地域に根付く ～ 

 
【保険者名】 佐賀県伊万里市 

【地域包括支援センター名】 伊万里市地域包括視線センター 

 

 
① 概要 

伊万里市では、市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための中核拠

点として、直営の地域包括支援センターを庁内に設置している。直営かつ庁内に位置すること

から、庁内各部署との連携・相談・協力が行いやすい環境にある。地域包括支援センターに

は、社会福祉士 3 名、保健師 2 名、主任介護支援専門員 1 名が配置され、市民からの相談に

対応する体制整備が図られている。 

また、市域が広大であること等を背景に、地域包括支援センター1 カ所に加え、地区別にブラ

ンチ 5 カ所を委託形式で設け、ネットワークを形成し、市民の利便性向上を図っている。 

さらに、伊西地区介護支援専門員連絡協議会の事務局を地域包括支援センターに置く

等、必要な情報の提供や研修会の開催等を企画し、介護支援専門員のネットワーク構築を図っ

ている。介護支援専門員や民生委員等の関係機関との連携・協力体制を持ち、地域の協力支

援を得られる体制づくり図っている。 

 
＜地域支援事業の全体像＞ 

伊万里市では、介護予防・日常生活支援総合事業は導入していない。 

平成36年に高齢者人口のピークがくることが予想され、ひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみ

の世帯、認知症高齢者の増加に対する新たな対策が急務となっている。急激な高齢化に対応

するため、介護予防に重点を置き、重度化の防止を図るとともに、要介護状態となっても、住み

慣れた地域で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるような「地域包括ケアシ

ステム」の構築を目指している。地域包括支援センターを拠点として、生活機能の低下が疑われ

る二次予防事業対象者の早期発見から、介護予防事業への参加を通じて生活習慣の改善に

つなげるまでの統一的な流れを構築し、利用者の立場に立ったサービス提供を図っている。 

介護予防サービスの充実とともに、地域支援事業を推進し、介護予防や健康づくりに対する

取組を自主的かつ日常的な取組として実践・定着することを目指し、次ページ表のような取組に

力を入れている。 
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主要な地域支援事業の概要 

事業名 概要 

成年後見制度 

利用支援事業 

認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の方につき、本人の判断能

力等を総合的に考察し、権利擁護を図るため、市長が本人に代わって審

判請求を実施するとともに、成年後見制度の周知をはじめ、親族への利

用支援のほか、成年被後見人が生活保護受給者等の場合には、成年後

見等への報酬の一部を助成する等の事業。地域包括支援センターが実

施。 

住宅改修理由書 

作成事業 

住宅改修のみの介護サービスを利用する要介護者等の支給申請に必要

な住宅改修理由書については、住宅改修に関する十分な専門的知識が

必要となるため、作成費用を支援することで、必要な手続きを円滑に行う

とともに、利用者の負担を軽減する等の事業。市内及び近隣の社会福祉

法人等へ委託。 

配食サービス事業 65 歳以上のひとり暮らし高齢者等で、心身機能の低下等により調理が困

難な人で、栄養改善が必要な方に、昼食または夕食のいずれかを配食

するとともに、併せて安否確認を行う等、在宅での自立を支援する事業。

民間事業者へ委託。 

愛の一声運動 

推進事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者等で、特に見守りや安否確認が必要と認

められる方に、民生委員や福祉活動員等の訪問連絡員が定期的に訪問

し、日常生活の不安をなくすとともに、安心して在宅で生活できるように支

援する事業。各地区民生・児童委員会へ委託 

生活発見創造 

講座事業 

60 歳以上の方に趣味活動の促進を図るとともに、生きがいのある生活に

つなげるため、老人福祉センターにおいて陶芸教室、手芸教室、園芸教

室を開催する事業。第 1金曜日・第 2月曜日市社会福祉協議会へ委託。

 

■ 伊万里市 

人口 57,440 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 25.12%（平成 24 年 4 月 1日時点の住民基本台帳） 

合計 6 ヶ所 地域包括支援センター数及

び運営形態等 直営 1 ヶ所（ブランチ 5 ヶ所） 

■ 伊万里市地域包括支援センター 

運営形態 直営 

保健師等 2 人 

社会福祉士 3 人 

主任介護支援専門員 1 人 

職員数 

その他 9 人 
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② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

ひとり暮らしのため日常のほとんどを人に接することなく生活している高齢者に対しては、生活

状況や健康状態の把握を行う手段が乏しい。このような高齢者の孤立を解消するために、愛の

一声運動推進事業が昭和 52 年度から開始されている。 

上記事業は、主に独居高齢者を対象に、約 30 年間続けられてきたが、近年では、①高齢化

や核家族化の進行による高齢者のみの世帯の増加、②共働き世帯の増加により、同居家族は

いるものの、日中は家族が仕事のため一人で過ごす高齢者の増加等、高齢者を取り巻く環境の

変化が顕著になってきた。これに対応すべく、平成 20 年度以降、訪問対象者を高齢者のみ世

帯、日中に独居となる高齢者等に拡大する見直しを行った。 

運動の推進には、地域の協力が不可欠であることから、地区民生委員・児童委員協議会への

委託事業となっている（平成 19 年度までは、老人福祉生活員への委託事業だったが、民生・児

童委員も中核的な役割を果たしていた）。平成 19 年度までは毎日 1回の訪問を基本としていた

が、対象拡大に伴う訪問負担を抑制するため、平成 20 年度からは訪問頻度を週 1 回以上に変

更している。 

 
■ 取り組みの内容 

愛の一声運動推進事業は、見守りや日々の安否確認が必要と認められる高齢者に対し

て、訪問連絡員が訪問をし、話し相手や相談相手となって高齢者の孤独感・不安感を取り除くと

ともに、健康や安否の確認を行い、高齢者福祉の増進を図るものである。 

訪問対象者は、伊万里市に住所を有する 65 歳以上の高齢者であり、特に見守りや安否確認

が必要と認められる方（①単身高齢者、②高齢者のみの世帯に属する方、③家族と同居だが日

中は独居となる高齢者等）である。一方、①単身高齢者だが社会経済活動に従事し、常に他人

と接する機会がある方、②近所に親族等が居住し、孤独感や不安感がない方、③住民票上は

世帯分離をし、高齢者世帯の形態ではあるが、現状は家族と同一家屋に居住している方、④年

間を通じて介護保険サービスを利用している方は、訪問の対象外となっている。 

本事業は地区民生・児童委員へ委託されている。訪問対象者は、民生・児童委員が選定して

おり、その数は平成 23 年度には 233 人となっている。これらの訪問対象者の日常的な見守り・

安否確認に向け、民生・児童委員は訪問対象者の近隣に住んでいる方々を中心に、訪問連絡

員としての協力を依頼している。訪問連絡員の活動は、週 1 回以上声かけや訪問をし、話し相

手・相談相手となり引きこもり防止と安否確認に努めつつ、異常を感じた場合等、必要に応じ

て、民生・児童委員及び伊万里市長寿社会課に連絡を取ることである。訪問連絡員数は約 150

名である。また、これとは別に、民生・児童委員は通常業務として、高齢者の見守り・安否確認を

行っている。 

 

愛の一声運動推進事業 年度別対象者数 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

対象者数 185 158 206 214 221 233 
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■ 取り組みの効果・課題 
昭和52年の本事業開始当初から、地区の状況をよく知る方々（老人福祉生活員、地区民生・

児童委員）等が現状調査に基づき訪問対象者を選定し、訪問連絡員へ依頼して、訪問を続け

るという仕組みが構築され、それが根付いてきている。また、訪問連絡員は、訪問対象者の近所

の方が就任するケースが多いが、訪問連絡員がさらに周辺の住民にも呼びかけ協力を得なが

ら、“近所ぐるみ”で見守りを行っているケースも少なくない。また、伊万里市では別途、福祉活

動員（約 50世帯に 1名配置）が見守り活動を行っており、福祉活動員とも連携して、1人の対象

者を複数人で見守る仕組みが形成されている。また、見守られる側（訪問対象者）が“見守られ

ている”ことを認識していないケースも多く、日常生活の中で、自然な見守りが行われていること

が特徴である。地域包括支援センターも、見守る方々の生活情報を多く持っている民生・児童

委員や訪問連絡員と連携して行動することで、介護の充実を図れるメリットを感じている。本事業

を含めたこれらの活動が、地域による高齢者見守りの意識向上につながっているものと思われ

る。 

訪問連絡員から連絡を受け、体調が悪化した独居高齢者を病院に連れていくことができ

た、騒音等を出すようになった高齢者の子供に連絡し同居につなげた等、孤立死の防止に貢

献したケースもみられている。 

伊万里市では、民生・児童委員及び訪問連絡員を中心とした現場主導の活動に、市が後方・

側面支援を行うという運営形態をとっていることが特徴である。これは、“見守りや緊急連絡の必

要性の判断は、地区情報を熟知している方々の意見の尊重すべきである”という市の基本姿勢

によるものである。一方で、訪問対象とするか否か等の判断を委託先である地区民生・児童委

員に一任しているため、細部までの基準統一が図られていないことが課題となっている。民生・

児童委員からも訪問対象者とすべきか否かの判断に惑う相談が市に寄せられるケースも見られ

ている。 

また、個人情報保護の観点から、市から民生・児童委員に高齢者に関する情報を提供するこ

とは難しく、民生委員・児童委員等が新たな訪問対象者を探す活動をする際等に有効な情報が

得られずに困る状況も見られているという。 

 

■ 今後の方向性 

30 年以上継続されている愛の一声運動推進事業等の活動により、高齢者を地域で見守ると

いう意識や行動は地域に根付いてきており、地域ネットワークの構築という観点からも有意義な

ものと位置づけられているため、今後も事業継続の意向である。 
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資料 1 伊万里市愛の一声運動推進事業運営要綱 
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資料 2 訪問連絡員向け資料 
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資料 2 声掛けについて、推進事業実施に会っての留意事項 
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８) 長崎県佐々町 

高齢者ボランティアの育成と日常生活支援サービスへの活用 

 

【保険者名】 長崎県佐々町 

【地域包括支援センター名】 佐々町地域包括支援センター 

 
① 概要 

佐々町は、人口約 14,000 人の町で、佐世保市と海に囲まれている。佐世保市への合併が検

討されたこともあるが、昭和 50 年以降、合併せずに現在に至っている。佐々町では、介護保険

制度が始まる以前から、ふくしのまちづくりに取り組んでおり、現在、住民の自主的な活動を基

盤とする介護予防に力を入れて取り組んでいる。 

佐々町全体が 1 つの中学校区となっていることもあり、地域包括支援センターは 1 か所（直

営）である。センターには 10 人の職員が配置されており、保健師 1 名、主任介護支援専門員 2

名、その他職員 7 名（看護職やケアマネジャーなど）が活動している。在宅介護支援センターの

機能を地域包括支援センターが引き継いだ形となっており、設置されている場所も同じである。

在宅介護支援センターから地域包括支援センターに組織替えを行った時に、市の健康センタ

ーから看護師と保健師が移籍して、現在の体制になった。 

地域包括支援センターの業務について、主任介護支援専門員1人とケアマネジャー2人の計

3 人で、要支援 1・2 のグループを対象とする介護予防給付の業務を担当している。看護師 2人

が（地域支援事業で言うところの）包括的支援事業に当たる業務を担当している。それ以外の介

護予防事業を他の職員が担当している。 

地域包括支援センター全体として、介護予防事業に重点的に取り組む体制をとっている。

（以前からそのような体制であり、介護予防ケアプランの作成に追われる状況はなかった。） 

 

＜総合福祉センター＞ 

平成 9 年に開設された。福祉センター・健康センター・町立診療所が 1 つの建物でつながっ

ている。地域包括支援センターも福祉センター内に設置されている。組織の壁を越えて、総合

福祉センター全体で、佐々町の健康づくりを担っている。特に地域包括支援センターの活動が

軌道に乗ったことで、早めの健康づくりや介護予防の取り組みが進展するようになってきた。ま

た、町立診療所では3年前より内科から物忘れ外来に移行しており、認知症関連で地域包括支

援センターと診療所の協力・連携も密接になっている。 

福祉関係では、社会福祉協議会も総合福祉センター内に事務局が設置されており、地域包

括支援センターとの協力・連携が円滑に行われている。 

 

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

佐々町では、介護予防・日常生活支援総合事業を平成 24 年度から導入している。 
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■ 背景・経緯 

佐々町では、平成 18 年度から地域支援事業を進めてきていたが、良好な結果を出すことが

できなかった。介護保険料も第 1 期～第 5 期にかけて増加を続け、介護保険料は県下ワースト

1 位、要介護認定率も結果ワースト 1 位の状況であった。 

そうした状況を変えるためにはどうすればよいか分析を行った。その結果、軽度の要介護認

定者数が多いことが課題であることが明らかになり、要介護認定者数についても要介護 1 以下

の（軽度の）層が増えていることが分かった。新規の要介護認定申請の申請理由や、レベルが 2

段階以上悪化したケースの理由を調べてみたところ、認知症の要因や転倒・骨折を含む廃用症

候群の要因が大きいことが明らかとなった。以上のような状況を踏まえて、要介護認定の前段階

にある高齢者が要介護認定に至る時期を 5 年でも遅らせることができれば、かなり違った状況と

なるのではないかと推察された。 

同時に、介護保険料が高い理由の1つとして、施設入所者の割合が多いことがあり、130人の

施設入所者に6億円近くの保険給付費がかかっていた。介護保険制度が始まる以前から、佐々

町は「ふくしの町」を標榜して福祉事業に取り組んでいたが、その時から、特養ホーム・老健施設

が配置されていて、困った時にはすぐに入所できるという状況があり、かえって住民の間で在宅

へのこだわりが薄い状況が出ていた。平成 19 年度における要介護 2～5 認定者数に対する施

設・居住系サービス利用者割合は、国全体が約 40％、県平均 50.2％に対して、佐々町は

62.0％と高い水準であった。その意味でも、軽度の高齢者になるべく在宅での生活にこだわりを

持っているような取り組みも必要であると考えた。 

平成 23 年度にセンターの保健師が総合事業マニュアル作成の検討会に委員として参画した

こともあり、佐々町に総合事業が導入できないか検討を行った。その時点で佐々町が行ってい

た地域支援事業は、総合事業と違和感が少なかったことも、導入の要因となった。 

以上の状況を踏まえて、介護予防を重視した取り組みと、在宅生活へのこだわりを持った事

業を展開することにした。 

 
■ 準備として行ったこと 

介護予防に取り組むための事業としてどのようなサービスがあればよいかについて、様々な会

議体で行政・地域包括支援センターと住民が検討を進める中で、いろいろな声が出てきた。 

例えば、ゴミ出し1つにしても、居室内のゴミの整理はできて、出す手前までは自立して行える

が、自宅を出てゴミの集積場まで杖をついて 50 メートル歩くのが不安であり、その介助があると

助かる（そのためだけに介護保険サービスのホームヘルプサービスを利用するのは無駄ではな

いか）という声が出た。そうしたことは、近隣の住民同士で助け合いができれば、コストをかけず

に必要十分なサービスが獲得できるし、声かけや見守り、近隣とのつながりの向上にもつなが

る、との指摘がなされた。 

また例えば、地域の会合にも出ていた高齢者のケースで、介護保険のデイサービスを利用す

るようになってから、そうした会合に出づらくなった、という声が出た。そうしたケースでは、民生委

員や地域の人たちが「来てよ」と声かけすれば、本人も地域の集いにも出やすくなるのではない

か、との指摘がなされた。 

以上の状況を踏まえて、介護保険サービス以外に、地域住民が主体となるインフォーマルな
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サービスを増やしていくことが重要であるという結論が出され、平成 21 年度からは、「給付の適

正な利用」と「介護予防を含む地域支援体制の確立」の 2 つを柱として事業を進めるようになっ

た。その中で、「できないことの支援」ではなく、「できていることの継続や改善可能な部分の支

援」にこだわるようにして、介護予防事業の取り組みを徐々に拡大していった。 

地域支援体制をコーディネートしていくとともに、まちづくりの中核となるのが、地域包括支援

センターの主要な役割であると認識するとともに、地域包括ケアは、住民の生活全般にわたり切

れ目なく提供されるケアであるという視点を重視するようになった。 

 
■ ケアマネジメントの概要 

一般的には、基本チェックリストを配布・回収して、対象者を抽出して事業への参加を呼び掛

ける、という形が通常であるが、佐々町ではそうした方法はとっていない。  

以前は、65 歳以上の方全員に健診の案内とともに基本チェックリストも配布していた

が、100％の回収はできなかったし、基本チェックリストの結果を健診の際に持ってきて頂ける方

は、比較的元気な方であり、事業の真の対象者ではなかった。事業の本当の対象者は、基本チ

ェックリストでは十分に把握できない状況だった。 

そこで、地域包括支援センターと民生委員・福祉協力員・ボランティア住民、地域デイサービ

スのスタッフ等との連携を密にして、気になる方がいればすぐに連絡してもらって、地域包括支

援センターの職員がすぐに訪問して、状況把握して、生きがい教室などのサービスにつなげるよ

うにしている。参加者は、ほとんど全て一本釣りで呼びかけを行っている状況である。そのた

め、常に、地域包括支援センターから、対象者発掘の依頼を関係各方面に行っている。 

ケアプランについては、基本情報を把握し、生活機能評価を行った上で、「はつらつ目標設

定プラン」という形で作成している。 

ケアプランの作成は地域包括支援センターの職員が行い、ケア会議を行ってサービス提供を

判定している。 

「はつらつ目標設定プラン」には対象者本人の同意署名欄もあり、同意書を兼ねている。対象

者本人の同意が得られると、ケア会議を行って実際のサービスが確定して、提供が行われる。モ

ニタリングは 6 カ月ごとに行なっている。 

 
■ 総合事業の主な内容 

総合事業及び予防モデル事業のメニューは次ページの通りである。 
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総合事業及び予防モデル事業のメニュー 

支援メニュー 実施頻度
1回あた

りの時間
利用料金 実施者 

予防サービス 

生きがい教室 週 1回 5 時間 150円 地域包括支援センター

はつらつ塾（5教室） 週 1回 2 時間 150円 地域包括支援センター

 ① いきいきサロン ②おとこ料理クラブ ③手作業クラブ ④3B体操 ⑤カラオケクラブ 
水中運動教室 週 1回 1 時間 月1500円 スポーツクラブに委託

リハビリ個別指導 週 1回 1 時間 150円 地域包括支援センター

 

訪問型介護予防指導 

※予防モデル事業により追加 
週 1回 30分 無料 地域包括支援センター

生活支援サービス 

訪問型生活支援サービス 週 1回 30分 150円 介護予防ボランティア

さくらの会 適宜 30分 300円 
有償ボランティアの会

（公費の補填なし）  

シルバー人材サービス 適宜 30分 300円 
シルバー人材センター

（活動事務費補助） 

卒業後の通いの場 

地域デイサービス 

（30箇所） 

月 1～2

回 

2～3時

間 
無料 

社会福祉協議会に委託

（セーフティネット補

助金）  

介護予防推進地区活動 

（14地区） 

月 1～4

回 

2～3時

間 
無料 介護予防ボランティア

 
総合事業の導入に際しては、それまでに行ってきた事業を再構築したものが多く、全く新規で

始めたものは少ない。「生きがい教室」「はつらつ塾」「水中運動教室」「リハビリ個別指導」「訪問

型介護予防指導」「訪問型生活支援サービス」などについて、要支援者であっても、介護保険の

給付も必要に応じて導入しながら、併せて利用できるようになった、というサービスの流れの変化

が大きなポイントである。（総合事業で、本質的な部分が変更になったわけではない。） 

総合事業の活動の場は、原則として総合福祉センターのスペースである。 

生きがい教室等の活動には、適宜、運動指導士等の専門職が参画している。基本的には介

護福祉士が運営している。地域包括支援センターの保健師も定期的に参加している。 

生きがい教室等の取り組みは、あえて終了・卒業という形はとっていない。教室に参加して元

気になった高齢者がいれば、その方にとってはその場が一番良いので継続してもらう、という考

え方である。そこで元気になったのであれば、その場は変えない。むしろ、新しく参加した高齢

者（活動の後輩）を支援して、その方々の健康づくり・元気づくりを支援してもらうような活動につ

なげている。毎回の教室で、参加者の意識改革に努めている。新規参加者にとっても、「自分よ

り高齢な方がこんな元気なのか」ということで元気になりやすい状況になっている。世話する側に

も、新規参加者（後輩）の状況が良く分かっており、適切なアドバイスや支援を行いやすい。 

生きがい教室そのものは平成 12 年度から実施しているので、10 年生の方もいる。 

老健法の機能訓練教室があって、介護保険制度の開始とともに、教室への参加には要介護

認定を受けることが条件となった。非該当の方について、（他の市町村では事業そのものを切っ

てしまった例も多いようだが、佐々町では）社協に委託をして、生きがいデイサービス事業として

引き継いでもらうことにした。平成 18 年度に地域支援事業に取り組み始めた際に、特定高齢者

事業として入れ込み「生きがい教室」として行うことにした。その際に、運営の仕方について
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も、食事は宅配ではなく、参加者自身が注文するようにしたり、会場の設営関係も参加者自身で

行うようにするなど、参加者主体で行う形に変えた。 

平成12年度からの参加者が10年生になった時に、最初は80歳だった人も90歳になってい

るので、自宅での生活に支援が必要となる状況が出てきている。要介護認定を受けてもらっ

て、ホームヘルプサービス等を導入していたが、その結果、自宅での生活はできるようになった

が、生きがいを失ってしまったり、地域での役割を失ってしまい、短期間のうちに要介護1、2へと

悪化してしまうケースが多かった。できれば、生きがいづくりの活動に参加して頂きながら、介護

保険の給付も合わせて行っていけるような仕組みが必要であると考えており、総合事業で、そう

した課題に対応する仕組みを導入することができた。 

要介護認定を受けて、膝の悪い方（前期高齢者）で、「介護保険のデイサービスでは納得でき

ない。もっと若い世代の人たちと交流したい」、という方もいる。その方々についても、総合事業

を活用すれば、若い世代が集まっている生きがい教室を紹介できる。 

 

3年前に町立診療所が物忘れ外来に移行したこともあり、健康センターで行う身体の健診と合

わせて、頭の健診を町立診療所で行うような流れも作った。町立診療所を受診する人たちの多

くは、薬剤も必要ないし、介護保険も必要ないレベルの人たちであり、そうした人たちを閉じこも

りにさせずに、地域社会での活動の場を提供することにも配慮している。生きがい教室は少し重

い内容（時間が長い、等）なので、少し軽い内容とした「はつらつ教室」を作って展開している。こ

れも総合事業の 1～2 年前から展開していた。 

 

総合福祉センターは佐々駅近くにあり、町内の巡回バスも運行している。センターに来れ

ば、郵便局や買い物などの用事を済ませることができるので、センターで教室等に（1 週間に 1

回でも）参加することは生活の用件を大腿済ませることができることになっている。教室では、自

由時間も設定しているので、教室に参加しながら、生活上の用件を済ませることが可能である。 

 

おとこ料理クラブは、地域活動に男性の参加を促すために作ったものである。訪問型生活支

援サービスは、総合事業で新設したものである。 

 

利用料金は、150 円を基本にして設定している。総合福祉センターで入浴するための入館料

が 1回 150 円であり、町民にもなじみの深い金額なので、150 円を基準に設定している。 

 

生き生き教室の参加者は町内全体で概ね 120 人であり、はつらつ教室の参加者は町内全体

で概ね 100 人である。教室の内容やコマは今後も拡大していく予定である。 

要介護認定の相談を受けた段階で、申請の手続きだけを行うのではなく、内容やニーズ等に

ついても時間をかけて一緒に検討するようにしている。介護保険給付ではなく総合事業の教室

などを進めるケースも多い。要介護1レベルの方でも、要介護認定ではなく、総合事業につなげ

るケースもある。 

町福祉課でも要介護認定の申請受け付けを行っており、町福祉課と地域包括支援センター

がビジョン等を共有して、同じ方向性で相談受付に対応するようにしている。 
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他に、シルバーボランティアや有償ボランティアの会も、町内で活発に活動している（報酬は 1

時間 600 円、30 分 300 円の設定）。ただし、そこには行政は関与していない。 

行政が関与する訪問型のサービスとして、介護予防ボランティアが訪問する活動を導入した。 

高齢者見守りネットワーク情報交換会を月1回、開催している（各地区年1回ずつ月を変えて

実施している）。これは、町内会長会・民生児童委員協議会や老人クラブ連合会・福祉協力委

員等と連携を図り、高齢者支援に関する情報交換会を定例で行い、日頃の支援体制の強化を

図るものである。 

 
■ 総合事業の効果 

要介護認定率は、平成21年度以降、減少を続けており、平成25年度には、国全体の認定率

を下回る状況である。 

特に、要介護21年度以降、要介護1以下の認定者数が減少している。要介護1以下の方に

ついて、申請段階で状況を見て総合事業に流すことができたことが大きな要因であると考える。 

介護保険の給付費も平成 22 年度から 23 年度にかけて、低下している。 

 

要介護認定率の推移 

佐々町 長崎県 国 

20.8％ 20.8％ 16.1％ 

20.1％ 21.2％ 16.6％ 

18.8％ 21.9％ 17.3％ 

18.0％ 22.2％ 17.5％ 

 

地域が活性化してくる、地域が活性化してくると、事業も活性化していく。 

総合事業では、要支援 1～2 レベルのグループが、元気な人の活動の中に入れるので、元気

になりやすい、という効果もある。 

高齢者の方を各種の教室につなぐことで、地域の自主性も高まっており、取り組みには地域

性が出ている。 

 
■ サービス利用者・サービス提供者の声 

＜利用者の声＞ 

利用者の各活動の継続参加率は高く、満足度は高いものと想定される。100 歳近い参加者が

病院に入院した際に「自分が行かないと教室はじまらない」と発言したケースもあり、参加者の参

加意欲は非常に高い。 

＜介護保険事業者の状況＞ 

総合事業の取り組みは、介護保険事業者は原則として関わっていない。 

佐々町地域支援連絡会は月 1 回開催しており、意思疎通や情報共有を図っている。その中

で介護保険事業者の声や意見を聞くようにしているが、介護保険事業者とは、平行線のケース

もある。「顧客を取られる」という意識は介護保険事業者の中に少なからずあり、地域支援連絡
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会への参加を拒否している事業者もある。少しずつ、協力体制を進めている状況。 

 

■ 今後の方針 

地域の形を変えずに、地域の力を引き出していくことが重要である。佐々町地域支援連絡会

を月1回開催して、関係者の意識を統一している。基本的に使えるものは何でも使っていく体制

である。 

 

■ 佐々町 
人口 13,813 人（平成 24 年 5 月末時点） 

高齢化率 22.06%（平成 24 年 5 月末時点） 

合計 1 ヶ所 

直営 1 ヶ所 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） 0 ヶ所 

■ 上越市の地域包括支援センター 

運営形態 直営 

保健師等 1 人 

社会福祉士 0 人 

主任介護支援専門員 2 人 

職員数 

その他 7 人 

 
② 取り組みの内容 

■ 背景・経緯・課題 

地域支援事業の取り組みと並行して、介護予防ボランティア養成講座を平成 20 年度から開

催している。 

前身は平成 7 年から開始した地域デイサービスの事業である。地域デイサービスは社協に委

託して、各地区の集会場でサロン活動を行う取り組みである。 

町内に30地区（町内会）があり、ほぼ全てでサロン（地域デイサービス）が展開されてきていた。

それまでに、佐々町のサロン（地域デイサービス）は支え合いや見守り等で大きな効果が出てお

り、民生委員・福祉協力員・食生活改善推進員などの裏方の人たちの努力に負う部分が大きか

った。それに社協のスタッフが参加して、毎月、ミニ敬老会のような集いであった。参加者 1 人当

たり 200 円の補助も出していた。レクリエーションスタッフも社協から派遣されていた。 

平成18年度に地域支援事業が始まった時に、地域包括支援センターの職員が全てのサロン

（地域デイサービス）に出向いて、事業の説明をした。しかし、どれほど説明しても、結局は話を

聞いて頂いて終わりということになってしまい、なかなか効果が出なかった。もっと、住民の意欲

を引き出し、住民主体の活動を展開することが必要であると考えた。 

また、佐世保市への合併問題が平成 19 年頃に持ちあがった際に、佐々町が合併しても、住

民や地域で自主的な介護予防の取り組みが継続して行えるような仕組みづくりを行おうと考えた

こともきっかけである。 
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そこで、実際に住民の皆さんに介護予防のスキルも身に付けて頂こうと考えて、介護予防ボラ

ンティアの養成を始めた。 

 

養成講座の内容は、介護予防の基本 6 項目（運動・栄養・口腔・認知症・閉じこもりなど）を習

得してもらう者であり、1 コース 8 回である。 

その講座の修了生には、修了後に登録という形で、ボランティア活動に参加してもらうようにし

た。ボランティアの養成というよりは、地域のリーダーの育成という考え方で取り組んでいる。地域

の活動を引っ張る活動に参加してもらうとともに、自分自身の健康にもつながることを説明し

て、参加意欲を高めている。 

養成講座修了生の約半数が登録して、実際に地域活動に参加するようになっている。 

 
■ 取り組みの内容 

地域活動は、通所型介護予防推進活動・地域型介護予防推進活動・訪問型介護予防推進

活動の 3つがある。 

 
 
通所型は、生きがい教室やはつらつ教室に参加して頂いて、スタッフとして活動してもらうもの

である。 

地域型は、各地区の集会場を活用して、（月 1 回の地域デイサービスが開催されていない週

に）企画を行って、集いをしてもらっている。 

訪問型は、集団の活動ではなく 1 対 1 の活動に参加したいという方に、閉じこもりがちな高齢

者の自宅を訪問して、ニーズを傾聴して頂いたりしているものである。 

介護予防ボランティアのモチベーションを維持するために、介護予防推進連絡会（にっこり

会）を月 1回開催している。情報交換したり、新しいメニューを話し合ったりしている。各地区のレ
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クリエーションを紹介しあったりしている。にっこり会には、生きがい教室のスタッフや地域デイサ

ービスのスタッフにも参加して頂いている。ここで、佐々町の介護予防の方向性を意識統一・情

報共有を図っている。個別ケースの支援のあり方についても、情報共有や統一できる。にっこり

会には、地域包括支援センターの保健師等も参加している。 
通所型のボランティアは10～15時の活動支援に対して500円を支払っている（イメージとして

は交通費）。地域型のボランティアは無償である。訪問型のボランティアは、1回 500 円を支払っ

ている（利用者本人から 300 円＋町から 200 円）。支払いは、地域包括支援センターが徴収・入

金して、月末に各ボランティアに現金でお渡ししている。その事務は地域包括支援センターの

職員が行っている。 

 

地域デイサービスやボランティアの活動は、各地区の集会場を活用している。 

 
■ 取り組みの効果 

介護予防ボランティアによる地域活動の利点については、以下のような点が挙げられる。 

１） 地域の実情に合わせた教室の展開ができる。 

２） 教室後のフォローがしやすいので継続参加や見守り体制につながる。また、来

なかった人がいると、近隣の人たちが声かけして、「次は参加しよう」と誘いあ

っている。 

３） 最寄りの会場（地区の集会場）を活用しているので、住民が参加しやすい。住

民アンケートでも、機械が整った遠い会場よりも、機械などは整っていなくて

も近隣の会場・顔見知りの人たちがいる会場の方が参加したいし活動も継続で

きる、という意向が多かった。 

４） 当町は佐世保市のベッドタウン化しており、人口は増えている。高齢者の転入

も多く、高齢者が転入した場合の地域参加のきっかけにもなっている。地域の

ボランティアが高齢の転入者に対してもきめ細かく声かけしており、地域内の

交流が円滑に進む。 

５） 介護予防の意識が住民主体で広がっている。 

 
■ 今後の方針 

地域活動は、町内全 30 地区のうち 8 地区から始まって、次第に増えている。現在 14 地区で

展開されている。今後も無理せずに、徐々に増やしていく予定である。毎年 1～2 地区ずつくら

い増やしていくことが目標である。 

将来的には30地区すべてで地域活動を展開したい。30地区で展開できる頃には、地域力が

かなり高まっているので、佐世保市に合併しても、佐々町の地域での介護予防は継続していけ

ると考えている。 

 

行政だけで考えたことを展開していこうとしても無理がある。住民主体の取り組みを住民の力

によって進めていく形を作っていくことが重要である。行政は地域力を引き出す支援を行うことが

重要であり、地域が地域を支えていく仕組みを構築していくことがポイントである。 
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総合事業も含めての話になるが、要介護 2 レベルまでの対象者を受け入れることを検討して

いる。現場の感覚では、要介護2レベルまでなら、当町の（総合事業を含めた）地域活動の対象

者として予防・維持・改善の取り組みが可能であると判断している。要介護 2 レベルの対象者を

受け入れるための受け皿（多様な事業・取り組み）を整備していくことが必要となる。 

地域デイサービスを、総合事業等で展開している各教室の卒業生が継続的に参加する場に

していきたい。全ての介護予防活動を地域デイサービスにつながっていくようにして、予防活動

で得られた維持・改善の効果を継続できるようにしていくことが理想である。 

 

以前は通所のデイサービスの代用として生きがい教室等を考えていたが、地域の中で暮らす

ことを中心に考えていくことが必要である。地域の中で暮らしていくことを前提として考えない

と、本来の地域支援につながっていかない。 

 

総合事業の自立支援機能を高めるためには、専門職（各種のセラピスト等）が早期に対象者

の住宅を訪問して、生活スタイルへ介入することが求められるのではないかと認識している。介

護予防の中でも訪問型の生活指導は重要であり、今後、拡大を図りたい。手すりの付け方一つ

で、生活の状況がかなり変わる（要介護への移行を遅らせることも可能になる）。 

訪問からのアセスメントを行って、ケースカンファレンスにつなげていくことが重要であり、在宅

生活に則したプランを作成し、ケア会議につないでいくことが将来的な方向性である。 
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資料 主な総合事業の概要 
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資料 生きがい教室の案内 
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資料 はつらつ塾の案内 
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資料 認定率の推移 
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資料 介護区分における認定者数等の推移 
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資料 給付実績等の推移 
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資料 生活機能評価表 
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資料 はつらつ目標設定プラン 
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９) 熊本県山鹿市 

温泉施設を活用した総合事業の展開（温泉わくわく学校） 

 

【保険者名】 熊本県山鹿市 

【地域包括支援センター名】 山鹿市地域包括支援センター 

 
① 概要 

山鹿市は熊本県の北端に位置し、温泉や史跡が豊富で、観光と農業が盛んな地域である。

人口は 5 万 7 千人弱で、高齢化率は 30％になっている。全国平均よりも高い水準である。要介

護認定者数は 3,500～3,600 人である。その中で、要支援者が約 1,000 人である。 

日常生活圏域は、旧町単位および中学校区を基に 8つの圏域が設定されている。 

地域包括支援センターは、直営センター1 か所であり、市介護保険課内に設置されている。

配置されている職種は、保健師3人、社会福祉士2人、主任介護支援専門員1人、その他に委

託契約の派遣職員や非常勤の職員が 32 人いる（ケアマネジャー10 人、看護職 7 人、栄養士 2

人、事務職 3 人）。地域包括支援センターでは、関係機関との連携体制づくりや、実態把握から

施策化への展開など、直営センターのメリットを生かしながら業務を行っている。 

 

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

山鹿市では、介護予防・日常生活支援総合事業を平成 24 年度から導入している。 

 

■ 背景・経緯 

これまで当市でも介護予防事業を推進してきたが、介護保険の給付対象者から非該当に改

善するケースが少ないという課題があった。一度介護保険サービスの利用者に移行すると、要

支援を維持することが精一杯の状況（予防給付を受けても改善せずに、要支援の状況のままと

どまってしまう）だった。特に、当市では後期高齢者が多いので、80 歳を超えて、何らかの認定

を受けるケースが多いということが背景にある。 

要支援者に対するケアプランやサービス提供のあり方について、介護事業所に研修も行って

きているが、なかなか改善させるインセンティブが働かない状況があった。介護事業所にとって

は、要支援者は顧客なので、抱え込んでしまう傾向も見られ、改善にはつながらなかった（介護

事業所からすると、改善して要支援から外れてしまうと、顧客を失うことになる）。市内では、デイ

サービスの事業者も多く競争が激しいため、最近は、定員割れの事業所も出ている状況であ

る。 

以上のような状況の中で、総合事業の話が出た機会に、要支援者も二次予防の集団にある

程度強制的に移行できるような仕組みを導入することが可能になるのではないかと考えて、総合

事業の導入を検討した。「国全体の制度がこうなりました」と説明していくことで、改善（要支援者

→非該当へ）の流れを作っていければよいのではないかと考えた。また、最初のうちは苦情等が

出るにしても、なかば強制的に改善の流れを作っていかないと、要支援から非該当への抜本的

な改善にはつながらないと判断した。 
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昨年策定した介護保険事業計画の中でも、できるだけ早い時期に総合事業に取り組むことを

位置付けて、段取りを作ってきた。 

 
■ ケアマネジメントの概要 

マッチングやケアプランの作成、モニタリング等の運営の仕組みについて、二次予防事業は

これまで同様に、地域包括支援センターの担当者が担当している。その担当者が基本チェックリ

ストから一次予防・二次予防に該当する対象者を抽出して、地域包括支援センターの職員が分

担して訪問を行い、実際の状況を把握している。基本チェックリストは、高齢者 17,000 人のうち

から既に要介護認定を受けている方を除いて14,000人に配布して状況を把握している。その結

果に基づいて、該当項目の多い方を優先的に、閉じこもりがちな方を重点的にサービスに参加

するよう声かけしている。声かけについては、地域包括支援センターの職員が自宅を訪問し

て、事業の説明や参加の声かけを行っている。訪問して状況把握した結果を状況調査票に記

入している（記入者は地域包括支援センターの職員である）。 

その上で、希望者に対しては、どのようなサービスが適しているかを検討して、総合事業のサ

ービス提供につなげている。利用者のサービス提供の開始にあたっては、利用者に申請書等の

書式を出してもらって、市の会議（協議会）の場で審議して決定している。 

モニタリングは、要支援者は6カ月、二次予防の対象者は4カ月ごとに行っている。総合事業

を実施した効果についても、外部機関に委託して測定している。二次予防の利用者の予防事業

の効果はこれまでのデータである程度、状況は分かっているが、要支援の対象者における効果

を、今後定量的に明らかにしていく予定である。 
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■山鹿市 介護予防・日常生活支援総合事業の計画内容 

区分 事業名 事業内容 期間・頻度 利用者負担額 

介護予防通所事業 

（温泉わくわく学校）

市の温泉旅館に週1回通所、体操やストレッ

チを中心とした運動メニューや栄養改善・口

腔ケア等の介護予防を実施し要介護状態への

移行を予防する。 

4ヶ月 

（週1回） 

温泉入浴あり 

H24：1回400円 

H25：1回500円 

（＋食費500円） 

（a）通所型

予防サービス 

地域拠点型介護予防通

所事業 

（はつらつ学校） 

利用者の身近な、地域の介護予防拠点に週 1

回通所、体操やストレッチを中心とした運動

メニューや栄養改善・口腔ケア等の介護予防

を実施し要介護状態への移行を予防する。 

4ヶ月 

（週1回・3時間） 

1回 400円 

食事は原則なし 

（b）訪問型

予防サービス 

介護予防訪問事業 シルバー人材センター登録者による日常生活

支援（家事支援：調理・掃除） 

週 1～2回（1回1時間程度） 

4ヶ月～6ヶ月 

（原則週1回） 

単価の一部 

本人負担300円 

検討中 

ア）予防サ

ービス事業

（c）その他

のサービス 

訪問指導 

（二次予防事業対象

者） 

在宅の保健師・看護師の登録者による定期的

な訪問 

6ヶ月 

（月1回程度） 

自己負担なし 

イ）生活支援サービス事業 生活支援サポート事業 生活支援サポーターによる見守りや日常生活

支援（話し相手・安否確認・付き添い・家内

作業・傾聴・ごみ分別・代筆等） 

4ヶ月～6ヶ月 

（計画に基づき実施）

1回1時間以内 

300円 

（１）要支

援者・二次

予防事業対

象者向け事

業 

ウ）二次予防事業対象者把

握事業 

基本チェックリストの

配布および回収 

65 歳以上、介護認定を受けていない、一般

高齢者に対し、年1回基本チェックリストを

郵送にて配布および回収し、二次予防事業対

象者を把握する。 

年度当初 なし 

ア）介護予防普及啓発事業 各種介護予防教室・出

前講座 

65・70・75 歳介護予防教室・介護予防フ

ァイル普及等 

通年・毎月実施 

年齢到達の対象者は誕

生月に参加 

なし 

各種サポーター養成講

座 

介護予防サポーター・生活支援サポーター・

シニア男性料理サポーター等の養成講座の実

施 

年間計画による なし 

通所事業 介護予防プログラムの実施 通年（週1回程度） それぞれに設定 

（２）一次

予防事業対

象者向け事

業 イ）地域介護予防活動支援

事業 

地域サロン・拠点買う

等支援 

ふれあいサロン・NPOサロン 

介護予防拠点等での活動、地域交流の場 

通年（週1回～月1回） それぞれに設定 
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■ 総合事業の主な内容 

介護予防・日常生活支援総合事業の内容は前ページの通りである。 

通所型予防サービスの中で、温泉わくわく学校（当市でこれまでに二次予防事業として実施

してきたもの）を引き続き行っている。これは温泉施設を利用して、週に 1 回、4 カ月間通って頂

くものである。それを総合事業の中に取り入れた。市内6か所（二次予防事業の時の2か所から

増やして、現在は 6 か所になっている）の温泉施設で実施している。（温泉わくわく学校につい

ては後述） 

地域拠点型介護予防通所事業は、地域の中に整備してきた介護予防拠点を活用して、歩い

て通所できる高齢者が通所してトレーニングなどを実施するものであり、総合事業において新設

されたものである。介護予防拠点は介護事業所の併設であるケースもあるが、介護保険事業所

ではないケースもある。 

介護予防訪問事業は、訪問サービスであり、シルバー人材センターを活用した生活支援（家

事援助）である。また、訪問指導（二次予防事業対象者）として、現在仕事をしていない保健師・

看護師を活用して、半ばボランティアの形で訪問してもらうような取り組みを行っている。 

生活支援サポート事業にも取り組んでいる。これは、住民の中から生活支援サポーターを養

成して、その方々が、1 回 300 円の報酬で動いてもらう形である。 

 
以上のサービスは、介護保険の認定を受けて要支援の状態になっても、状況が改善して非

該当になっても、継続的に提供されるものである。 

自己負担額は適宜設定されているが、原則として費用の 1 割を自己負担としている。自己負

担の減免措置は現時点では導入していない。 

費用の流れとしては、国保連の仕組みは通していない。総合事業のサービス提供主体

は、介護保険事業者ではない事業者が多いので、介護保険の制度の流れに乗せることが難し

いためである。また、総合事業を導入する前提として、総合事業のサービスはなるべく介護保険

の事業者ではない一般の事業者（地域資源）を活用しようと考えたことも要因である。 

 

「地域拠点型介護予防通所事業（はつらつ学校）」「介護予防訪問事業」「訪問指導（二次予

防事業対象者）」「生活支援サポート事業」は総合事業導入に伴って新設したサービスである

が、それ以外は、もともとあったサービスを総合事業に取り入れたものである。 

 
総合事業全体の利用者は年間200人くらいであり、事業所1か所につき 1回 10～15人の規

模で実施されている。毎日、通所型の小規模多機能の事業が市内のどこかの場所で開催され

ているというイメージである。 

 

総合事業の活動を終了した後の活動についても、地域のサロン等での活動につなげている。

3 か月～4 か月の期間の事業で身体機能が向上しても、その後のフォローがないと改善された

状態が維持されないので、効果が継続していくように、工夫している。山鹿元気倶楽部や、通所



255 

型の介護予防として買い物支援をしてくれる事業所もあるし、介護予防拠点が各地域で介護予

防拠点事業を展開している（送迎のあるケースも多い）ので、そうした活動につなげている。介

護予防拠点事業等は多様なものが展開されているので、対象者それぞれの状況に適したとこ

ろを紹介するようにしている。 

 
■ 総合事業の効果 

介護保険の認定申請の相談が発生した時点で、極力、要介護認定の申請をせずに、総合

事業を利用してもらうように説明し、誘導している。昨年から、新規の要介護認定者の数が少し

抑制されてきて、現在、若干ではあるが減少傾向にある。それが介護保険サービス利用者の減

少につながり、介護保険給付費の減少にもつながっていけばよいと考えている。 

居宅支援事業所について、より中立的、より介護予防に力を入れる意識が高まってきてお

り、それも効果の一つと考えられる。 

介護保険事業所にも総合事業の取り組みを定期的に説明しており、理解は進んできている。

今後、介護保険事業所も積極的に地域と関わりを持って、介護予防・利用者の改善に力を入れ

ていくことが期待される。 

 
■ サービス利用者・サービス提供者の声 

＜利用者の声＞ 

事業の参加者は身体機能の少し弱い高齢者が多いが、概ね 4 か月の事業の開始時点と終

了時点を比較すると、身体能力が向上しており、利用者の満足度も高い。サポーターが参加し

て、声かけをしながら事業を進めるケースが多いことも、脱落の減少につながっている。 

＜サービス提供者の声＞ 

総合事業の実施に当たっては、住民のボランティアである介護予防サポーターを積極的に

活用している。例えば、温泉わくわく学校などでは、温泉施設は事業そのものの運営にはあまり

関与せず、介護予防サポーターが企画・運営や、入浴介助等を行っている。介護予防サポータ

ーの間では、ボランティア養成講座で学んだことが実際のサービス提供につながっていくた

め、やりがいがあると好評である。 

 
■ 今後の方針 

今後、対象者を拡大していくことを考えると、適切なサービスの選定や内容の設定をより一層

綿密なものにしていく必要があると考えている。理学療法士やケア支援センター等の担当者も

入って審議することも検討している。現在においても、サービス提供の最初と最後の評価につ

いては、リハビリテーション関係者も入って、改善の効果等の検討を行っているが、サービス提

供の検討・決定の段階にもリハビリテーションの担当者に参画してもらうことも検討中である。 

 

また、今までは、温泉旅館や拠点、介護予防の事業所も拠点という形で参画してもらっている

が、介護保険の事業所も今後さらに生活支援の役割を担って頂けるようにしていきたいと考えて
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いる。もっと介護保険の事業所が地域に出向いていくようなことが重要である。 

市民の力は非常に大きいので、介護予防サポーターや認知症予防サポーターが自分達の

地域で自分達の活動場所を創造しながら、活動を広げていくことが求められている。住民の

方々が作りあげていくものを行政が支援していく形がよい。そうした中で、それぞれの地域に合

った取り組みが構築されていくのではないか。市から統一したものを作っていくのではなく、地

域が自分達のほしいサービスを構築していくことで、地域の独自性が出てくることが期待され

る。 

 

財源的には、現時点では3％枠で足りている。介護予防と包括的支援事業・二次予防の活動

は現状の予算枠内で推進することができている。しかし、総合事業で対象者が増えていくと足り

なくなる可能性もあり、今後の検討課題である。 

 

＜介護予防ボランティア（介護予防サポーター）＞ 

総合事業のサービスの担い手としては、介護予防サポーターの存在が大きい。介護予防サ

ポーターは平成 18 年から養成しているもので、有償で総合事業のサービス利用者の支援を行

っている（概ね利用者の自己負担額が介護予防サポーターの報酬になる形である）。温泉わく

わく学校については、温泉施設は場所や食事を提供するだけであり、サービスの実施にはあま

り関わらず、サポーター2～3人が1人の利用者の入浴を介助する仕組みになっている。地域包

括支援センターが全体の管理を行い、運動指導員も指導に当たっている。サポーター養成講

座を受けた後に、総合事業の実際のサービス提供の場で活躍する機会が存在するので、サポ

ーター自身にとってもやりがいにつながっている。平成18年の地域支援事業の時から、このよう

な形となっている。 

はつらつ学校についても、同様に、サポーターが運営に関わっている。 

サポーター養成講座と実際の活動の場をつなげていることや、サポーター同士の交流も積極

的に進めていることなどは、サポーターの間でも好評である。 

市内に介護予防サポーターは214名いる。うち142名が現在、実際に介護予防サービスの運

営に関わって活動している。サポーターの年齢構成は 50 歳代以上の方が多い。女性が多い

が、定年退職後の男性も少数であるが参加している。（現在、男性が 32 名、女性が 182 名であ

る。） 

サポーター養成講座を修了した方については、8 つの圏域ごとに年２回フォローアップ研修

を行っている。自分自身の介護予防にもつながるし、サポーターの活動の重要さを説明してい

る。また、サポーター相互の交流・親睦の機会として、活動継続のインセンティブを高めるような

場としている。市の職員とサポーターとの関係性も維持するようにしている。フォローアップ研修

の内容については、圏域それぞれの状況に応じて、圏域ごとに主体的に検討してもらうようにし

ている。市が指導するよりも、地域の自主性・主体性を重視する取り組みとしている。 

介護予防サポーターのリクルーティングについては、地域包括支援センターの職員がサポー

ターの発掘等を行うこともあるし、サポーターから情報を収集するケースもある。 
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介護予防サポーターの報酬は月極めで、各サポーターごとに金融機関口座に振り込んでい

る。そうした事務や（その前提の）サポーターの名簿管理も地域包括支援センターの予防斑の

担当者が行っている。地域の包括支援センターの役割は、行政と一体化しており、街づくりにも

積極的に関わっている。市民の意識も、地域包括支援センターは行政と一体、という認識が強

い。 

 
＜社会福祉協議会との連携＞ 

地域密着の事業所とは市は連携をとって、様々な活動を展開しているが、社会福祉協議会と

は今後さらに連携を取っていきたいと考えている。今後は、市が依頼したこと以上に、まちづくり

を主体的に担っていくことが期待されている。 

生活支援サポート事業のサポートセンターとしての役割は社協が担当している。また、成年後

見センターを社協の中に設置して、成年後見制度における市と社協の連携は行なっている。 

介護保険のケアマネジメントの流れの中で、どのように社協を位置付けていくかは、今後の課

題である。二次予防以外の様々な住民の状況を把握して、適切なサービス提供を進めていく役

割も社協に期待されている。 

 

■ 山鹿市 
人口 56,025 人（平成 24 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳） 

高齢化率 30.70%（平成 24 年 4 月 1日時点の住民基本台帳） 

合計 1 ヶ所 

直営 1 ヶ所 

地域包括支援センター数及

び運営形態等 

委託（法人数） 0 ヶ所 

■ 上越市の地域包括支援センター 

運営形態 直営 

保健師等 3 人 

社会福祉士 2 人 

主任介護支援専門員 1 人 

職員数 

その他 22 人 

 
② 取り組みの内容 

（注：本事業は、介護予防・日常生活支援総合事業の一つであり、既に前項目で既述した部

分もあるため、極力重複しない内容を記述する。） 

 
■ 背景・経緯・課題 

山鹿市内は温泉が豊富に湧出し、市内中心部のすぐ近くに温泉施設が多数あったため

に、それらを活用して、地域住民の健康づくりができないか検討した。また、温泉施設が地域的

にもそれほど偏っておらず、市内の各圏域に観光温泉組合があったことも大きな要因であった。
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介護予防は、元気になることを目的とする事業であるので、介護保険とは分けて考えて、実施

する場所も介護保険の事業所ではなく、温泉に入浴できて、おいしい食事が食べられて、「また

通いたい」と思ってもらえるような雰囲気が必要であると考え、温泉施設を｢場｣とする予防事業

を検討した。 

また、前述したように、当市では、介護予防サポーターの養成にも取り組んでおり、住民の参

加意欲も高かったため、介護予防サポーターが実際に活動できる場としても、活用できる内容

を検討した。 

平成 18 年 10 月から、介護保険制度の中の二次予防事業（旧・特定高齢者施策）の一つとし

て始めた。なお、平成 24 年度からは介護予防・日常生活支援総合事業の一つとして展開され

ている（前述）。 

 
■ 取り組みの内容 

市内の温泉旅館に週1回通所して、体操やストレッチを中心とした運動メニューや栄養改善・

口腔ケア等の介護予防を実施し、要介護状態への移行を予防するものである。専門スタッフが

指導を行うほか、介護予防サポーターが活動の支援（温泉入浴の介助、体操の実施を手伝

う、話し相手になる、等）を行っている。利用者は 1回 400円の参加費用と 500円の食事代を支

払う。利用者が支払う参加費用 400 円は、介護予防サポーターが受け取る仕組みとなってい

る。 

メニューが終了した後は、参加者皆で食事を楽しんだり、自由に懇談したりしている。 

温泉旅館は、運営そのものにはあまり関与せずに、場の提供と食事の提供を主に担っている。

食事については、栄養士からのアドバイスや要請も反映した、健康に配慮した内容としている。

運営については、介護予防サポーターも参画して地域独自の内容になるよう工夫されてお

り、それが介護予防サポーター自身のやりがいにもつながっている。運営全体を、住民が設立

した NPO法人が受託しているケースもある。 

 
■ 取り組みの効果 

参加者の満足度は高く、3 ヶ月間の活動において脱落率は低い（平均して 1 割程度）。ま

た、3 ヶ月の活動期間を経て、大半の参加者の生活機能に改善がみられる。 

温泉旅館側から見ても、平日の日中など利用客が少ない時間帯を活用できること、活動参加

者や介護予防サポーターに活動後の利用促進につながること、地域の健康づくりに貢献できる

こと、等から好評である。 

 
■ 今後の方針 

さらに参加者や活動拠点を増やして、規模を拡大していくことを検討している。 

3 ヶ月の活動が終了した後には、各地域で展開されているサロンの活動に引き続き参加して

もらうようにして、活動期間中に維持・改善された効果が少しでも長く継続していくことが大きな

方針である。 
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また、活動に参加した人たちや介護予防サポーターが、周りの人たちの介護予防を指導でき

るようになり、市全体で、住民が住民の介護予防を推進するような状況を構築していきたいと考

えている。 
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資料 山鹿市の介護予防・日常生活支援総合事業の概要 
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資料 総合事業の利用申請書 
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資料 総合事業における個人情報提供同意書 
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資料 やまが生活サポートセンターの案内 
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資料 山鹿市介護予防サロン等の開催情報 
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III 参考資料 
１．調査票 
(１) 地域支援事業交付金精算書 

 
 

様式１

総事業費 基準額 交付基本額 交付金所要額
交付金
交付決定額

交付金
受入済額

備考

超過額 不足額

Ａ Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１　介護予防事業

（１）二次予防事業

ア　二次予防事業の対象者把握事業

イ　通所型介護予防事業

ウ　訪問型介護予防事業

エ　二次予防事業評価事業

（２）一次予防事業

ア　介護予防普及啓発事業

イ　地域介護予防活動支援事業

ウ　一次予防事業評価事業

２　包括的支援事業及び任意事業

（１）包括的支援事業

（２）任意事業

ア　介護給付等費用適正化事業

イ　家族介護支援事業

ウ　その他事業

（ア）成年後見制度利用支援事業

（イ）福祉用具・住宅改修支援事業

（ウ）地域自立生活支援事業

（エ）その他

円

１　Ｂ欄には、交付要綱４にいう寄付金その他の収入額（法第１１５条の４４第４項に定める利用料を除く。）を記入すること。
２　基準額（Ｅ欄）の算定に当たり、施行令第３７条の１３第１項に規定する給付見込額を記入すること。
３　Ｅ欄には、交付要綱４の第２欄に定める基準額を記入すること。
４　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額を記入すること。
５　Ｇ欄には、Ｆ欄の額に交付要綱４の第４欄に定める交付率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。）を記入すること。

Ｃ・Ｄ

保 険 者 名 全国計
都道府県ｺｰﾄﾞ 市区町村ｺｰﾄﾞ

３　合　　計（１＋２）

給付見込額

（注）

平成23年度地域支援事業交付金精算書

区　　分

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費
実支出額

差引過不足額
Ｉ－Ｇ

Ｃ（Ａ－Ｂ）
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(２) 事業実施報告書（様式２の１） 

 
様式２の（１）

Ⅰ．地域包括支援センターの設置状況

　１　設置状況

　２　委託先の状況

Ⅱ．介護予防ケアマネジメント業務

　１　実施要綱別記２の（１）に係る介護予防ケアプランの作成数

　

　２　介護予防ケアプランの評価

Ⅲ．総合相談支援、権利擁護業務

Ⅳ．包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

　１　包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築

　２　介護支援専門員に対する個別支援

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

その他（具体的内容を簡潔に記入してください。）

※「実施の有無」欄は、該当箇所に「○」を付けて下さい。

C･D

介護支援専門員同士のネットワーク構築

介護支援専門員に対する情報支援

ケアプランの趣旨に基づいてサービスが提供されるよう、居宅サービス事業所等への
研修等の働きかけ

保険者名 札幌市

都道府県
コード

市区町村コード

実施の有無

相談窓口

支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応

個別事例に対するサービス担当者会議開催支援

質の向上のための研修

ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員のケアマネジメントの指導

関係機関との連携づくり 医療機関との連携体制づくり
地域のインフォーマルサービ
スとの連携づくり

具体的内容を簡潔に記入
してください。

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

権利擁護（成年後見制度等）に関すること

高齢者虐待に関すること

一次予防事業に変更

終了

相談件数等

合計

介護給付に変更

予防給付に変更

二次予防事業の中で変更

評価件数

プラン継続

プラン変更

合計 　

作成数

 合計

その他

委託先件数

合計
社会福祉法人

（社協以外）
社会福祉協議会 医療法人 社団・財団法人 ＮＰＯ法人

平 成 ２３ 年 度 事 業 実 施 報 告 書

合計
直営 委託

地域包括支援センターの
設置数
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(３)  事業実施報告書（様式２の２） 

 

様式２の（２）

任意事業（交付要綱３の（３）の事業）

実 施 主 体

実 施 期 間 　平成２３年　４月　１日　～　平成２４年　３月３１日

事 業 費 円 （ 実施計画額 円 )

具体的な事業

名、事業内容

及び事業費

（注）

C･D

　ア　介護給付等費用適正化事業

　イ　家族介護支援事業

　ウ　その他事業

介護保険法第115条
の44第２項に基づく
事業

平 成 ２３ 年 度 事 業 実 施 報 告 書

都道府県コード 市区町村コード

保険者名

５　「具体的な事業名、事業内容及び事業費」に事業内容を記載する際、具体的かつ簡潔に記入
　すること。

６　「具体的な事業名、実施内容及び事業費」に事業費を記載する際、実績額の後ろに（　　）
　書きで、実施計画時の額（対象経費支出予定額）を記入すること。

１　「介護保険法第１１５条の４４第２項に基づく事業」は、ア～ウの該当する事業の記号に
　「○」を付けること。また、ア～ウの事業を複数実施している場合は、別様で作成し、要綱
　等関係書類を添付すること。

２　「事業費」には、対象経費実支出額を記入し、「実施計画額」には、実施計画時の額（対象
　経費支出予定額）を記入すること。

３　「具体的な事業名、実施内容及び事業費」には、ア～ウの各事業における具体的な取組毎に
　記入すること。

４　「具体的な事業名、事業内容及び事業費」に事業名を記載する際、事業を委託している場合
　は、（　）書きで、委託先を記入すること。
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(４)  地域支援事業交付金精算書 市町村別内訳（総括表） 

 
様式２

（項）老人医療・介護保険給付諸費

　（目）地域支援事業交付金

保険者番号 総事業費
寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費
実支出額

基準額 交付基本額 交付金所要額
交付金

交付決定額
交付金受入済額

交付金過不足額
Ｉ－Ｇ

備　　考

超過額 不足額

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業

包括的支援事業及び任意事業

計

介護予防事業　計

包括的支援事業及び任意事業　計

計

（注） １　Ｂ欄には、交付要綱の４にいう寄付金その他の収入額（法第１１５条の４４第４項に定める利用料を除く。）を記入すること。
２　Ｅ欄には、交付要綱４の第２欄に定める基準額を記入すること。
３　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額を記入すること。
４　Ｇ欄には、Ｆ欄の額に交付要綱４の第４欄に定める交付率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。）を記入すること。

合　　　　計

13

14

15

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

平成２３年度地域支援事業交付金精算書 市町村別内訳（総括表）

市町村名

実績報告公文書

区　　分

年月日 番号
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(５) 地域支援事業に関するヒアリング調査票 

 

 



272 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２４年度 老人保健事業推進費等補助金 

老人保健健康増進等事業 

 

地域支援事業の実施状況等に関する調査研究 

報告書 

 

株式会社 三菱総合研究所 

 

 


